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    午前10時00分   開議   

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまから本日の会議を

開きます。 

 直ちに本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 一般質問   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第１、一般質問を行い

ます。順次質問を許します。新政会代表、泉川博明君。 

    〔新政会代表泉川博明君登壇〕 

○５番（泉川博明君）  おはようございます。私は、

第４回久慈市議会定例会に当たり、新政会を代表して、

市政を取り巻く諸課題について市長並びに教育長に一

般質問を行います。 

 それでは、通告に従い順次質問させていただきます。 

 第１の質問は施政方針演説について。震災の影響で

税収の減少が見込まれる中、復興を 優先に進めなが

ら２年目を迎える久慈市総合計画・後期基本計画の二

つを連動して取り組むことは、厳しい市政運営であり

ますが、具体的手法についてお伺いいたします。 

 第２の質問は、新年度予算について。市は厳しい財

政環境のもと、平成24年度予算は219億7,300万円、昨

年度予算と比較し14.0％の増と編成され過去 高とな

っておりますが、基本方針と主な施策についてお伺い

いたします。 

 第３の質問は、消防無線のデジタル化について。電

波法の改正により、平成28年５月までにデジタル化さ

れなければならない消防無線は、多額の費用により整

備されるわけでございますが、現在の取り組み状況と

今後の予定についてお伺いいたします。 

 第４の質問は、復興基金について。県から配分され

た復興基金は、今定例会で基金設置の条例案を提案し、

積み立てる方針とのことでございますが、復興に向け

思いやりのある有効的な活用をすべきと考えますが、



－56－ 

ご所見をお聞かせください。 

 第５の質問は、東日本大震災の復旧・復興について。

昨年のあの未曾有の東日本大震災発災から、間もなく

１年が経過しようとしている中、復興工事が被災地で

数多く見受けられるようになりましたが、当市として

の復旧・復興の進捗状況についてお伺いいたします。 

 第６の質問は、再生の可能エネルギーについて２点

お伺いいたします。 

 １点目は、大規模太陽光発電について。過日、市政

調査会のお計らいで八戸太陽光発電所の視察研修が極

寒の中実施されました。大変有意義な実のある研修で

あったと感じておるところでございます。お尋ねいた

しますが、大規模太陽光発電が当市にも何カ所か導入

候補地として公表されておりますが、現在の取り組み

状況と今後の見通しについてお伺いいたします。 

 ２点目は風力発電について。環境省の委託事業とし

て、侍浜、長内の両地区で風力発電の実現可能性調査

が行われると報道がございました。二日間にわたりま

しての公聴会も終了いたしました中、風力測定を開始

する方針と仄聞いたしておりますが、現在の状況及び

今後の当市としての取り組みと、実現可能見通しにつ

いてご所見をお聞かせください。 

 第７の質問は、原発の事故の賠償金について。東京

電力福島第一原発事故で、放射線による周辺地区住民

が甚大な被害を受け、今なお生活不安に余儀なくされ

ている現状にあります。高い量の放射線を浴びると、

白血病やがんになる可能性があるやに聞いております

が、仄聞するところによりますと、当市出身の労働者

が福島原発の下請けで数日稼働し、身体を保てる状況

になく退職帰省したと伺っておりますが、その方の被

曝の影響による健康状態が良好で稼働しているのかど

うか、また原発賠償請求申請をしているのかどうかを

お伺いいたします。 

 第８の質問は、モニタリングポストについて。本県

も、岩手日報社の県政世論調査で放射性物質に不安と

答えた方が80％を上回っている中、当市にも３月末ま

でにモニタリングポストが配置されると仄聞いたして

おりますが、使用開始はいつごろになるのかお伺いを

いたします。 

 第９の質問は、生活保護の状況について。当市の生

活保護世帯数は、東日本大震災発災前で申しますと、

県内13市の中では多いほうと認識いたしておりますが、

現在の状況についてお伺いいたします。 

 第10の質問は、林業振興について２点お伺いいたし

ます。 

 １点目は、間伐材の利用促進について。当市におか

れましては、毎年間伐材の利用促進を行っているもの

と思われますが、利用促進の現況についてお伺いいた

します。 

 ２点目は、林業振興の人材育成について。林業にか

かわる人たちが年々高齢化するとともに、人材が不足

してきている状況にございますが、人材の育成をどの

ように考えているのかお伺いをいたします。 

 第11の質問は、漁業集落排水整備事業について。小

袖地区で漁業集落排水事業の整備を行っておりますが、

下水処理設備のない舘石地区に合併浄化槽等の整備が

必要であると思うが、考えをお伺いいたします。 

 第12の質問は、産業振興について２点お伺いいたし

ます。 

 １点目は、デスティネーションキャンペーンと観光

博覧会について。本年４月１日から、ＪＲグループと

全国の旅行会社や観光団体、企業が一体となり、岩手

県という一つの舞台として観光をＰＲするデスティ

ネーションキャンペーンと、３月18日から東北全域を

博覧会場に見立てて各地域を観光し、美しい風景と心

に触れていただくことをコンセプトとした東北観光博

覧会が開催されますが、これらへの当市としての取り

組み方についてお伺いいたします。 

 ２点目はジオパークについて。いわて三陸ジオパー

ク推進協議会が、2013年の日本ジオパーク認定に向け

て準備を進めている中で、県内各地において、いわて

三陸ジオパークに関するシンポジウムやセミナー、ジ

オパークガイド養成講座など県内各地で多数開催され

ておりますが、現在の当市としてのかかわり方をお伺

いいたします。 

 第13の質問は、公共工事の入札について。東日本大

震災の復旧・復興工事が本格化する中、岩手を含む宮

城、福島３県で深刻化する公共工事入札の不調が起き

ている状況にありますが、その背景には現場に配置し

なくてはならない技術者と現場監督の人手不足で、建

設業界からは工事を請け負いたくてもできないとの声

がありますが、当市の契約状況あるいは入札不調など

についてお伺いをいたします。 

 第14の質問は、土木行政について５点お伺いいたし
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ます。 

 １点目は、八戸・久慈自動車道について。今後５年

をめどに７年以内の完成を目指している八戸・久慈自

動車道の現在の進捗状況についてお伺いいたします。 

 ２点目は、三陸北縦貫道路について。三陸北縦貫道

路の調査説明会が開催されまして、地域にとりまして

は大きな期待の道路となりますが、インター設置のあ

り方についてお伺いをいたします。 

 ３点目は、国道45号野田峠について。平成23年度の

事業完了を目標としていたところ、東日本大震災の影

響により遅れが生じておるとのことですが、今後の見

通しについてお伺いいたします。 

 ４点目は、市道整備について。大尻川原屋敷線の整

備ですが、大尻工区はもう少しで完成となりますが、

川原屋敷地区におかれましては計画延長が3,900メー

トルあり、工事が着工されているもののほとんど進ん

でいない状況にありますが、今後の見通しについてお

伺いをいたします。 

 ５点目は、小屋畑川について。去年の大雨により、

一部崩落が多数見受けられていた小屋畑川の護岸であ

りますが、昨年９月の台風15号の大雨により、護岸の

崩落部分が拡大し、今後大雨の際に護岸が崩れ民家に

被害が及ぶ恐れのある箇所に関し早急な補修を必要と

思われますが、整備についての考えをお伺いいたしま

す。 

 これより４点、教育長に質問させていただきます。 

 第15の質問は、教育行政方針演説について。千年に

一度とも言われる大地震、大津波を経験し、命の大切

さや防災意識を後生につなげるために、生きる力の教

育をどのように進めるのかお伺いいたします。 

 第16の質問は、久慈小学校の改築について。平成25

年度完成予定の久慈小学校は工事が本格的に行われて

おりますが、今後、震災の影響による建築資材の高騰

や入庫不足などが心配されます。現在の改築における

進捗状況についてお伺いいたします。 

 第17の質問は、小学校閉校校舎の利活用について。

荷軽部小学校、戸呂町小学校、山根小学校などの統廃

合により閉校となる校舎、体育館の利活用は喫緊の課

題でありますが、活用策の考えについてお伺いいたし

ます。 

 後の質問は、柔道の必修化について。４月から始

まる中学校の武道必修化に伴い、全国で約66％が柔道

を選択する見込みと報道されました。当市は、柔道の

まちを標榜しておりますので、柔道を取り入れると考

えますが、指導者や安全対策など言われている中、当

市の対応についてお伺いいたします。 

 以上、登壇しての私の質問を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  新政会代表泉川博明議員のご

質問にお答えをいたします。 

 初に、施政方針演説についてお答えをいたします。 

 総合計画後期基本計画と復興計画は、ともに平成23

年度を初年度といたしております。雇用の創出確保、

農林水産業の振興、交流人口の拡大など、両計画は密

接に関連する施策もありますことから、毎年度の進捗

状況や環境の変化等を踏まえ、両計画の実施計画を一

体的に管理するとともに、単なる復旧ではなく、これ

まで以上に活力みなぎり、他地域にも貢献し得る久慈

市を築き上げるため、前例や既成概念にとらわれず自

由な発想により事業の推進を図ってまいりたいと考え

ております。 

 次に、新年度予算についてお答えをいたします。 

 まず、基本方針についてでありますが、久慈市復興

計画に基づき東日本大震災からの復旧・復興を 優先

としたところであり、久慈市総合計画後期基本計画と

連動をさせ、施策の優先度に応じた財源の 適配分を

図りながら、従前にも増して選択と集中を進めるなど、

限られた財源の重点的かつ効果的な活用に努めたとこ

ろであります。 

 次に、主な施策についてでありますが、生活再建住

宅支援事業費補助金、久慈小学校改築事業及び漁港等

の災害復旧経費など、久慈市復興計画の関連事業を中

心に計上したところであります。 

 また、新規事業といたしましては、肺がん検診を無

料化とする津波肺スクリーニング事業、バックアップ

電源の確保を支援する医療施設用発電機等購入助成事

業及びウニ種苗確保対策のための緊急支援事業費など

について計上したところであります。 

 次に、消防無線のデジタル化についてお答えをいた

します。 

 消防救急無線のデジタル化につきましては、ご指摘

のとおり法改正によりまして平成28年５月末までに現

在のアナログ波からデジタル波に移行しなければなら
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ないこととなっております。このことから、久慈広域

連合では岩手県及び県内各消防本部と共同し、完全移

行に向け基本設計業務に着手したところであります。 

 昨年３月に発生した東日本大震災で久慈消防野田分

署の無線設備が被災いたしましたことから、国の災害

復事業を活用し、現在消防救急無線デジタル化にかか

る実施設計を行っており、新年度早々の工事着手、平

成25年３月末完成を目指していると久慈広域連合から

伺っているところであります。 

 なお、この消防救急無線のデジタル化に併せまして、

消防団全車両につきましても送受信可能なデジタル対

応無線機を新たに整備する考えであります。 

 次に、復興基金についてお答えをいたします。 

 東日本大震災復興基金は、岩手県から交付された東

日本大震災津波復興基金市町村交付金３億7,449万

4,000円を基金として積み立て、震災からの復興事業

経費の財源に充てようとしているものであります。 

 その活用策についてでありますが、この基金は被災

地域の実情に応じて弾力的かつきめ細やかに対処でき

ることとされておりますことから、平成24年度におき

ましては中小企業災害復旧資金保証料等補助金や地域

防災計画等作成業務、さらには介護及び医療施設用発

電機購入助成事業等々７事業におきまして、約7,300

万円の活用を見込んでいるところであります。 

 基金につきましては、今後におきましても被災者支

援や復興関連事業等へ有効に活用してまいりたい考え

であります。 

 次に、東日本大震災後の復旧・復興についてお答え

をいたします。 

 まず、がれき等災害廃棄物の処理状況についてであ

りますが、約９万6,100トン中１万8,000トン余りが処

理済みであり、その進捗率は18.8％となっているとこ

ろであります。 

 また公共施設災害復旧事業の年度内執行見込みは、

土木施設で58.2％、漁港施設で65.9％などとなってお

り、引き続き平成24年度への繰越事業として早期復旧

を目指し取り組んでまいります。 

 なお、民間被災企業におきましても、復興に向け、

１社として欠けることなく事業継続に努力していると

ころであると認識をいたしております。 

 次に、再生可能エネルギーについてお答えをいたし

ます。 

 まず、太陽光発電についてでありますが、再生可能

エネルギーの導入促進を目指す岩手県では、大規模太

陽光発電事業の候補地につきましてホームページによ

り情報提供を行っており、市から情報提供を行った３

地点を含めまして市内５地点が公開されているところ

であります。 

 公開された候補地に関心を示している民間事業者か

らの問い合わせ等については、直接あるいは県等を通

じて間接的にも情報がもたらされており、地権者への

取り次ぎや各種情報提供等の支援を行っているところ

であります。 

 再生可能エネルギー等活用の取り組みは、市復興計

画においてプロジェクトの一つとして位置づけており

ますことから、立地に向けて事業者に協力等を行って

まいりますほか、新たな雇用の場の創出など一定程度

の効果が見込める案件につきましては、財政的な支援

も検討してまいりたいと考えております。 

 次に、風力発電についてであります。 

 特定非営利活動法人仕事人倶楽部では、環境省の公

募事業を活用し、市復興計画のプロジェクトの一つに

位置付けている再生可能エネルギーの取り組みを通じ

て復興に資するとの判断のもと、民間事業者との共同

で平成23年度再生可能エネルギーのための緊急検討委

託業務に申請し、過般採択を受けたところであります。 

 本受託業務では、市内２地区で風力発電の実現可能

性を調査するものであり、事業の採算性を左右する大

きな要素であります風況観測とともに、自然環境及び

社会環境への影響についても調査を行いますほか、市

民への情報提供や近隣住民に対する公聴会を行うもの

であります。 

 既に、市内８地区におきまして１回目の公聴会を開

催いたしましたほか、現在風況観測に向けて必要な手

続を進めており、環境が整い次第観測用施設の建設に

着手する予定と伺っているところであります。 

 次に、原発事故の賠償金についてお答えをいたしま

す。 

 新岩手農業協同組合久慈営農経済センターによりま

すと、ＪＡグループ東京電力原発事故農畜産物損害賠

償対策岩手県協議会を通じて毎月損害賠償の請求をし

ており、平成24年１月末における請求額は7,880万円

余であります。 

 このうち、現在までに肉用牛、乳牛に対しまして約
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2,500万円が概算払いされ、畜産農家57戸に対しまし

て12月中旬に支払い済であると伺っているところであ

ります。 

 なお、干しシイタケにつきましては農協においては

請求済であり、久慈地方森林組合では３月中に生産者

の被害調査を取りまとめ、損害賠償請求を行うと伺っ

ているところであります。 

 なお、ご質問の中で当市出身者の被曝の状況につい

てお尋ねがあったわけでありますが、このことにつき

ましては、通告内容からは当該具体の事項に関し予見

できませんでしたのでご理解願います。 

 次に、モニタリングポストについてお答えをいたし

ます。 

 当市における放射線空間線量率のモニタリングポス

トの運用開始時期についてでありますが、岩手県環境

生活部環境保全課によりますと、２月末までに久慈地

区合同庁舎敷地内に設置し、３月中には運用を開始し

たいとのことであります。 

 次に、生活保護についてお答えをいたします。生活

保護の当市における現状でありますが、平成24年１月

末現在被保護世帯は350世帯、被保護人員は458人とな

っており、昨年３月に比較いたしまして２世帯の増、

人員で10人の減となっております。 

 また、保護率で申し上げますと、当市の保護率は

12.50パーミル、千分率であります。これは、県平均

の11.09パーミルを超えておりますが、被保護世帯の

構成を見ますと高齢者のみの世帯が45.7％、傷病・障

害世帯が40.6％と高い割合を示しているところであり

ます。 

 次に、林業振興についてお答えをいたします。 

 まず、間伐材の利用促進についてでありますが、林

内に放置されたままとなっている間伐材の有効活用が

図られることは、林家所得と森林整備意欲の向上、森

林の持つ多面的機能の維持増進につながるものである

と認識をいたしております。 

 このことから、市といたしましては木の地産地消推

進事業による間伐材製品の開発、また久慈地方産業ま

つりをはじめとしたイベントでの啓発活動等を実施し、

利用促進に努めているところであります。 

 今後におきましては、チップボイラーや薪ストーブ

等の普及を推進し、木質バイオマスエネルギーとして

の利用拡大を図るとともに、新技術と融合した事業可

能性調査の実施を検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、林業振興の人材育成についてでありますが、

これまで市では担い手の技術習得を図るため、森林組

合が実施いたします緑の雇用担い手対策事業の研修地

として市有林を提供してまいりましたほか、県が認定

する岩手県指導林家の育成を図り、人材の確保に努め

てきたところであります。 

 このことから、引き続き関係機関、団体と連携し、

新たな林業従事者の参入促進が図られるよう必要な知

識や技術を習得できる機会を創出し、林業従事者の育

成・確保に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、漁業集落排水整備事業についてお答えをいた

します。 

 現在、小袖地区漁業集落環境整備事業を実施してい

るところでありますが、この事業は集落環境や漁場の

水質保全を図ることによって、水産業振興を核とした

よりよい漁村づくりを目的といたしております。 

 このことから、舘石地区につきましても生活排水等

の処理は必要であると認識しておりますが、小袖地区

漁村マスタープラン策定時におきまして、この地区は

費用対効果の観点等から集合処理地区外であり、浄化

槽での整備地区となっておりますのでご了承願います。 

 次に、産業振興についてお答えをいたします。 

 まず、本年４月から岩手県で始まるいわてデスティ

ネーションキャンペーン、いわゆるいわてＤＣと東北

観光博覧会への当市としての取り組みについてであり

ますが、いわてＤＣにつきましては、東京で開催され

たいわてＤＣ旅行商品造成促進会議における旅行商品

の商談や、岩手県が作成するエリアガイドブックへの

記事の執筆等を行いましたほか、周遊観光バスの運行

や各種のイベント等の開催について、関係機関等と協

議を重ねてきたところであります。 

 また、３月15日から17日の３日間、旅行業関係者な

どに対して改めて観光資源を売り込むスタートアップ

ミーティング及びエキスカーションが開催されますこ

とから、久慈市からも職員を派遣し、当市の観光ＰＲ

を行うこととしておりますほか、４月１日のいわてＤ

Ｃ初日には、久慈駅前におきまして三陸鉄道の田野畑

駅延伸とあわせたイベントの実施について、関係機関

等と協議しているところであります。 

 東北観光博覧会につきましては、当久慈地域は久慈
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広域と二戸広域の久慈・二戸ゾーンにゾーン分けされ

たところであり、３月の本格実施に向けゾーン内に旅

のサロンと旅の駅を設置し、地域観光案内人を置くこ

とといたしております。 

 また、旅行者に対しましては東北観光博パスポート

が発給され、各ゾーン間の移動が促される仕組みとな

っているところであります。 

 久慈市におきましては、東北観光博覧会関連の被災

地支援制度を活用し、北三陸くじ冬の市に対してイベ

ント経費の支援を受けましたほか、３月17日にはＪＲ

八戸線の全線開通を記念したイベントを開催する予定

といたしております。 

 来る４月から６月までの３カ月間、いわてＤＣと東

北観光博覧会が同時に開催されますことから、この機

会を絶好のチャンスととらえ当地域に多くの方々が訪

れていただけるよう関係機関等との連携を強化し、観

光誘客を推進してまいりたいと考えております。 

 次に、ジオパークについてでありますが、平成23年

２月に設立されたいわて三陸ジオパーク推進協議会は、

震災発生により取り組みを休止しておりましたが、県

内外の学識経験者からの提案もあり、当該協議会の学

術専門部会が８月から活動を再開したところでありま

す。 

 去る２月16日には、当協議会の今後の取り組みにつ

いての協議が行われ、ジオサイトの選定や地元学習会

の開催及び地域別ガイドブックの作成等を行いながら、

2013年度の日本ジオパークの認定申請資料の作成を行

うことといたしております。 

 久慈市は、他地域に先んじて平成22年度から専門的

な人材を育成するジオマスター養成事業やジオガイド

ブックの作成等に取り組んでおり、協議会に対し蓄積

された当地域の地質遺産等のデータを提供するなど、

日本ジオパークの認定に貢献してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、公共工事の入札についてお答えをいたします。 

 当市における予定価格130万円以上の公共工事の入

札状況でありますが、本年１月末現在で109件の入札

を執行しており、このうち予定価格超過等により入札

が不調に終わったものは８件となっております。 

 なお、これらの工事はすべて再度入札、または随意

契約により契約を締結しているところであります。 

 後に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、八戸・久慈自動車道についてでありますが、

東日本大震災以降、当該道路は復興道路であります三

陸沿岸道路を構成する道路として位置づけられ、おお

むね10年で全線完成を目指す方針が国土交通省から示

されたところであります。 

 このうち、八戸・久慈自動車道の一部区間でありま

す久慈北道路につきましては、発災以前の平成22年に

事業化され、現在用地取得等を進めているところであ

り、その取得割合は全体で54％になっているところで

あります。 

 また、三陸国道事務所によりますと、侍浜町北野地

区及び本町地区並びに夏井町宇津目地区の工事発注準

備を進めており、来年度以降順次工事に着手してまい

りたいと伺っているところであります。 

 次に、三陸北縦貫道路についてでありますが、三陸

国道事務所によりますと、出入り口の位置等について

昨年実施したパブリックコメントにおいて寄せられた

意見を踏まえ、交通量・整備コスト・現国道からのア

クセス性などさまざまな面から検討し、おおむねの位

置を計画したものであると伺っております。 

 なお、当市における出入り口の位置は、長内町上長

内地区と宇部町北ノ越地区の２カ所が公表されており、

その形状は片方向からの乗り降りになっているところ

であります。 

 市といたしましては、三陸沿岸道路のおおむね10年

での全線完成を目指す方針と、整備コストの低減を図

りながら出入り口の設置間隔を短くし、利便性等を高

めるための片方向の整備もおおむね理解するところで

はありますが、今後各種事業との調整や利用頻度等を

考慮し、必要に応じて双方向から乗り入れできる出入

り口の整備と早期完成について、あわせて要望してま

いりたいと考えております。 

 次に、国道45号野田峠の登坂車線の整備についてで

ありますが、三陸国道事務所によりますと、さきの東

日本大震災の復旧事業等を優先させましたことから、

当該箇所の保安林解除に関する協議におくれが生じた

ものの、このほど協議が整い、先般工事発注を完了し

たと伺っているところであります。 

 また、今後早期完成に向け鋭意取り組んでまいりた

いとも伺っており、市といたしましても早期に整備が

完了するよう引き続き要望してまいりたいと考えてお

ります。 
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 次に、市道大尻川原屋敷線の進捗状況についてであ

りますが、現在大尻地区及び川原屋敷地区の２工区で

事業を展開しているところであります。 

 大尻地区につきましては、平成23年度事業が３月末

に完了し、計画延長1,200メートルのうち約1,090メー

トルが改良済みとなる予定であります。また、川原屋

敷地区につきましては、平成23年度繰越事業として約

60メートルの改良舗装を実施し、計画延長3,900メー

トルのうち約120メートルが改良済みとなる予定であ

ります。 

 本路線は、県道野田長内線の代替路線として重要な

路線でありますことから、今後につきましても財政状

況を勘案しながら、引き続き整備促進に努めてまいり

たいと考えております。 

 次に、小屋畑川についてでありますが、県北広域振

興局土木部によりますと、昨年の台風15号による被災

箇所のうち、比較的被災の大きかった上長内公民館上

流右岸側の護岸については補助災害復旧事業で復旧す

べく、現在発注準備を進めている状況と伺っていると

ころであります。 

 なお、他の護岸につきましては、被災規模が小さい

ことから今後状況を注視しながら必要に応じて対策を

講じてまいりたいと伺っているところでもあります。

市といたしましては、小屋畑川をはじめ県管理河川の

適正な維持管理について、引き続き強く要望してまい

りたいと考えております。 

 以上で、新政会代表泉川博明議員に対する私からの

答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  新政会代表泉川博明議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、東日本大震災の経験を踏まえた「生きる

力」の育成についてお答えをいたします。 

 まず、今回の震災津波を経験した当市の児童生徒は、

自然災害の脅威だけでなく命の尊さや家族の大切さ、

各地から寄せられた温かな支援を通して、世界レベル

での人と人との絆の強さなどを実感したものととらえ

ております。 

 このことを踏まえ、知・徳・体の調和のとれた人間

形成を重視しながら、今まで以上に実感を伴った特色

ある教育活動を展開し、「生きる力」の育成に努めて

まいりたいと考えております。 

 具体的には、各学校の実態に合った復興教育の推進

を図り、状況に応じてみずから考え、主体的に判断し

行動できる力を育成するため、防災教育の充実に努め

てまいりたいと考えております。 

 次に、久慈小学校の改築についてお答えをいたしま

す。 

 工事等の進捗状況についてでありますが、現在敷地

の造成工事のほか道路新設、雨水排水路工事等を進め

ているところでありますが、普通教室棟、管理・特

別・普通教室棟の建設工事につきましては、建築確認

申請中であります。 

 現時点における進捗状況は、予定より１カ月半ほど

おくれているところでありますが、今後関連工事とも

調整しながら予定どおりに完成できるよう努力してま

いります。 

 次に、小学校閉校校舎の利活用についてお答えをい

たします。 

 学校再編により、本年３月末をもって統合により閉

校いたします学校は、荷軽部小学校並びに戸呂町小学

校の２校でありますが、地元自治会では閉校施設の活

用等について地区コミュニティの活性化を図るための

活動拠点としての活用をはじめ、地域の伝承事業やス

ポーツ活動の場、災害発生時の避難所等としての活用

をしたいとの意向であります。教育委員会といたしま

しては、こうした地域からの意向を踏まえ、公民館の

分館として利用することについて検討を進めていると

ころであります。 

 また、山根中学校に併設する山根小学校の現在の校

舎等についての活用については、現在のところ具体的

な活用方法が決まってませんので、これから今後地域

の方々と協議し進めるところでございます。 

 なお、今後におきましても市長部局とも協議しなが

ら、施設の有効活用を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 後に、武道の必修化についてお答えをいたします。 

 まず、柔道の履修状況でありますが、本年度は１校

の女子生徒を除く市内すべての中学校で柔道の授業が

実施されており、武道必修化となる来年度は、すべて

の中学校で男女とも柔道の授業を取り入れることとな

っております。 

 柔道の指導方法等につきましては、中学校保健体育
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担当教員を対象とした研修会がこれまでも繰り返し行

われており、昨年11月には県北教育事務所主催で武道

必修化に向けた研修会が実施され、武道の特性を生徒

に体感させつつ、安全に配慮した段階的な指導方法や

指導計画の作成等について、授業実践を通しながら研

修を深めております。 

 さらに、県北教育事務所では、各校で柔道の授業が

実施される前の本年７月に、再度 新の指導方法につ

いて研修会が実施される予定であると伺っているとこ

ろであります。 

 教育委員会といたしましても、各校における指導計

画、安全面への配慮事項、段階的な指導方法について

調査し、柔道の授業が充実し、重大な事故等が発生し

ないように具体的に指導するとともに、体育施設や用

具等の授業環境における安全面にも十分に配慮するよ

う指導に努めてまいりたいと考えております。 

 以上で、新政会代表泉川博明議員に対する私からの

答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  ご答弁ありがとうございまし

た。それでは、何点か再質問させていただきます。 

 まず初めに、質問項目５の東日本大震災発災後の復

旧・復興についてでございますが、市長をトップとし、

震災後今日に至るまで復旧・復興に全力を尽くしてこ

られました関係部局に対しまして、改めて敬意と感謝

を申し上げる次第でございます。 

 市長は、施政方針演説で震災の影響による市税の減

収、多額の財源不足が見込まれる中、予算編成に当た

っては震災からの復旧・復興を 優先とし、一日も早

い復興を成し遂げたいと述べておられますが、迷うこ

となく前進していく強い決意のほどをもう一度お聞か

せください。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  昨年の３月11日、大地震発生

に伴って大津波が当地域にも襲来してくるだろうとい

うことの情報を寄せられたときには、まさに我が身我

が心が震える思いでありました。 

 実際に津波が襲来して、その状況を目の当たりにし

たときにさまざまな思いがかけめぐったわけでありま

す。が、このことについてお話をすると時間がなくな

りますので割愛をいたしますが、いずれ大きな被害を

受けた当市において復旧・復興を果たしていくために

は、成し得ることはすべて行っていかなければならな

い、こういった思いにかられたところであります。 

 その思いを具体化していったのは、例えばでありま

すけれども災害廃棄物、がれきの撤去等についてであ

りますけれども、まだ国からの明確な方針が示されな

い状況にありましたけれども、まずはがれきの撤去を

行わないことには復旧・復興の第一歩すら記すことが

できないだろう、そんな思いの中で久慈市独自のがれ

き撤去方針を定めました。 

 ご案内のとおりでありますけれども、希望する方々

には土台等の撤去まで含めて対応させていただいたと

ころであります。 

 その後、水産業、加工業、あるいは被災企業に対す

る支援をしっかりと行わなければ市民の皆さんが暮ら

していくそのための経済的な基盤を確保できないとい

う思いから、それら被災企業に対する支援を行ってま

いりましたし、同時に住まいとなるべき住居、これを

いかに確保し、そしてまた恒久的な建物等を建てかえ

ていくのか、こういったことに次の段階では思いをい

たしたところであります。 

 これらのことを行うに当たっても、国、県等からは

まだ明確な方針は示されていなかったわけでありまし

て、財源等の不安も常にあったわけでありますけれど

も、そのことは二の次である。まずはそういった、市

民の皆さんが生活の再建意欲を持ち続けていくための

方途を講じなければならない、こういった思いであり

ました。 

 また、今後におきましても同様の気持ちを持ち続け

ながら、市民の皆さんがやっと復興に至ったとその実

感を抱いていただき、さらにはその土台に飛躍につな

げるんだという希望を持てるようなそういった施策を

展開してまいりたいこのように考えておりますので、

議会議員諸侯におかれましては温かいご理解、そして

ご支援を賜りますようによろしくお願いを申し上げる

ものであります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  次に、質問項目の６、再生可

能エネルギーについてでございますが、再生可能エネ

ルギーの導入は久慈市にとりましても復興の核の一つ

であると私も考えます。 

 ここでは、（２）の風力発電についてでございます
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が、ご承知のように特徴といたしまして二酸化炭素等

の温室効果ガスの排出量が少ないことと、太陽光発電

と違い夜でも発電が可能であり、比較的発電コストが

低いというメリットも多くあるようですが、一方でデ

メリットもあるようでございます。 

 いずれにいたしましても、風況調査で終わらせるこ

となく、エネルギーの地産地消を図り、安全で安心な

災害に強いまちづくりを目指していくべきと思います

が、考えをお伺いたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  今お尋ねのあり

ました侍浜と長内地区で今後進めてまいります風況観

測調査についてでありますが、事業化に至るかどうか

という点ではやはり調査を行ってみなければ何とも言

えないというところが本音でございますが、この事業

にかかわっているＮＰＯ法人の仕事人倶楽部と、それ

から専門の企業の方々については、これまでも風力発

電事業を携わった方々でございますので、この地区を

選んだということは十分に調査をした上での選択だっ

たというふうに私認識をいたしているところでござい

ます。 

 ですから、可能性については非常に高いものがある

んだろうなということでございます。いずれこの事業

が私ども久慈市にとりましても非常に有益な事業とな

るように、今後十分にどう進むのかも含めて見守って

まいりたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  仄聞するところによりますと、

宮城県の石巻市の牡鹿半島の泊浜地区ですかね。東北

大の出力１万キロワット規模のメガソーラーを建設

する方針が固まり、ことしの６月着工で来年の８月ご

ろから稼働とありますが、当市におかれましても、自

然が相手ではございますが環境省の復旧事業を活用し、

一歩でも前進し復興につなげていくべきと思いますが、

このことについてはどのような考えであるのかお伺い

いたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  今議員お話をい

ただきましたように、私ども思いは同じでございます。

いずれ事業がなるべく早い時期に達成するように、で

きる限りの市としてのご支援をさせていただきたいと

いうふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  次に、質問項目８のモニタリ

ングポストについてでございますが、モニタリングポ

ストには高線量用と低線量用の２種類があるようです

が、配置されますと空気中の放射線を24時間監視する

ものと理解しておりますが、当市にはどのような種類

のものが配置され、またどのような形で住民に対して

公開なさるのかお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  モニタリングポスト

に対するご質問でございます。 

 まず、24時間態勢で測定できるのかというご質問で

ございますが、そのように考えております。 

 あと、県内で盛岡には前から設置されておりますけ

ども、そのほかに今現在は一関、大船渡、宮古に設置

されまして、これは12月に設置されておりますけれど

も、あと２月末、きょう明日ですけれども、久慈を含

む滝沢、花巻、奥州、釜石、二戸で10台態勢で測定を

するというふうに伺っているところでございます。 

 この公表につきましては、岩手日報に現在宮古とか

大船渡、それから盛岡の線量が記事として毎日のよう

に載っておりますけども、そういった形で公表される

ものというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  過日、県内４市町村の干しシ

イタケに基準値を超す放射性セシウムが検出され、集

出荷団体に４市町村の出荷自粛と自主回収を要請した

と報道がございましたが、このことにつきましては決

して対岸の火事とせず、市民が安全で安心して生活で

きる環境づくりが も大事であるわけですから真剣に

取り組むべきと思いますが、もう一度考えをお聞かせ

ください。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ただいまのご質問にお

答えを申し上げたいと思いますが、干しシイタケをは

じめとする農林水産物の安全性を保つことは非常に大

事なことと思ってございます。 

 それで、干しシイタケですけども、これは議員おっ

しゃったように県南地区で規制値をオーバーしており
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まして、現在その緊急対策を推し進めようとしており

ます。それについては、風評被害等もございますので、

東京電力のほうに請求するとそのような県が意思決定

もしておりますし、今後市長会等においてもそのこと

を国とあと東京電力等に訴えてまいりたいと考えてお

ります。 

 いずれ農林水産物等の安全性、それは国・県等で測

定しております。その安全性をピーアールしてまいり

たい、そのように考えてございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  次に、質問項目の11でござい

ますが、小袖地区の漁業集落排水事業の整備も終盤を

迎えつつある中ではございますが、舘石地区におかれ

ましては、集落道の整備は８号線を残すのみとなって

ございます。 

 残念なことに、この地区には下水処理設備がなく、

せっかくのこの事業から取り残された気がしてなりま

せん。お尋ねいたしますが、快適な生活環境を実現さ

せるためにもこの事業を利用してでも何とか合併浄化

槽等の整備をすべきと思いますが、考えをお聞かせく

ださい。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ただいまの汚水処理等

の整備でございますけども、議員おっしゃったように、

舘石地区は漁業集落排水整備事業の集合処理地域外で

ございます。 

 これについては、先ほど市長がご答弁申し上げまし

たとおり、この事業の整備を進める中において費用対

効果等を検討してそのように決定したものでございま

して、浄化槽の補助金等がございますのでその活用を

して整備していただきたいと思います。 

 それで、検討した経緯をお話申し上げたいと思いま

すが、建設費、維持管理費等から割り出した数値がご

ざいます。それで、汚水管管渠等の本管を整備するに

当たってこの地区の限界距離というものがございます。 

 小袖地区は約1,700メーターでございまして、舘石

地区に持って行くには約2,700メーターほどの本管整

備が必要でございました。そのことから、舘石地区は

個別処理、いわゆる浄化槽の補助金等を活用して整備

してまいりたい、そのように決定しているものでござ

います。ご理解をお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  ただいまの答弁は私も十分承

知しております。私の質問しているのは、そういう事

態だからこそ現在合併浄化槽を久慈市として積極的に

推進していくべきでないかなあというのを私は質問し

てるのであって、そのことを私は質問してるのではな

いです。もう１回答弁をお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  大変失礼をいたしまし

た。当市といたしましては、浄化槽の補助事業を活用、

予算計上しておりますので、その活用をいただきたい

とそのように思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  それでは、私のほうから浄

化槽にかかわっての助成のあり方、これについてお話

を申し上げたいと思います。 

 実は、現在桑畑地区でも実施しているわけでありま

すけれども、浄化槽を設置する際に市の助成がござい

ます。それに加えて、林業水産課のほうからもその人

槽に応じた助成を受けることができるようになってご

ざいます。 

 その額でありますが、……。 

 一般的な浄化槽の整備、これについては浄化槽の処

理する区域があるわけでありますけども、それ以外の

ところについては浄化槽の処理で行うということで、

一般的には国・県・市、それぞれ３分の１ずつを助成

しながら、例えば５人槽であれば41万円の助成をして

ございます。 

 これに加えて、漁業集落地域はそのエリア外のとこ

ろには34万4,000円を加えて補助をすると。合わせて

75万4,000円になりますけれどもこの額を助成をしな

がら、そういった舘石地区等はそういった漁業集落の

区域で計画の外になっているところに助成をしていこ

うということでございます。 

 ですから、今後漁業集落の整備をしていく白前地区

等々もあるわけでありますが、そういったところで計

画の外になったところについては、この制度を使いな

がら浄化槽の整備をしてまいりたいというふうに考え

ております。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  当局にお願いいたしますが、
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質問者の趣旨に沿って答弁のほうをよろしくお願い申

し上げたいと思います。 

 ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  それでは、泉川議員の質問に

関連いたしましてご質問させていただきます。 

 質問項目の３番目と12番目の（１）、（２）と14番

目の（５）の４点について質問させていただきます。 

 初めに、質問項目３番目の消防無線のデジタル化に

ついてでございます。 

 ご答弁いただきました内容でございますと、事業設

計、基本設計、岩手県とそれ以外各消防本部と連携し

て進めていくということでございました。当市の消防

本部のほうでも、指令室や消防関係車両等の無線機の

デジタル化更新に向けて、電波法のもと徐々に整備さ

れていくものだと思われます。 

 電波の有効活用、効率的な利用ということで、地デ

ジのテレビのように限りある資源でありますので、電

波の周波数帯というのを有効に利用していくという時

代には沿ったものだとは言えるとは思います。 

 しかし、デジタル化によるメリットは、通信内容の

秘匿性というその向上によりまして、特に救急対応時

ですけれども、現在のアナログ方式では防ぐことが本

当に難しい第三者による通信内容の傍受の問題の解決

ぐらいであり、プライバシーの保護とか個人情報管理

についての心配を大きく減らすことができるものだと

は思いますけれども、しかしほかに言われております

メリットありますけれども、事案別に区分可能になる

チャンネル数の多数化とか、画像をデータとして送れ

るというふうなことで、状況把握ができる明確な指令

伝達など、そういうことができるようにはなるとは思

いますけども、現在の消防無線のあり方を見てみます

と、余りその辺に関してはメリットていうのは感じら

れないような状況もあるとは思います。その辺のとこ

ろ、メリット・デメリットをもう少し詳しくご説明い

ただければと思います。 

 ２つ目に、質問項目12番目の産業振興についてでご

ざいますが、（１）のデスティネーションキャンペー

ンと観光博覧会については、ご答弁いただきました内

容ですと、東京での旅行商品の商談、ガイドブック・

ガイド雑誌への広告掲載、周遊観光バスとか積極的に

参画していただきまして、観光客を誘致するというこ

とでございました。 

 昨年で言いますと、観光シーズンに向けてさあ頑張

ろうという矢先に、大震災によりまして直接的または

間接的にさまざまな影響により、当地方を訪れていた

だくことだったであろう多くの観光客の皆様の減少に

よりまして、観光産業においても販売額の減少と大変

大きな打撃を受けたところであります。 

 機会がありまして、一昨日陸前高田から沿岸被災地

を見させていただきましたけれども、復興へはまだま

だ遠いなと感じたところでありました。 

 そのような中で、４月から始まるデスティネーショ

ンキャンペーンと３月から観光始まる東北観光博覧会

は、観光にかかわる方々の大きな期待のかかるイベン

トであると思っております。 

 特にも、ＤＣにつきましては全国の関係観光団体が

一体となりまして、岩手県の観光をピーアールしてい

ただくよい機会となっておりますから、当市において

もさまざまな取り組みがなされているようであります

けれども、市内における観光では宿泊施設が少ないと

いうこともありますけれども、より多くお金をたくさ

ん落としていただくというのはやっぱり滞在型の観光

であると思いますが、その辺がちょっと弱いようであ

ります。 

 さらに、震災関連の工事業者の方々が長期滞在とい

うことも重なりまして、市内へお泊りいただき地域を

観光してもらえる皆様にはちょっと不便をおかけして

いるんじゃないかなというふうなお話も聞いておりま

す。 

 できるだけ多くの時間を市内に滞在していただける

ようなイベントなり商品を考えていただきたいもので

ありますが、２週間ほど前になりますけれども、商工

会議所が主導いたしまして開催されました飲食店ラ

リーというものがございました。 

 他市町村でも多く開催されて観光客にも利用してい

ただいているイベントでありますけれども、当市での

イベントにおきましても大変多くの皆様に参加してい

ただき、新しい食との出会いがあったり、久慈の夜の

にぎわいのきっかけづくりとなったと聞いております。 

 どうしても日中の観光に目を向けがちではあります

けれども、市内には独自のおいしい料理を食べさせて

いただけるところがまだまだたくさんあるようでござ

います。観光をさらに広げるという部分で、ＤＣと観

光博に向けた取り組みを進めていただくためにも、商
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工会議所とか民間事業所等へ市としてさらに積極的に

アプローチをしていただきたいと思いますが、その辺

のところ、考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 ３つ目として、産業振興についての（２）のジオ

パークについてでございますけども、ジオマスター養

成事業等やっていきますということでございました。 

 たびたびジオパークに関連した質問を行いまして食

傷ぎみだとは思いますが、これから県においては2013

年の日本ジオパーク認定に向けて準備を進めていく上

で、あと２年ほどしかもうない状況であります。 

 市長施政方針演説にもありましたけれども、地域資

源を生かした観光振興ということに向け、現状のジオ

サイト広報をどの程度ジオパークサイトとしてパンフ

レット等に盛り込めるか、そういうところがジオパー

クとして認定になった際の観光に役立てられるものと

思っておりますので、お考えをお聞きしたいと思いま

す。 

 今月、市内で行われましたジオパークガイド養成講

座の際の講演でもお話がありました。ジオパークに認

定されるためには、そこにある自然なり景観なりが重

要なことはもちろんでありますけれども、訪れるほと

んどが観光客であると思いますが、それらの訪れた皆

様にジオサイトの案内ができる人材の育成が必要であ

ります。 

 二、三度講演会に出てお話聞いたというだけでは、

なかなかジオパークガイドとして十分に足り得る知識

を蓄えられるとは考えられません。数多くの養成講座

を企画していただいて、当地のジオサイトの知識を身

につけていただき、認定に向けて備えていただきたい

ものと思いますけれども、今後の養成講座の開催につ

いての考えをお伺いいたします。 

 次に４つ目でございますけれども、土木行政の

（５）の小屋畑川についてでございます。 

 上長内公民館上流側の右岸でございますが、整備し

ていただけるということでございました。ご存じのよ

うに、小屋畑川というのは日常の水量は少なく、上長

内地内を流れまして長内川へと合流する２級河川でご

ざいます。 

 大雨の際に、下流へと雨水を導く大切な地域の河川

でありますが、過去には決壊しまして大きな被害をも

たらしたこともございます。当時を知る地域住民は、

小屋畑川の氾濫には大雨のたびごとに心配している

方々も多くおられます。 

 このような中で、昨年の台風15号の影響による大雨

で崩落部分がさらに拡大しておりますけれども、上長

内上流側は直していただけるということですが、他の

部分でまだ直してほしいなというような部分はありま

す。 

 今後のゲリラ豪雨と大雨がこれから時期になると懸

念されますが、市道部分への被害拡大にとどまらず付

近の民家への被害というものも懸念される状況であり

ます。細かく見れば、多数崩落個所がありますけれど

も、早急に修復すべきと思われる箇所は上長内公民館

上流側以外でも２カ所ぐらいはあるんじゃないかと見

ております。 

 針の穴のようなところではありますけれども、早い

うちに修復すれば予算もかからずできるのじゃないか

と思っております。河川管理者である県に、さらに修

復を強く働きかけていただきたいと思いますが、ご所

見をお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  消防無線のデジタル化に

つきまして私のほうから答弁させていただきます。 

 電波法の改正によるデジタル化に向けては、もう議

員既にご案内のとおりでございます。いわゆる情報の

多様化、それから高度化に伴いまして、どうしても現

在のアナログ波であるとこれ以上の高度化というか、

もう情報整理ができないというふうな状況に現在なっ

ております。 

 したがいまして、いずれデジタル化を進めてるわけ

でございますけれども、それに伴いまして消防無線も

デジタル化を進めると。現実的には、久慈広域管内、

今常備消防におきましては消防波、これにつきまして

は１波でございます。 

 それで、これ以上現在のアナログ波ですと利用波を

拡大することはできませんけれども、これを今回のデ

ジタル波に変更することによって４波にふえます。そ

うしますと、消防無線による指令の混濁化がまず現実

的には防止できると、そういうふうな格好になってま

いります。 

 それから、現在広域消防におきましては指令台等の

整備を行っていますけども、このような高度化により

まして個人情報の保護とともに、例えば消防車等とか
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救急車が行く際に実際のカーナビ等を利用した現実に

道路のアクセス、それらまでも表示できるようになっ

てまいります。したがいまして、このような情報の高

度化によりまして、より早く迅速に、そして正確に緊

急事態に対応できるようになるということになります。 

 また、議員さんは非常備消防の関連もお指摘なされ

ましたけれども、いずれデジタル波によりましてある

程度タイトな方向性になりますので、いわゆる消防団

の非常備消防の各般にわたる連絡、これにつきまして

は災害対策におきましてもこのデジタル波等にあわせ

まして、例えば衛星無線と言いますか衛星携帯これら

の導入とか、それから今計画しておりますのはトラン

シーバー、消防団等に配付等も計画しております。 

 いずれいろんな手段を用いまして、非常時における

対応について考えていきたいと、そのように考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、私のほう

からはデスティネーションキャンペーンと東北観光博

についてのご質問、さらにはジオパークについてのご

質問にお答えをさせていただきます。 

 議員からもお話がありました、いわゆるこのデステ

ィネーションキャンペーン、そして東北観光博、ＤＣ

につきましては４月から６月という期間で実施をされ

ますし、東北観光博につきましては１年間ということ

になってございます。 

 議員からもお話ありましたように、私も常々おいで

いただく方々にはここに滞在をしていただくというこ

とが も大切であるなあとこう思っております。いわ

ゆる通過型も当然いいわけでありますけれども、滞在

をしていただくことによりまして、この地域の経済活

性化にもつながっていくものとこのようにとらえてお

ります。 

 議員のほうからご紹介がありました、商工会議所で

取り組まれた飲食店なり、まさにおっしゃるように私

もこの地域の観光資源いっぱいあるとは思うんであり

ますけれども、それに加えて食という部分も非常に大

切な部分であるだろうとこのように思っております。 

 いわゆる海の幸山の幸、四季折々にここに採れる食

材そういったものがあるわけでありますので、そうい

ったものを一つのまた観光のツールとして取り上げて

いく、さらにはコースとして盛り込んでいく、このこ

とも非常に大切であるとこのように考えておりますの

で、いろいろな情報発信をする中にあってイベントと

あわせて食という部分も含めたそういうツアー造成等

も今後盛り込んでいければとこのように考えてござい

ます。 

 さらに、ジオパークについてでございますけれども、

このジオパークにつきましては、議員もご案内のとお

りでありますけれども、私は久慈市は県内でも先んじ

て、先ほど市長からご答弁申し上げましたが取り組ん

でまいりました。実績として、ガイドブックも立派な

ものができておりますし、いろいろ進めてございます。 

 さらに、それをジオサイトとしてすべてを選定して

という部分もあろうかと思いますけれども、そのサイ

トの選定について県でやられる選定とは別に、市とし

てここの地質であり地層であり、あるいは場所で申し

上げれば山も同じであります。平庭高原もジオサイト

の一つ、内間木洞もそうでありますし、あるいは鏡岩

であったりとか、あるいは海岸線の地層・地質、もち

ろん琥珀もそうでありますけれども、そういったもの

をしっかりとジオサイトとして定め、そのコースを設

定しながら、そしてそこにはやはりそれをしっかりと

案内できる、そしてそういう人材をつくっていくとい

うのが も大切であると私自身もそう思っております

ので、今後もそういうことを踏まえながら市独自とし

ての講座等もこれからまた開催をしながら、人材育成

にも取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  それでは、私のほうからは

小屋畑川の改修にかかわってのご質問にお答えをした

いと思います。 

 ご答弁の内容については、先ほど市長から申し上げ

たとおりでありますけれども、それ以外の場所という

ことで私どもも承知してございます。 

 一つは、上長内橋のすぐ上流側のところ、あと下流

のほうに行ってからヤマイチ建材さんの向かい側とい

いますか、そういったところに確かに護岸の少し崩れ

たところがございます。 

 そういった現場についても、県のほうにも報告をし

てございます。パトロールの強化もお願いしてござい

ますし、また、私どもも県の管理とはいえそういった
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河川のパトロール等もやってまいりたいというふうに

思っております。 

 また、地域からのそういった箇所の指摘と言います

か、そういったこと等も受けながら、県のほうにつな

いでまいりたいというふうに考えております。 

 それから、先ほど泉川議員にご答弁申し上げた浄化

槽の補助金の関係であります。 

 １点訂正をさせていただきたいと思うんですが、実

は舘石地区につきましては、集落の配水区域の外にな

っていると。 

 私が先ほど申し上げました林業水産課から補助金と

申し上げたわけですけども、この集落排水区域の中で、

例えば地形とかその他条件等でどうしても集合処理が

できないと、そういった場所については林業水産課の

ほうからの補助金も助成を受けて工事ができるという

ものでございまして、舘石地区についてはその集落排

水の区域に入っていないということでございます。そ

ういった地域については、浄化槽の補助金というもの

でもって対応させていただくということになっており

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  答弁大変ありがとうございま

す。時間が短いので短く、消防団のデジタル無線全車

両に配備ということでございましたが、それはもう法

律の期間内に全部配備できるということで理解してよ

ろしいでしょうか。 

 あと、携帯の無線機も消防団のほうに配備していた

だきたいと考えるんですが、その辺はいかがでしょう

か。 

 あと、ちょっと違うほうですけども、三陸北縦貫道

路についてでございますけれども、200メートル幅で

の指定が出てきておりますが、平沢を通る部分、あの

辺はトンネルになるのか上を通るのか、その辺おわか

りであればちょっと、あそこは遺跡がありますので難

しいと思うので、お考えをお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  先ほど申し上げましたデ

ジタル化につきましては、市長からご答弁申し上げて

るとおり、消防団の関係も含めまして来年度、24年度

に完成を目指しているものでございます。したがいま

して、当然法改正の以前に完了する予定でございます。 

 それから、ご要望のありました衛星携帯につきまし

ても消防団にということでございしまたが、これは非

常に高価なものとそれからメンテナンスといいますか、

保持にちょっと経費かかりますので、これについても

ただの衛星携帯ということじゃございませんけれども

別な手段でさらにトランシーバー以外でもまた消防団、

捜索とか河川、いろんなとこに出ますので、それらに

も対応できるような資材についていろいろな角度から

検討は今してるところでございます。 

 これについては、まだちょっとお話できる段階では

ございません。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  三陸沿岸道路、三陸北縦貫

道路の建設にかかわってのご質問をいただきました。 

 平沢地区がどういうふうな形で整備されるのかとい

うことでありますが、現時点でまだそういった詳細な

ものは出てきておりません。ただ、一般的に我々も感

じてはいるんですけれども、長内トンネルが今現在あ

るわけであります。 

 国道45号のすぐその東側といいますか、そういった

ところを道路が通っていくというふうに思っておりま

すけれども、その道路の高さ等々を考えていきますと、

今のその45号のトンネルと同等のトンネルといいます

か、そういったものでそこを通っていくのではないか

というふうにとらまえております。 

 ただ、そのトンネルの出口がどういった地点に出て

くるか、これについてはまだわかっておりません。詳

細設計等の設計をこれからつくるわけでありますけれ

ども、そういったものが今後地権者等々の用地の観点

で測量等々やっていくわけでありますけれども、そう

いった測量調査の中でどういったところに道路が出て

くるか。出てくるかといいますか出口がなってくるか、

そういったものが明らかになってくるのではないかと

いうふうにとらまえております。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  それでは、泉川議員の質問

に関連いたしまして何点か質問させていただきます。 

 新年度予算についてと、何点かそのほかにも質問い

たしますが、総額は219億7,300万と。市復興計画に関

する事業44事業、44億3,330万と。新聞にも報道され
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ましたので市民の方々もこの辺はご存じとは思うんで

すが、歳入は市税が34億8,504万円と。前年度当初比

で大体11.9％減とこういうふうになっていくわけです

が、歳出は義務的経費の人件費が32億何千とこういう

形になっていくんですが、私は予算編成についてはこ

れも災害復興ということで大方やむを得ないであろう

と。 

 そういった点では反対するわけではございませんが、

そこで、ただ問題になる、私は市債残高これが膨大な

金額になってるわけですよね。今年度、前年度比で12

億3,443万の増と。そして総額で315億という金額にな

っていくわけですが、いわゆる市民一人当たりの簡単

に言うと借金、それが83万円何がしと。 

 私どものような家族構成になりますと、私のとこは

子供が４人に夫婦と６人、そうすると６×８＝48と、

480万の借金があることになると。個人的に言うなら

ば、この借金を私はした記憶がないということになっ

ていくわけですが、災害といういわゆるやむを得ない

事態ではあるわけですが、借金が年ごとに、22年度は

多少なりとも減ったやに記憶しておりますけれどもま

たふえてしまったということで、これをどのように市

民の借金を減らしていく計画なのか。そして果たして

私どもの久慈市の市債が、市民の借金が果たしてなく

なるときが来るのだろうかと、私はそういう疑念を持

って質問をいたしておりますが、ご答弁のほどよろし

くお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  市債残高、市債の発行につい

て、詳細については担当の部長から答弁させますけれ

ども、ぜひご理解いただきたい点がございます。 

 例えば、今議員から１人当たり83万円に換算できる

というようなお話があったわけであります。確かに、

発行高を単純に割りますとそういった数字になってく

るわけでありますが、議会の議論の場を通じてこれは

市民の皆さんにもご理解いただきたいと思っておりま

す。 

 実は、市債発行に当たっては、例えばその発行額の

うち何割かが後年度交付税等で国から補てんをされる

という仕組み、制度がございます。また一方、全くそ

ういった交付税がつかない市債発行の方法もございま

す。 

 そういった中で、私どもは有利な起債と表現をさせ

ていただいているわけでありますけども、例えば額面

１億円の市債を発行した、これを丸々市民の税等から

いただくということで、国からの交付税見込めないよ

うな使い方をするケースもありますけれども、大方は

後年度交付税等で措置をされてくるということで、実

質額においてはかなり減少する、それが実態でござい

ますので、この点はひとつご理解をいただきたいと考

えております。 

 また同時に、今復興交付金事業これを財源にさまざ

まな事業を展開したいと考えてはおりますけれども、

その点がまだ明確に内定の通知をいただいていない事

業等もあるわけであります。 

 その内定をいただいていないから予算計上しないと

いうわけにはいかない事業もございます。したがって、

そういったところについては市債発行で対応していく

というような、これは財政テクニックといいますか、

そういった観点から市債発行で財源を確保していると

いう状況もございます。 

 ただ、これが後に国から復興交付金事業として認め

られれば、当然に財源が振りかわるとこういった状況

でございますので、この当初予算の中で見かけ上の市

債発行残高等々はご指摘のとおりでありますけれども、

極力私どもは有利な財源を振りかえることによってこ

の発行額を幾らかでも減らしていくための努力をして

まいりたいと、このように考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ほとんど市長のほうから

ご答弁申し上げたとおりでございます。ぜひ議員に、

ご承知のこととは思いますがご理解いただきたいのが、

いわゆる地方債と申しますのは世代間の平等負担とい

う考え方がございます。 

 例えば道路１本つくるにしても、この道路について

は今市税を納めていただける方だけが利用する道路で

はない、そういうふうな考え方において地方債制度と

いうものがございます。 

 したがいまして、国の考え方におきまして国庫補助

事業をもし採択なりますと、一般公共事業というもの

は必ず地方債を発行しなきゃならない仕組みになって

おります。要するに、どうしても補助事業の場合、国

はそういうふうな考え方で地方財政を指導するもので

ございますので、どうしてもやはり補助事業とそれか

ら起債というのはこれは一緒にどうしてもそのような
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財源負担というか財政計画をつくることになります。 

 それで、 近というか、かなり経ったわけですけど

も補助金適化法というのがございまして、これは国の

補助率が大幅に減額になったことがございます。それ

で、以前にも増して、昭和時代にもまして平成時代に

なりますと、前にも増して地方債の活用というのはか

なり国においてはそのように誘導されることが多くな

りました。 

 そういうことで、どうしても見かけ上と市長のほう

で申し上げましたけれども、今回の場合はまさに災害

等におきましては国は100％見ますと。ところが、実

際においてはまず一たん、やはりどうしても補助率、

その裏には予算編成上は起債を見ざるを得ないとそう

いうふうな状況にございます。 

 これが、結果的には現実的には震災特交のような格

好で、全部現金でいただけるものかと期待はしており

ます。そういうふうな発想のもとに平成24年度予算編

成方針に臨みましたので、どうしても見かけ上は起債

がふえていると。 

 また、一般公共事業、このような私ども久慈市のよ

うな地方公共団体小さなところではどうしても公共事

業、より多くやはりインフラ整備していかなきゃなら

んということになりますと、どうしてもやはり地方債

に頼らざるを得ない部分もあると。そして、市長から

申し上げましたように、より後年度国のほうから交付

税で算入していただけるような地方債を知恵を絞って

いずれ予算編成していくと。 

 今回の申請におきましては、災害復旧事業等におき

ましてはこれは交付税算入率100、つまりいわゆる地

方債であっても実質的には久慈市の負担はないという

ふうな格好になりますので、ご了承願いたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  市長、部長の答弁はもちろ

ん私も理解しております。確かにそのとおりでしょう。

ただし、私は危惧してるのは、久慈市の人口が減少し

ていくわけですよね。それと同時に極端な高齢化にな

っていくと。今の出産率からいくと、当然もうこれは

だれが考えても明らかなわけですから、そういった点

等を含めるならば早い段階でこの借金をなくしていく

と。 

 これは、もちろん地方債とかそういうその仕組みが

あることは私も存じておりますけども、市長の答弁、

部長の答弁を私も理解しての上での私は質問しており

ますが、そういった点等を考えるならばやはり借金を、

行政たりとも借金があるということは決していいこと

じゃないわけですので、やはり、例えば、極論を言う

ならば箱物を建てるそういった何かしらを計画すると

きに、そういったとき等も市の市民の借金をできるだ

けつくらないような仕組みをとっていくべきであろう

と私は考えるわけですよ。 

 やはり、市民にも我慢してもらうと、ないものはな

いんだと、そういう認識を持っていただくことが必要

ではなかろうかと思って私はこの予算について質問を

いたしておりますので、答弁のほどをよろしくお願い

いたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  ただいまのご指摘の点につい

ては、私どもも十分に留意をいたしているところであ

ります。プライマリーバランスこれを何とか均衡を保

っていこうということで23年度まではこのプライマ

リーバランスしっかりと守ってきてございます。 

 また、さまざまな財政指標ございますけれども、こ

れらも国が示した危機的な状況の基準以下にとどめる

と。また現実問題とどまっているとこういうことであ

りますので、これからも議員ご指摘の観点・視点に立

って財政規律はしっかりと守っていかなければならな

い、このことは肝に銘じて行政を行っていきたいと思

っております。 

 ただ、ぜひご理解いただきたいのは、制度仕組み上、

これは総務部長からも答弁されたとおり、国・県・市

町村、その制度の中で起債ということは避けて通れな

いこの側面もございますし、また世代間の負担の均衡

ということもこれもやはり一つの考え方であると私は

思ってございます。 

 言葉にはないのかもしれませんが、たちの悪い借金

はしない。ただ、例えば事業経営も同じだと思うんで

すけれども、回収が見込めるのであればその借入金を

起こして、そして事業展開をしていくと。これは、ま

さに行政も同じだと思っておりますので、そういった

点でこの点については何とかご理解をいただきたいと

願っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 
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○６番（木ノ下祐治君）  市長の答弁のとおりであろ

うと、私もそこは理解しておりますので、その辺で、

今の質問はそれでよかろうかと思いますが、次は質問

個項目９の生活保護の状況について。 

 前回も我が会派で新政会でこの質問を取り上げたわ

けですが、やはりもう一度これは取り上げてみるべき

じゃないかということで新政会のほうで決めましたの

で、私がこの生活保護について質問させていただきま

すけれども、関連させていただきますけれども。これ

は 近国会でも、何か私がテレビを見てるとき国会で

も取り上げられたような代議士がいたように記憶して

おりますが。あとテレビ報道等でも何か 近取り上げ

ていたように見えましたが。今の生活保護の実態、状

況といいますか、どう考えましても久慈市の生活水準

から申しますと、いわゆる何と言いますか、具体的に

言わないとだめでしょうから、例えば３人の子供があ

ったとするならば、我々久慈市の土木なり我々の林業

に従事している方々というのは、せいぜい十五、六万

から20万ぐらいのり賃金、月平均で割るとそんなもの

だと思うんですが。ところが今の生活保護、これは国

からの基準を負う部分でしょうから、これはやむを得

ないと言えばそういうことになるかもしれませんが。

かといって久慈市の市民生活状況からいきますと、正

確には何と申しますか、言葉を私はよく存じない部分

があるわけですが、子供の児童福祉手当になるのかな、

これも含めると恐らく、私の推測ですよ、大体30万以

上もらっている世帯がもしかしたらあるのではないか

なあと、私はそのようにテレビ報道とかああいう番組

を見ていると何かそういうふうに私は見てるんですが。

久慈市ももしかしたらそういう状況、そういう方がお

るのではないかなと。 

 もしもそういう方があったならば、今私が言った大

体労働者が15万から20万ぐらいの賃金で、働きもしな

いでこういう生活がお金をもらって、なおかつ病院代

がほとんどただなわけですよね。これは皆さんだれし

もご存じですよね。 

 こういう生活をしたならば、だれも働きたくないと

思いますよ、現実問題。間違いなくこういう方が久慈

市の市民の中にはおられます。その金額は私は存じま

せんが、私の知り合いの中にも、あれ何でこの人は働

かないんだろうなあと。確かに子供が４人か５人、６

人ぐらいいたなあ、この人にはいたなあという家庭が

ございます。 

 でも、そのだんなさんがじゃあ体を壊してるかとい

うと私から見れば全く健康なはずなんですが。実態は

どうなっているのかなあと。再度この問題を取り上げ

てみましたので、答弁のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  生活保護についての

ご質問にお答えをいたします。 

 この制度は昭和20年代、25年に法律ができて、 後

のセーフティネットということで、生活困窮者を守る

ということから制度化されているものでございます。 

 今、議員のほうからるるお話があったところでござ

いますが、国におきましてもこの25年に法律ができて

から抜本的な改正がなされていないということもあっ

て、制度上の疲弊という部分も含めてではございます

が、改善といいますか見直しをしているというところ

でございます。 

 特に、今この生活保護制度の見直しの中では、受給

者の自立、就労の支援というのが大きなポイントにな

りますし、それから子供の貧困の連鎖の防止、つまり

は生活保護世帯で育った子供さんが、また生活保護を

受けなければならないという状況があるというのが全

国的なある傾向であるということになっております。 

 それから不正受給、今おっしゃった部分で該当する

というわけではありませんが、当市以外のところでも

たまたま不正受給は見つかっているわけですが、そう

いう状態。 

 それから、今お話にありました生活保護基準が適当

であるかどうかということについて、今見直し検証さ

れているというふうに国で進められていると認識して

いるところでございます。 

 当市におきまして、生活保護の実態が適正であるか

どうかということについては、一言で申し上げますと、

結論であれば適正であるということになります。これ

は、生活保護を受けるということで生活相談がござい

ますが、そこに始まりまして資力の有無、生活保護を

受けるにはすべての資力を尽くしてなおかつという部

分がございますので、その人の持てる資力について調

査をいたします。預貯金の調査も含めて。 

 そして、扶養義務についてのそれぞれご兄弟ご家族

の関係等について、扶養義務者がいてその方ができる
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かどうかという調査を行います。その上で開始という

ことになりますが、受給後におきましても適宜面接、

それから訪問等を行いながら、その受給者について健

康面、生活面、そして就労の指導をしているというと

ころでございます。 

 市長のほうから先ほど申し上げましたように、いわ

ゆる保護率であれば久慈市は高いほうに位置するとい

うことになるわけですが、全受給世帯の中の47％が65

歳以上の高齢者でございます。それから40％の方が傷

病者でございます。そうしますと、87％の方がなかな

かに就労できる状況に現時点ではないと。高齢者の

方々については、将来にわたってもない状況があろう

かと思いますが、傷病者の皆さんについては傷病の状

況に応じてはまた就労していただくというような状況

で廃止をし、自立をしていただくということにしてい

るところでございます。というようなことの中で考え

ますと、当市の保護率の高いというところは高齢者、

それから傷病者が引っ張っているのだというふうに思

っております。 

 それから、一つの要因としてありますのは、障害等

いろいろお持ちになっているとか、それから一人世帯

であるとかというようなことがありますが、久慈市は

交通機関が市内はそれなりに便利、利便性の高いもの

があります。それから、医療機関が３病院と14のクリ

ニックがございます。ということで、周辺から入って

こられる方々が久慈市に在住しているという状況もご

ざいます。 

 それから、あとは母子等のような状況の中で、自分

のところに住むよりはということで久慈にというよう

な状況も、それはパーセントで何割ということではご

ざいませんが、傾向としてないわけではありません。

それらの諸要因が久慈市における保護率を高めている

んではないかというふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、今後も適正に事務を遂行

することによって適正な受給を図ってまいりたいとい

うふうに考えておりますので、ご理解をお願いいたし

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  泉川議員の質問に関連して何

点かお伺いをいたします。 

 まず、質問項目の１ですけども、施政方針演説につ

いてであります。 

 震災の影響によりまして、市税の減収、あるいは財

源不足が見込まれるわけですけども、久慈市の復興計

画あるいは総合計画の後期計画、この二つを連動して

取り組むわけですけども、またさらにはこの復興元年

という大事な年ともなるわけですけども、住宅あるい

は道路、漁港等社会基盤の整備が 重要と考えますけ

ども、この特筆すべき施策とは何かをお伺いしたいと

思います。 

 それから２番目に、同じくこの施政方針演説の中で、

災害時に介護が必要な高齢者を一時的に受け入れる、

保護する２次避難所、あるいは福祉避難所の設置に努

めるとありますけども、これはどのような場所にどの

ような施設を想定しているのかお伺いをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  １点目のご質問につ

いて、私のほうからお答えをしたいと思います。 

 総合計画の後期計画、それから復興計画、特に震災

後に策定いたしました復興計画につきましては、相当

のボリュームで久慈市の将来を担うものだというふう

に承知しているところでございます。 

 特にも、被災後につきましては、早急な復旧事業に

施策を割きましょうという考え方を持っております。

また、次の段階では雇用の場の確保、これによって生

活を安定させたいという施策を考えたところでござい

ます。 

 その後におきましては、被災された皆様の住宅の再

建、住むところの確保、これについて力を注いでまい

りたいというふうに考えております。それらのところ

を考えあわせまして、今までのところ被災に対する復

旧・復興への道しるべの施策をぜひ展開してまいりた

いということで考えておりまして、これにつきまして

は計画上は平成28年までこれを続けてまいりたいとい

うふうに考えております。ここのところでご理解をい

ただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、２次避難

所、福祉避難所等についてのご質問にお答えをいたし

ます。 

 今回の東日本大震災の中において、当市におきまし

ては介護施設等が直接被害を受けたところはございま

せん。がしかし、もしかしてという状況がございまし
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て避難した状況は久慈市にもございます。 

 今後、その防災と災害時における介護を要する方々、

障害の方々をどういうふうに守っていくか、安心・安

全を確保するかということの中で、当該そのかかる施

設が危険な部分であればそれ以外のところに協定等を

結びながら、２次的な避難所として避難をするという

ことと、それからあわせて今後新たな避難所であるそ

の福祉避難所、介護を要する方々、それから障害を持

つ方々等が避難できるようなスペース、ベッド等を持

った施設整備をしていくということを今検討している

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  具体的には、そうすればどの

ような場所とかというのはないわけでしょうね。まあ

わかりました。 

 次に、同じ施政方針演述と５の東日本大震災の復旧

復興にもかかわりますけども、震災により発生した災

害廃棄物の処理ですけども、これは岩手、あるいは宮

城、福島３県で全体の５％、岩手県では８％しか進ん

でないという報道がありましたけども、当市の現状に

ついては先ほど市長さんのほうから答弁がありました。

18.8％まで進んでいるということでありますけども、

これは平成25年度末までに全量を処理するよう努めて

まいりますとありますけども、このタイムスケジュー

ルについてどのような今の形とこれからどのような形

でやるのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  災害廃棄物の処理、

今の形とそれから今後どうなっていくかというような

ご質問でございました。 

 今現在は、堆積土砂をふるいにかけまして、リサイ

クルのほうに持っていきたいというふうなことで今現

在進めておりますし、あと木くず、河川等から上がり

ました流木についてですけれども、これは粉砕いたし

まして堆肥化していきたいというふうに、その作業を

現在行っているところでございます。 

 あと、広域処理につきましては、来月早々に八幡平

市の焼却場のほうに可燃物を運び出していきたいとい

うふうに考えておりますし、もちろん久慈広域連合の

焼却炉でも現在焼却を実施しているところでございま

す。 

 あと、広域処理が空きましたらば、向こうの条件に

合わせまして中間処理をして、焼却なり埋却をお願い

してまいりたいというふうに考えているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  このがれきですけども、野田

村のがれきを八戸市が受け入れたという報道がありま

したけども、震災前からこの久慈、あるいは二戸、八

戸、この三圏域連携ですか、これで総合支援態勢をと

ってきたわけですけども、この八戸あるいは二戸の受

け入れの打診をした経緯があるのかどうかお伺いをい

たします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  久慈のがれきを二戸

もしくは八戸でのその処分を依頼した経緯があるかと

いうことでございますが、久慈市のがれきの受け入れ、

県内の施設の受け入れについては県のほうで割り振り

いたしまして、八幡平の焼却場ということで割当をい

ただいているところでございます。 

 それから、八戸のほうでございますが、これも県を

通じまして交渉してございまして、まだ相手はおりま

せんけども、だんだんそちらの運び出す方向に向かっ

て今準備を進めているということで県から伺っている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  宇部町に集積された野田村の

がれきの撤去ですけども、これは当初２月に完了の予

定でありましたけども、大幅に伸びたということで町

民に周知されたところでありますけども、この延びた

要因というのは何なんでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  宇部町の野田に集積

してございますがれきの撤去でございますけれども、

これについては県のほうから連絡がございまして、２

月17日の予定が６月までかかるというなことで報告が

ございまして、それを回覧でもって宇部地区の皆様に

周知申し上げたところでございます。 

 その要因ということでございますけれども、がれき

の推計をしたわけでございますが、その推計量が何と

いいますか実際にあるがれきよりも少なかったという
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ようなこと、それからがれきの圧によりまして結構締

まったような状態にあったというようなことでおくれ

るというふうに伺っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  今、推計が少なかったと言い

ましたが、多かったのじゃないかなと思うんですけど、

まあそれはそれでよろしいです。 

 次に、14の三陸北縦貫道についてでありますけども、

先ほどの答弁でインターは上長内、あるいは宇部町の

北ノ越に、片方向からの乗り降りで計画されていると

いうご答弁がありました。 

 この道路は復興道路としての位置づけのある道路で

ありますので、通常利用のインターはもとよりですけ

ども、緊急時のインターチェンジの用途を含んでおり

ますので、ぜひとも入り口あるいは出口両方を備えた

インターでなければならないと思いますので、国に強

く要望すべきと思いますが考えをお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  先ほど、考え方についてはご

答弁申し上げたところであります。 

 宇部町については、北に向かって進入をする。北か

ら南に向かって出ると、こういったインターになるも

のと聞いております。このことを私どもはとりあえず

了承をさせていただきましたのは、一つにはインター

チェンジ間の距離が短いということであります。 

 通常、高速道路等を走っていただければおわかりの

とおり、15キロ、20キロに１カ所ぐらいのインターチ

ェンジが設置されているのがこれまでの例であったわ

けでありますけれども、今回はそれをはるかに短い距

離でもって乗り入れはできるようにしたという利点が

一つございます。 

 もっと言えば、二つの地点のインターを合わせて一

つのインターと、このような考え方に立って国から方

針が示されたところであります。これは、私どもとす

れば一日も早い全線開通を願うということであります

ので、建設費等々コストを押さえながら一日も早い完

成をしていくという中で、私どもとすれば良としたと

ころであります。 

 ただ、今後交通量の増大、あるいは緊急車両等の通

過状況こんなことを勘案しながら、国に対してフルイ

ンターに持っていっていただくように、継続しながら

このことは要望してまいりたいと考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  この縦貫道ですけども、パー

キングエリアこういったのは設置があるのかどうか。

これは、いわゆる復興道路であります。また避難道路

の位置づけでもありますので、緊急時の避難所として

必要不可欠ではないかなと思うわけですけども、これ

についても強く要望すべきと思いますが考えをお伺い

いたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  これら路線の整備に当たりま

しては、久慈市のみならず岩手県市長会、あるいは沿

岸被災地の復興期成同盟会等々通じながら、より災害

に律するそういった構造、設計にしていただきたいと

いうことをお話をさせていただいております。 

 そうした中で、今議員からご指摘のパーキングエリ

アといいますか、一定の広場みたいなものをぜひ確保

してもらいたいし、それから自動車専用道路でありま

すので、そこにいざというときに出入りできるような

そういったアクセス性というものも付加していただき

たい、もろもろ要望は申し上げているところでありま

す。これからも議会と一体となる形で要望を続けてま

いりたいと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  次に、国道45号野田峠につい

てでありますけども、今年度完成予定であったけども

震災によっておくれたということですが、先ほどの答

弁で工事が発注されたということでありますので安堵

しておりますけども、この路線は特に冬期間は渋滞す

る路線であります。 

 そしてまた、この登坂車線計画地の歩道が未整備に

なっております。ここが切れておりますので、極めて

危険でありますので一日も早い完成を望むわけですけ

ども、この野田峠の登坂車線が久慈市に向かって左側

の一沢コンクリートさんののり面、これが崩落したま

まの状態になっておるわけですけども、昨年の台風15

号通ってまたさらにひどくなっておりますけども、こ

の対策についてお伺いをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  一沢コンクリート側ののり

面の崩落の対策ということでございます。 

 この件につきましては、いずれ道路にかかわる部分、
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これについては三陸国道のほうでいろいろ整備をして

いくということであります。 

 それから、あそこには北ノ越の支流といいますか河

川があるわけでありますが、この河川の改修について

も、国道事務所のほうといろいろと協議をしながらそ

こを整備する予定になってございます。 

 そういった中で、その崩落した箇所についてもどう

いった形で整備していくか、そういったところを協議

してまいりたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  今部長のほうから話がありま

した、この登坂車線と一沢コンクリートの間に市で管

理する河川があるわけですけども、これに何と言いま

すか、土砂がたまると海側に流れ込むわけですけども、

この川の管理これもあわせてぜひ万全を尽くしていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、14の（４）ですけども、市道の大尻川原

屋敷線であります。これはたびたび通行どめになりま

す県道野田長内線の代替道路でありますので、この路

線ですけども地域にとってはまさに命の道路でありま

す。 

 先ほどの答弁の中で、大尻工区は間もなく終了する

ということですが、川原屋敷側のほうがほとんど進ん

でおりません。先ほどの答弁で60メーターでしたか、

3,900メートル余りある中でなかなか進まない状況に

あるわけですけども、大尻工区が終わるということで

期待はされておりますけども、この川原屋敷工区の終

了はいつごろを見込んでいるのかお伺いをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  この大尻川原屋敷線につき

ましては、市長からもご答弁申し上げたとおり、大尻

側については来年度24年度で完了をする予定でござい

ます。 

 川原屋敷地区については、現在のその計画では平成

50年、約30年の計画でございます。ただ、こういった

現在のその事業費で換算した場合の計画でありますの

で、こういったこの路線についてはいろいろな代替道

路として重要な路線であるというふうな認識はしてご

ざいますので、そういった分では計画の見直し等々今

後やっていきたいというふうに思っております。 

 いずれも通常予算でやっておりますと、どうしても

こういった長い期間になってしまうということであり

ますので、いずれ補助事業等々の導入、こういったも

のを考えながら進めてまいりたいというふうに思って

おります。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  この大尻川原屋敷線、これと

並行するこの上長内平沢線、あるいはこの二子小袖沢

線ですか、これについては毎回筆界未定地があって交

渉が難しいという答弁をいただきますけども、これは

先延ばしすることによって亡くなられる方、あるいは

世代交代してますます困難になると思うんですけども、

避難道路として重要路線ということで県あるいは国を

動かした特区的な形で、何か新しい視点で対処する方

途というのがないものなんでしょうか。 

 それと、この川原屋敷線ですけども、これは久喜・

三崎・小袖沢地区の皆さんにとって大尻川原屋敷線の

通過点であります舘石を経由してこの川原屋敷に出る

わけですけども、これを舘石を経由して川原屋敷、宇

部町、そして国道45号、そして今この計画されている

北三陸縦貫道のインターにアクセスするというような

方途は考えられないのか。 

 そのことのためにも、一日も早くこの川原屋敷大尻

線を完成させて、今平成50年という気の遠くなるよう

な話ですけども、なるべく早くつくっていただきまし

て地域の皆さん方に安心・安全を与えていただきたい

と思いますが、ご答弁をお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  今気の遠くなるようなとい

う話を伺いまして、確かにそのとおりでございます。

我々も、この事業費を見て非常に驚いてはいるんです

が。大尻川原屋敷線の舘石川原屋敷までの路線が大体

４キロございます。それにかかわる事業総額が12億円、

こういった経費になっておるわけです。これは見込み

でありますけれども、そういった多額の経費を要する

ということでございます。 

 そういったことから、復興交付金とかさまざまなそ

ういった国の事業費、こういったものを導入、こうい

ったものもいろいろ考えてはいるわけでありますけれ

ども、非常に難しい側面もあるということで、いずれ

この道路の必要性というものは十分認識しております。 

 先ほどお話がありましたその平沢にかかわる筆界未
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定の道路、こういったものもどういうふうな形で進め

れば一番効率がいいのか、そういったこともいろいろ

と内部で検討してございます。そうではありますけれ

ども、非常に有利な財源等々見込みながら整備を進め

てまいりたいというふうにとらえております。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  この際昼食のため休憩いた

します。再開は午後１時15分といたします。 

    午前11時59分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時00分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 新政会代表泉川博明君の一般質問を継続します。関

連質問を許します。12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  それでは、泉川議員の質問に

関連し、何点か質問させていただきます。 

 施政方針演述、あと予算、これ連動する部分だと思

いますけれども、集中的に効率よく予算の執行をする

というのは、方針演述とか予算編成でも言われていま

すけれども、より一層財政の無駄遣い、あと事務事業

の効率化というのを図る必要があるなというふうに思

われますので、そういうふうな部分をどのようにとら

えておるのか、聞かせていただきたいというふうに思

います。 

 あとは震災後の復旧・復興についてなんですけれど

も、いろいろ午前中でも議論等もありましたし、答弁

等もありましたけれども、久慈市では主に漁業関係が

被害が大きいわけでございますけれども、こういった

被害が大きい漁協施設、港湾施設とか、あと共同利用

施設等がまだまだ立ちおくれているというふうな部分

も見受けられますので、こういった部分を１日でも早

く復旧・復興させるのが１次産業の発展につながるの

かなというふうに思いますので、再度お聞かせくださ

い。 

 次が漁業集落排水事業についてです。施政方針演述

の中でも、大尻地区とか白前、本波地区で導入の可能

性を今後検討していくというふうなことをうたわれて

おりますけれども、今後の検討ということは、何年後

をめどにこういった漁業集落排水事業を導入していく

考えがあるのかお伺いいたします。 

 あと公共工事の入札について、現在、市では不調に

なっていないと。再入札かけながら、大丈夫だという

ふうな答弁でございました。ただ、実際問題、工事を

実際請けたいんだけども、資材の高騰もありますし人

材不足、あと重機の不足もろもろ等あって、非常に入

札が厳しいというふうな声が聞こえております、事業

者によっては。そういった部分を踏まえれば、今後ま

すます災害復旧とか災害対応、いろんな部分でまだま

だ工事の発注等があるなというふうに思われますので、

それを見越しながら、いずれにしても、きちんと地元

の業者が適正に工事を発注できるようにする方向で考

えていかないと、せっかく市内にお金が落ちるわけで

すけれども、みすみすよその地区に持っていかれない

ように、きちっとある程度防御線を張りながら取り組

みをしていくことが重要だと思いますけれども、考え

についてお聞かせください。 

 その次が教育委員会のほうになります。 

 久慈小学校の改築ですけれども、これもやはり震災

の影響でまだ建築確認が申請中だということですけれ

ども、実際資材等が上がってきてるという話を建設屋

さんから話を聞くと、そういうふうなのが出ておりま

すし、また値段だけじゃなくて、その資材自体が納期

に間に合うかどうかが非常に微妙な時期になってきて

いるというふうな話も聞かれます。今後、本格的に本

体工事をやるとなると、そういうふうな部分も懸念さ

れるわけですけれども、そういうふうな部分について

どのように対応していくのかお聞かせください。 

 次が柔道の必修化になります。４月からということ

で新聞等にも載ってますし、市内でも柔道を取り組む

というふうなことで答弁いただきました。柔道のまち

づくりを標語している久慈市でございますので、ある

程度、柔道は必然的な部分なのかなというふうには思

います。 

 ただ、柔道につきものというのは、けがが非常に今、

全柔連でも問題になっておりますし、そういった部分

では社会的な部分でも一部では問題になっております。

やはり、きちっとした指導方法を考えていかなければ、

競技としての柔道じゃなくて体力的な部分での柔道の

取り入れだというふうに私は思いますし、あと精神的

な面の昔から伝わっている日本の武道というか、精神

的な部分の指導というのも必要になるのかなというふ

うに思いますので、取り入れることについてはいいで

しょうけれども、そういった学校の先生方の取り組み、
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先ほども安全面等には十分留意しながら研修等をやっ

てるという話ですけれども、再度そういった部分を考

慮しながらの答弁をお聞かせください。 

 ちなみに、全柔連では違う意味で指導者登録という

のを来年度からやる方向になっています、資格制度を

設けながら。これは少年団とか、そういった形で指導

をやっている方々は、資格制度で資格を持っていない

指導者は一切できないという形になっております。 

 やはりそういった部分も兼ね合わせて考えると、非

常に大事な部分なのかなというふうに思いますので、

お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  私のほうから集中的な事務

事業の見直しについて、ご答弁申し上げたいというふ

うに思います。 

 いずれ市といたしましても、この事務事業の見直し

というのは本当に重大な施策というふうに思っている

ところであります。これまでも市政改革プログラムを

策定をしながら、そのもとで推進をしてきたわけであ

りますけれども、いずれこれまで実施をしてきた施策

及び事務事業等については、きっちりと行政評価をし

ながら、そして予算とそのもとに密接に連携をさせな

がら、選択と集中、これを徹底をして進めてまいりた

いというふうに思っているところでありますので、ご

理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私から、入札関連につき

ましてご答弁させていただきたいと思います。 

 将来に向かって、だんだんに人手不足とか資材の高

騰で応札が難しくなってくるんではないかというふう

なご質問でございます。それで、私ども昨年の段階で

関係機関等から、現場の管理人といいいますか、それ

らのほうのまず資格者の不足が見込まれるということ

から、直ちに12月の初旬に一定条件、2,500万円未満

とかいろんな条件ございますけれども、いずれそのよ

うな条件を満たす場合、震災関連の場合は現場管理人

の代理人の２カ所の兼務を認めるとか、そのような市

で行える条件緩和を行ってございます。 

 また、議員もご案内とは思うんですけれども、２月

では新聞報道でかなりそのような懸念等が報道されて

おります。それで、国におきましては、例えばジョイ

ントベンチャーを提案してみたりとか、そういう動き

もありますし、つい昨日、国交省のほうからコストの

関係のそれについての対応策についての参考の考え方

が、県を通して昨日私どもにも示されました。 

 それで、私どもはまだ詳細にわたって現実的にどの

ように対応したらいいんだっていうのは、これから直

ちに検討していかなければならないと、そういうふう

な状況でございます。 

 いずれ私どもも先を見越した、先をとった対応はと

っていきたいと、そのように考えているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  水産関係の２点のご質

問にお答えを申し上げます。 

 まず 初に、水産業の復旧・復興でございますけれ

ども、先ほど議員もおっしゃったように、まだまだ市

といたしましては全力で取り組んでおりますけれども、

道半ばかなと、そのように思っておりまして、24年度

優先で取り組んでまいりたいと考えておるものでご

ざいます。 

 また、県管轄の久喜漁港の関連施設等は、県北広域

振興局水産部から伺うところ、平成24年度で防潮堤除

きではございますけれども完了すると、そのように聞

き及んでございます。 

 あと漁業集落環境整備事業のこれからの工程でござ

いますが、23年度予算、これは繰越し事業でございま

すが、23年度予算をもって基礎調査を進めたいと考え

ております。 

 それと24年度予算では、その結果等を踏まえて測量

調査設計に入ってまいりたいと思います。その調査を

踏まえて、工事着手できることになれば、早急に取り

組んでまいりたい、そのような考えでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  私のほうからは、武道必修

化についてのご質問にお答え申し上げますが、議員さ

んおっしゃいますように、確かに柔道はさまざまな体

育事業の中でも、けがが多く心配されるものであると

いうふうな認識を当然持ってるわけでございまして、

その辺のところを大変に皆さん心配しておられるわけ

でございます。 

 初の答弁で申し上げましたように、当市の場合に
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は女子の１校を除いて、あと残りの中学校については、

男女とも現在も体育授業で柔道の授業を実施しておる

わけでございます。そういった意味からしますと、特

に武道必修化になって柔道を選択するとなっても、私

は今の授業そのものに大きな変化があるものではない

というふうに考えておるところでございます。 

 ただ、しかしそうは言っても、やはりけがというこ

と、それから安全な授業ということを念頭にしなけれ

ばなりませんから、先ほどご答弁申し上げましたよう

に、県教育委員会あるいは県北教育事務所の研修等々

とタイアップしながら、当市においても教育委員会で

も、指導計画だとか安全への配慮、それから段階的な

指導等について、逐一学校側の計画等を見ながら、細

部にわたっての指導をしてまいりたい。必要によって

は外部講師等をお願いするといったようなことも考え

ていかなければならないものだというふうに思ってお

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  久慈小の改築にかかわり

まして、工期のおくれといいますか、震災の影響等が

出ていないかというふうなことに関連して、その資材

等の高騰あるいは不足というふうなことが出てくるん

ではないかというふうなことでございますが、現在の

ところ、まだ建築確認申請中ということで、着工には

至っていないわけでございますが、今後そういったこ

とが出てまいりましたら、これは検討しなければなら

ないということでございます。 

 まず、資材の高騰につきましては、契約書の別記に

予期せぬことがあった場合は請求することができると

いうふうなこともございますが、この詳細等につきま

しては、またそういったことが出てまいりましたら、

検討といいますか、研究はしてみなければならないと

思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  まず、柔道の必修化になりま

すけれども、市内はそんなに私、基本的には心配はし

てません、正直なところ言えば。ある程度、市内の中

学校、柔道を専門にやっている先生方が結構多いので、

そんなには心配してませんけれども、ただ、競技とし

て柔道じゃなくて、受け身とか極端に言えば礼法、そ

ういった部分を重点的に教えるのが本来の学校での取

り入れる武道の必修化じゃないのかなというふうな気

もしています、私自身は。 

 だから、そういうふうなのを考えますと、技の習得

が云々かんぬん以前に、いかに自分の身を守るかとい

うことと、なおかつ相手を思いやる礼法、こういった

部分をきちんと指導することによって、本来の意味で

の子供たちの生涯学習的な部分につながるのかなとい

うふうに私は思います。 

 競技でやる部分に関しては、いかに技を覚えさせ、

いかに体力をつけさせ、いかに相手に勝つということ

が求められますけれども、武道という意味では確かに

それは大事なんですけれども、学校教育となると、も

ともと自分の身をどうやって自分で守るか。相手を思

いやる気持ちをどうやって育むかというふうなのが重

点的な部分なのかなというふうに思いますので、そう

いった部分を強調しながら指導にも専念してもらえる

ように、学校の先生方に対処してもらいたいものだな

というふうに思いますので、再度お伺いいたします。 

 あと、久慈小学校の改築、今後資材の高騰等があれ

ば検討するということでございます。今現在、話で聞

きますと、宮城県とか、ああいうふうな部分では、実

際に資材の高騰が始まっているというふうなのが聞か

れておりますので、そういうふうなのはもう私、喫緊

としてある程度考えて予想しとかなきゃならない部分

なのかなというふうに思います。そのときになって初

めて、値段が上がったからだめですよとか、資材が来

ないから納期に間に合いませんよじゃあやっぱり話に

ならない。そういった部分を予測しながら進めていく

のが、ある程度必要な部分だろうと思いますので、そ

ういった考えについてお伺いいたします。 

 あと産業振興のデスティネーションキャンペーン、

県でとか市も対応するようです。はっきり言って、何

のことだか、この片仮名文字がわかりません、私は正

直言って。もうちょっとシンプルイズベストで、日本

語でわかりやすいような表記になったほうが、本来だ

ったらば、だれでもわかりやすくていいのかなという

ふうに思います。 

 デスティネーション、言い方自体もちょっと舌もか

みそうな感じもしますけれども、これが悪いっていう

わけじゃなくて、久慈市でもし何か事業でも、こうい

ったものを起こそうとしたときも、横文字じゃなくて
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日本語で、だれもがどんな年代でもわかるような言葉

で表現しなければ、私は意味がないのかなというふう

に思います。やはり、そういった部分をこれから行政

としても考えていかなきゃならないのかなというふう

な思いで、あえてこの部分での質問とさせていただき

ます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  いわてデスティネーション

キャンペーンにかかわってのご質問であります。 

 実は、私もこのデスティネーションというのは、な

かなかに慣れなくて、 近やっとスムーズに言えるよ

うになったんですが、議員おっしゃるとおり、行政の

やはりいろいろな計画とか、そういうものについては、

やっぱりできる限り日本語で表記をしていくというこ

とが必要だろうというふうに思っておりますので、今

後におきましても十分にそこは留意しながら対応して

いきたいというふうに思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  武道必修化についての再度

のご質問にお答え申し上げますが、今議員さんおっし

ゃいましたように、確かに日本の伝統と文化の尊重、

そういったことがねらい。それからもう一つは、自己

を抑制して相手を尊重するという気持ち、そういった

ことを育んでいくということも、これまた大事なベー

スになっているものでございますが、いずれ中学校で

初めて学習する内容というふうなことになりますんで、

基本動作とそれから基本となる技を確実に身につけさ

せるといったようなこと。それから、基本動作や基本

となる技を用いて、相手の動きの変化に対応できるよ

うな、そういった攻防ができるようにすること、そう

いったことも学んでいくわけでございます。 

 柔術とか武術とかってあるわけでございますが、そ

ういった技を身につけ、そして相手をもって試合をす

るというところまで、当然授業ではなされるわけでご

ざいますから、国のほうにあっても、必修化を指導す

る教員向けに、また安全指針等の作成をし指導がある

というふうに伺ってございますから、それらも参考に

しながら、また安全第一で取り組んでまいりたいとい

うふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  久慈小の改築にかかわり

まして、再度ご質問をいただきましたが、宮城のほう

で高騰が始まっているというふうなことでございまし

て、予測しながら早くから検討を進めるべきというこ

とでございまして、私どもも工期がおくれないように

善を尽くしてまいりたいというふうなことで、市長

部局等と協議しながら、契約のスライド、兆候につい

て検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  19番中塚佳男君。 

○19番（中塚佳男君）  泉川議員の質問に関連し、質

問させていただきます。 

 久慈市における生活保護の現況についてお伺いいた

します。先ほど市長及び担当部長から、るる詳しくご

答弁いただきましたが、久慈市の生活保護世帯の半数

以上は高齢者世帯であると、そういう答弁がありまし

たが、高齢者世帯の生活保護受給があるということは、

生活保護受給の長期化の要因にもなると思います。 

 そこで、久慈市の場合、10年以上、何世帯ぐらい生

活保護者があるか。それから20年以上、また、長期化

受給対策としてどのような指導をなさっているのか、

お伺いいたします。 

 それから、市道整備にかかわって、先ほど澤里議員

が質問したときにもお話があったんだけど、なかなか

筆界未定があって思うように整備したくても進まない

というご答弁もありましたが、今までのここ二、三年

の例で筆界未定が解決して工事が進んだ場所が何件か

あったら、お知らせいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、生活保護

のご質問にお答えを申し上げます。 

 10年以上とか20年以上、長期にわたるという方々に

ついてですが、その数値は持ち合わせてはおりません

が、どのような指導をしているかということでござい

ます。 

 まずは健康管理といいますか、健康管理に係る指導

をしているということと、それから就労できる方々に

は就労指導ということをしております。 

 今、前段の木ノ下議員のところでお話しましたよう

に、多くの方々が高齢それから傷病という状況はござ
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いますが、それで長期化という部分もあるわけですが、

今７％ほどの方が就労稼働年齢、働くことができる年

齢でございます。その方々について、その方々もまた

病気を持っているとかという状況がございますが、そ

の病気等の管理、健康に留意をしながら、できるだけ

働くことができるようにということで就労指導してい

るということでございます。 

 その就労の状況で申し上げますと、月１人ぐらいが

就労についている状況かというふうに考えております。

また、それから生保を受けている受給者の方々じゃな

い、相談に見えた方々についても就労指導をし、その

支援をしていて自立につながるように指導を支援をし

ているという状況にございます。 

 いずれにしましても、生活保護が税金で賄われてい

るということを前提に考えて、納税者との間の負担の

公平に関するギャップというものはあろうかというふ

うには認識はしておりますが、適正な形で生活保護が

遂行できるように進めてまいりたいというふうに考え

ております。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  市道整備に当たって、筆界

未定があって解決されて整備された路線ということの

ご質問をいただきました。 

 筆界未定については、確かに複数の方々との事案に

ついては、なかなか前に進んだ経緯はまだございませ

ん。ただ、一部路線については、市と両者との了解の

中で、その境を決めて整備をしたという事例は、今年

度も２件ほどございました。いずれ、こういった筆界

未定については、やはり双方の主張が交えなければな

らないというふうに思っておりますんで、努力してま

いりたいというふうに考えておりますけれども、先ほ

どの事案にあった、例えば長内地区の平沢地区であり

ますけれども、そういったふうに長年にわたってそう

いった事案があると、どうしても権利者が複数、どん

どんふえていくもんですから、そういった部分になる

と、なかなか難しい部分があるというふうにとらえて

おります。 

 そういったところでは、身近な部分で解決できる分

で進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 次に、政和会代表、大沢俊光君。 

    〔政和会代表大沢俊光君登壇〕 

○23番（大沢俊光君）  私は、政和会を代表して一般

質問をいたします。 

 質問に先立ち、東日本大震災３・11から間もなく１

年を迎えます。改めて県内の死者4,670名、行方不明

者1,313名（２月21日現在）の方々にご冥福をお祈り

しますとともに、当市被災総額310億円超に及ぶ被災

者の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。 

 千年、百年に一度の震災、なお１年を顧みても、そ

の巨大さは久慈湾半崎で陸地に遡上、陸地に駆け上が

った津波の高さ32.5メートル、野田湾十府ヶ浦で38

メートル、あめのように曲がった三陸のレール、この

津波エネルギーで町並みを無差別に飲み込んだ悲惨な

状況、住民の家財を破壊、流出、家族・親族の安否を

尋ね探す窮地、せめて我が対応は野田村職員３名を３

日から９日間、宿泊を受けるも連日救援、救助に向か

う自衛隊車両、沖縄、滋賀県、石川、長野ほか多くの

県外ナンバーの警察、消防車、物心両面にわたる全国

からの支援、救援、追い討ちを福島原発事故、この惨

劇と恐怖を回想するも、当時不眠不休で対処した市長

の陣頭、職員、多くの市民、消防団、ボランティアの

皆様のご労苦に対しまして、なお１年を経ても感謝と

敬意を表する信条であります。 

 また、この３月末で退職されます職員諸侯の皆様に

は、震災対応など特段の労をねぎらうとともに、今後、

久慈市の発展と復興にご尽力していただくことを切に

願うものであります。 

 それでは、通告により順次質問に入ります。 

 １番は、復興アクションについてであります。いと

まのない復興計画の策定、素早いがれき撤去、函館か

らの漁船の調達、被災市民の救済とともに企業、事業

所への支援策は復興の高鳴り、続く高規格三陸復興道

路、芦ケ沢地内での測量、中心杭設置など、復興の足

跡は確かな前進のあかしであり、さらなる生活基盤、

産業・経済各分野の早急な復興、復旧の実効施策を大

いに期待いたしておるところでございます。 

 そこで、市長にお尋ねいたします。 

 １点目、復興計画について、復興遂行の復興元年に

おける市長の決意と、当市復興計画から実行段階にあ

る重点施策及び事業についてお尋ねいたします。 

 ２点目、国・県の復興政策の反映について、いよい
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よ復興庁が始動いたしましたが、特区制度、５省40事

業に係る復興交付金基金、県復興基金の活用について、

市の復興施策に反映される事業には、どのようなもの

があるのかお尋ね致します。 

 ３点目、被災者等支援について、これまで被災者及

び被災企業等への支援対策実施状況についてお尋ねい

たします。 

 次に、２番は新たな視点による、まち再興の道につ

いてであります。１点目、まち再興総合ビジョンにつ

いて。復興庁との協議を進め市の創意工夫を生かした

オーダーメード復興政策として、まち再興や企業支援

及び誘致、産業振興、雇用創出につながる施策等、ま

ち再興の総合ビジョンをどのように描いておられるの

かお尋ねいたします。 

 ２点目、久慈城のあるまちの再興について。被災自

治体として再興飛躍の道しるべの原点に、久慈城のあ

るまちを位置づけ、歴史観再興の転機と考えますが市

長の所見を求めます。 

 ３点目、新たな震災対策について。単なる復旧にと

どまらない多重防災、減災機能を備えた湾口防波堤、

防潮堤、避難所、復興道路など新たな震災対策につい

てお尋ねいたします。 

 ４点目、岩手大学との産学官連携について。同大学

との連携による成果や期待感は大きなものがあります。

特に震災に係る三陸沿岸の復興に当たり、各自治体、

漁協、企業、住民との調整を行う大学の現場窓口、エ

クステンションセンターを当市への設置の可能性つい

てお尋ねします。 

 ４番はエネルギー政策についてであります。１点目、

久慈地下石油備蓄基地について。このたびの震災で太

平洋沿岸の立体型オイルタンクが被災、油流出による

火災が被害を拡大し、火の海、津波との複合震災とな

りました。地下備蓄の耐震性の高さ、津波に耐える強

さなどから、当市にある石油備蓄基地について、単に

原油の備蓄にとどまらない備蓄精製から、発電施設を

備えた基地機能拡充を国に提唱すべきと思いますが市

長のご所見をお尋ねいたします。 

 ２点目、再生可能エネルギーの導入についてであり

ます。風力発言については、青森県の風力発電100基

超をメンテナンスする会社での会派研修を実施。また、

太陽光発電については、八戸市で視察しました。当地

に係る海洋資源及び湾口防波堤の活用のよる発電や風

力発電、太陽光発電について、導入可能性の考え方に

ついてお尋ねいたします。 

 ３点目、水力発電について。電力不足の折、大川目

町地内の山口水力発電所の復旧再開見通しと、小久慈

町地区滝ダムを利用した水力発電拡大の可能性につい

て検討できないのか、協議の余地などについて市長の

ご所見をお尋ねいたします。 

 ４番は、放射線量の測定についてお尋ねいたします。

大震災に伴う東京電力福島第一原発事故を受け、直後

の国としてできなかった放射能拡散測定、その後の汚

染に係る健康への影響をはじめ、農海産物、野生動植

物への影響、食の安全など、海陸山野を問わず深刻な

問題になっております。当市における安全性を担保す

る測定状況についてお尋ねいたします。 

 ５番は、広域防災についてお尋ねいたします。１点

目、防災拠点について、今回の震災では遠野市による

沿岸被災地への支援、救援活動は高く評価されており

ます。この件で会派研修で伺ってまいりましたところ、

遠野市市役所自体が地震の揺れで被害を受け、本署の

議場は使用不能で宮守支所に議場を移動し、事務局と

ともに本丸を支所に置くなど、大変な時勢と伺ってま

いりました。まさに被災しながも、後方支援した中身

は賞賛すべき内容でありました。 

 他方、当市においても被災市でありながら、野田村

をはじめ広域支援に係る自衛隊、県外警察、県内外消

防等の活動拠点として、広域支援体制の模範となった

ものであると考えられます。これらの成果を今後どの

ように、広域支援、防災連携及び後方支援に生かして

いくのか。また、久慈・二戸・八戸三圏域連携として

震災を機に相互支援体制のあり方を検討していくべき

と思いますが市長の考え方についてお伺いいたします。 

 ２点目、ドクターヘリについて。緊急搬送用ドク

ターヘリについて、久慈広域の拠点化を検討すべきと

思いますがご所見をお尋ねします。 

 ６番は、ＴＰＰ環太平洋経済連携協定について、市

長のご所見をお尋ねします。国が進めようとするＴＰ

Ｐ交渉参加を阻止しないと、産業経済、食の安全、医

療等、市民生活のいろいろな分野に危機的状況が予測

されるなど、地域経済に甚大な影響が及び、さらに被

災地では１次産業を初め大打撃を受け、あらゆる業界、

経済がなり立たなくなることが不安視されております。

にもかかわらず国がＴＰＰ交渉参加を進める方向に対
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し、市長のご所見を求めます。 

 ７番は、農業基盤整備事業についてであります。１

点目、宇部川地区圃場整備についてお尋ねします。大

川目に続く宇部川地区圃場整備事業推進中の宇部野田

相互混在地、利水形態が一帯地域の農地が３・11震災

に事業エリアの一部がかかわっております。同事業推

進協議中にある計画予定地の縮小や挫折しないために

も、市の復興施策として位置づけ早期の事業推進が図

られるよう、国及び関係機関に要望すべきと思います

が、農業基盤整備事業に係る市長の考え方についてお

尋ねいたします。 

 ２点目、大川目地区圃場整備について。同事業によ

る創設用地活用の検討状況についてお尋ねいたします。 

 ８番は、福祉行政についてお尋ねいたします。１点

目、保育行政について。国では保育園と幼稚園等の複

合化、多機能化の方向とお聞きしますが、今後市立保

育園の民間移譲など、当市の保育政策の考え方につい

てお尋ねいたします。 

 ２点目、介護職員処遇改善について。介護職員等の

報酬や処遇改善を国及び関係機関に要望すべきと思い

ますが市長の所見を求めます。 

 ９番は、観光行政について５点お尋ねいたします。

１点目、東北観光博覧会について。官公庁が示した東

北観光博覧会に向け、世界遺産「平泉」が注目の中、

当市の観光アピール先についてお尋ねします。 

 ２点目、大河ドラマ化について。高橋克彦著書「点

を衝く（秀吉にけんかを売った男、九戸政実）」、久

慈城主久慈備前守もかかわる史実について、大河ドラ

マ化が図られるよう関係機関に要請すべきと思います

が市長のご所見を伺います。 

 ３点目、義経北行伝説について。市長の言う観光資

源としての義経北行伝説は、どのように検討され実現

に向かうのかお尋ねいたします。 

 ４点目、もぐらんぴあの再生について。地下水族科

学館の再生復興に係る計画の特徴や利点、安全性の確

保についてお尋ねいたします。 

 ５点目、風の館の運営状況について。指定管理とな

っている町なか再生の各施設、中町にある土風館風の

館の運営状況についてお伺いいたします。 

 10番目、土木行政について。１点目、三陸復興道路

について。高規格道路八戸・久慈自動車道路、侍浜か

ら階上間、三陸北縦貫道路、新井田から野田村玉川間

の測量、調査ルート、整備スケジュール及びインター

出入り口の位置など、事業の流れについてお尋ねいた

します。 

 ２点目、新たな復興道路について。小袖、久喜、三

崎地区から避難道路として、国道45号線へのアクセス

道路を復興事業として取り込めないのか、市長の考え

方、方策についてお尋ねいたします。 

 ３点目、広美町海岸線の整備について。長内町津波

浸水区域に係る広美町海岸線の整備時期について、ま

た避難道路として機能をどのように確保するのかお尋

ねいたします。 

 後に、教育行政について、教育長、３点質問いた

します。１点目、久慈小学校改築について。時勢の求

めに沿う近代校舎として期待される久慈小学校改築に

係る進捗状況について教育長にお尋ねいたします。 

 ２点目、新学習指導要領について。新学習指導要領

の実施により、中学校では武道が必修化されると聞き

ますが、小学校英語導入とともに小中学校における新

制度への準備は万全か、教育長にお尋ねいたします。 

 後に３点目、新野球場建設計画について。新野球

場建設計画に向けた進捗状況について教育長にお尋ね

します。 

 以上で、会派を代表し、多くの政策提言を込め、私

の一般質問を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  政和会代表、大沢俊光議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、復興アクションについてお答えをいたしま

す。 

 まず、復興計画についてでありますが、当市の復旧

は市民の皆様の努力とも相まって順調に進んでいると

とらえており、今後におきましても本格的な復興に邁

進してまいる覚悟であります。 

 これまで甚大な被害を受けた水産業や中小企業の復

旧、復興に重点的に取り組み、生活再建、雇用の確保、

企業の再生を図ってきたところでありますが、今後に

おきましても、新たな雇用の場の創出に向け、水産加

工施設や中小企業の施設整備に対する支援に取り組む

とともに、被災者の住宅再建に向け、集団移転や災害

公営住宅の整備が早期に図られるよう、鋭意努力して

まいる所存であります。 
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 次に、国・県の復興政策の反映についてであります。 

 復興特区につきましては、県との共同によりまして、

保健・医療・福祉及び産業再生に係る復興推進計画を

国に対し提出したところでありますが、特に産業再生

につきましては、法人税の減免等の優遇措置が適用さ

れますことから、企業の誘致に積極的に取り組み、雇

用の場の創出に努めてまいりたいと考えております。 

 また、復興交付金につきましては、１月末に１回目

の事業計画を国に提出したところであります。今回は

緊急性の高い生活再建に資する事業を中心に、水産業

協同利用施設の復興整備事業、避難路、避難所の整備

事業等を予定したところであります。 

 なお、県の復興基金につきましては、防災及び再生

可能エネルギーの普及に資する事業並びに住宅再建に

係る利子補給等に充当を予定しているところでありま

す。 

 次に、被災者等の支援についてでありますが、これ

まで被災者への経済、生活面での支援といたしまして

は、久慈市被災者総合相談所の開設、災害弔慰金の支

給、災害援護資金、応急生活資金等の貸し付け、義援

金の配分、支援物資の配布等を行ってきたところであ

ります。 

 また、住まいの確保、再建のための支援といたしま

しては、住宅の応急修理、被災者生活再建支援制度等

によります支援を行ってきたところであります。 

 被災企業等につきましては、これまで国及び県によ

る中小企業組合等復旧復興支援事業費補助金、いわゆ

るグループ補助金でありますが、これらの活用、さら

には中小企業基盤整備機構によります仮設店舗、仮設

工場の整備、県及び市によります中小企業被災資産修

繕費補助制度により、支援を行ってきたところであり

ます。 

 さらに、市単独といたしまして、岩手県中小企業災

害復旧資金並びに岩手県中小企業経営安定資金の災害

対策分の融資に係る利子及び保証料の補給を行ってい

るところであります。 

 また、津波により事業所を全流出した事業所の事業

再開を支援いたします、中小企業被災資産復旧事業費

補助制度を新たに創設することといたしておりまして、

今後につきましても、引き続き関係機関、団体と連携

を図り、被災者、被災企業等への支援対策の充実を図

ってまいる所存であります。 

 次に、新たな視点によるまちの再興の道についてお

答えをいたします。 

 まず、まち再興の総合ビジョンについてであります

が、東日本大震災からの再興にあたりましては、被災

者の住宅再建や雇用の創出確保が 重要課題ととらえ

ているところであり、集団移転や災害公営住宅の整備

及びそれに付随する避難路、避難所、下水道施設の整

備等、一体性を有するまちづくりを推進するとともに、

国・県の補助制度と連動した企業の再開支援、復興特

区を活用した企業の誘致、さらには湾口防波堤の建設

に伴う静穏水域を活用した新たな水産業のあり方を検

討するなど、安全・安心なまちづくりを基盤に据えた

復興計画に掲げる各プロジェクトを着実に推進するこ

とにより、新たなまちづくりを目指してまいりたいと

考えております。 

 次に、久慈城のあるまちの再興についてお答えをい

たします。 

 震災からの復旧、復興に当たりましては、久慈城な

どの歴史的な史跡、名勝及び自然遺産等を地域の資源

として位置づけ、まちづくりを推進していくことは、

大事な視点であると認識しているところであり、これ

までの歴史的な経緯を踏まえながら、新たな価値観を

生み出すジオパークに係るジオサイトの選定や三陸復

興国立公園内に設定をいたしますトレイルポイントの

発掘に努めるなど、多くの相乗効果を期待しながら、

これら歴史、自然遺産の活用を検討していきたいと考

えております。 

 次に、新たな震災対策についてお答えをいたします。 

 復興計画において、災害に強いまちづくりを推進す

るため、津波防災施設のかなめとなる湾口防波堤の早

期整備を強く要望していくとともに、防潮堤の整備や

河川堤防のかさ上げ等の実現による第１次的な防災機

能の充実を図りますほか、避難道路や避難所等の整備

促進に努めてまいりたいと考えております。 

 しかしながら、これらハード面の整備だけでは対応

しきれない 大クラスの津波襲来時への備えをも含め、

まずは人命を尊重し、みずからの判断でより安全な場

所への避難行動を起こすことが 重要であると考えて

おりますことから、防災意識の日常化を醸成するため

の恒常的な啓発が重要であるとも考えております。 

 今後におきましても、ハード、ソフトの両面を組み

合わせた多重防災型のまちづくりを推進してまいりた
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いと考えております。 

 次に、岩手大学との産・学・官連携についてお答え

をいたします。 

 岩手大学では、被災地の復興を支援するプロジェク

トを立ち上げ、沿岸の諸課題の解決に向けた取り組み

を、昨年10月に釜石市に設置した釜石サテライトを拠

点として行っているところであります。 

 課題解決に当たり、大学の高度な技術等を活用する

ためには、市町村、漁業者、企業及び住民等のさまざ

まなニーズの掘り起こしとともに、コーディネーター

機能の強化、拡充が必要とされており、岩手大学では

沿岸の広大な地域をカバーするため、当市にもエクス

テンションセンターを設置したい意向であると伺って

いるところであります。 

 市復興計画に掲げております水産業の復興プロジェ

クトなどを推進していく上では、これまで以上に岩手

大学との緊密な連携が重要であると考えておりますこ

とから、エクステンションセンターの設置に向けて、

岩手大学と調整を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、エネルギー政策についてお答えをいたします。 

 まず、久慈地下石油備蓄基地の機能拡充についてで

ありますが、国におきましては、東日本大震災におい

て石油製品の流通が途絶した、その影響を踏まえ、原

油備蓄のみならず製品備蓄の必要性等に関する議論、

検討を開始したところであります。 

 製品備蓄の誘致を視野に入れて、関係省庁等には防

災上の観点から、当地域の強固な地盤の活用が期待で

きるほか、現に実地している原油備蓄基地との一体的

な管理による効率性も期待されるなど、当市への立地

のメリットを説明しながら、情報交換を重ねていると

ころであります。 

 これまでの情報交換におきましては、製品備蓄は原

油に比べて備蓄可能期間が短いことから、立地場所を

選定する場合、備蓄基地の近隣地域の平時の消費量が

大きな要素であるとの示唆をいただいているところで

あります。引き続き製品備蓄を初めとしたエネルギー

供給拠点の形成に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、再生可能エネルギーについてお答えをいたし

ます。 

 まず、海洋資源及び湾口防波堤を活用した発電につ

いてお答えをいたします。 

 これにつきましては、文部科学省が来年度予定して

おります「東北復興次世代エネルギー研究開発プロジ

ェクト」を活用して、三陸沿岸において活用が期待さ

れる波力などの海洋再生可能エネルギーの研究が進め

られる見込みであります。 

 当市といたしましては、当地域が研究フィールドと

して活用されるよう、県とともに事業の実施が想定さ

れる大学等に対し、情報提供を行っているところであ

ります。 

 また、風力発電及び太陽光発電につきましては、さ

きの新政会代表、泉川議員にお答えいたしましたとお

り、民間事業者による調査等が進行しておりますこと

から、事業化に向けても事業者に協力等を行っていく

ほかに、新たな雇用の場の創出など、一定程度の効果

が見込める案件につきましては、財政的な支援も検討

してまいりたいと考えております。 

 次に、水力発電についてお答えをいたします。 

 まず、山口発電所では、昨年９月の台風15号により

まして損壊した取水ダム堰堤の復旧工事を年度内に終

える予定とのことであるます。また、崩落しました隣

接地の治山工事終了後に発電所の運転を再開する意向

であるとのことでもありました。 

 次に、滝ダムでの発電につきましては、滝ダムは主

に治水目的として設置されたものであり、ダム運用に

係る維持放流を行った際に、副次的に発電する仕組み

となっておりますので、滝ダムの湛水料に左右される

こととなります。したがいまして、常時放流を行うだ

けの水量の確保は見込めない現状でありますことから、

水力発電量の拡大は困難であるとされているところで

あります。 

 次に、放射線の測定についてお答えをいたします。 

 当市における測定状況についてでありますが、現在、

放射線空間線量率の測定を市内94カ所において毎月１

回実施しており、市役所敷地内においては、休日を除

き毎日測定しているところであります。また、平成24

年２月の地上高１メートルでの測定結果は、毎時0.04

マイクロシーベルトから0.08マイクロシーベルトの範

囲で、平均毎時0.054マイクロシーベルトであり、国

の定めます汚染状況重点調査地域指定要件である毎時

0.23マイクロシーベルトを下回っている状況にござい

ます。 

 なお、測定結果につきましては、広報誌及び市の

ホームページで公表を行っているところであります。 
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 次に、広域防災についてお答えをいたします。 

 まず、自衛隊、県外緊急消防援助隊等の防災活動拠

点としての成果をどのように生かしていくかについて

でありますが、昨年の東日本大震災におきましては、

アンバーホール、市民体育館等を自衛隊、県外緊急消

防援助隊等の活動拠点として提供し、久慈広域及び宮

古広域管内において、救援活動などで多大な成果があ

ったところであります。今後におきましては、後方支

援等のさらなる充実を図るため、活動拠点の整備を図

るとともに、関係機関との共同訓練を行うなど、防災

連携の強化に努めてまいりたい考えであります。 

 次に、久慈、二戸、八戸の３圏域連携の相互支援体

制のあり方についてでありますが、東日本大震災の教

訓を踏まえ、３圏域の連携強化を図る一方で、３圏域

を超えた枠組みにつきましても、連携の強化に努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、ドクターヘリについてでありますが、県では

岩手医科大学矢巾キャンパス内に基地ヘリポートを設

置し、発信方式による本格運行を本年５月から始める

としております。 

 市といたしましては、本県での運航開始にかかわり、

広い県道をカバーするための複数機での運航や、青森

県境を越えた共同運航を提言しているところでありま

す。 

 また、ドクターヘリの運航に当たりましては、行政

面や医療面などでの体制整備不可欠でありますことか

ら、さまざまな課題を検討する必要があるものと考え

ております。 

 次に、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）についてお

答えをいたします。 

 現在、政府はＴＰＰ交渉参加に向けた事前協議に臨

んでいるところであります。いずれにいたしましても、

ＴＰＰへの参加により、さまざまな分野での影響が懸

念されるところであり、特に関税等が撤廃された場合、

当市の基幹産業である農林水産業に対する影響ははか

り知れないものがあると考えております。 

 また、東日本大震災に伴う原発事故による農林水産

物への風評被害が払拭されておらず、今の段階で参加

交渉を進めることについては、我が国の１次産業の将

来に大きな不安を感じることから、国はこれらの懸念

に対する具体的な対応策を示し、かつ国民的な議論を

経た上で、参加について総合的に判断をすべきである

と考えております。 

 これまで全国市長会、東北市長会、岩手県市長会等

を通じ、慎重な対応を行うよう要望しているところで

あり、今後におきましても、さまざまな機会をとらえ

て、市の考え方を国に伝え、国が拙速にＴＰＰ参加に

踏み切ることがないよう要請してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、農業基盤整備事業についてお答えをいたしま

す。 

 まず、宇部川地区圃場整備についてでありますが、

昨年７月に策定をいたしました久慈市復興計画におき

まして、農業振興施策の取り組みとして位置づけてい

るところであります。県が策定いたしました岩手県東

日本大震災津波復興計画にも位置づけられております

ことから、国の復興交付金事業に本年１月31日付で申

請したところであると、県北広域振興局農政部農村整

備室から伺っているところであります。 

 市といたしましても、復興交付金事業により事業の

加速が図られるよう、地元受益者及び県及び野田村と

連携を図りながら、促進に努めてまいる所存でありま

す。 

 次に、大川目地区圃場整備に係る創設用地の活用策

についてでありますが、大区画農地を 大限に活用す

るための協同利用施設の整備につきましては、検討し

ているところであります。 

 この施設整備は他地域にも貢献し得る食料供給基地

としての役割を担うため、久慈市復興計画にも位置づ

けており、農業近代化施設の整備を計画しているとこ

ろであります。 

 現在、大川目営農推進協議会、関係機関、団体等と

施設整備等について協議を重ねているところでありま

す。 

 次に、保育行政についてでありますが、国において

保育園と幼稚園を複合化する幼保一体化について、現

在検討がなされているところでございます。この幼保

一元化につきましては、質の高い学校教育、保育が一

体的に提供されること、また待機児童の解消や保護者

の就労の有無にかかわらず子供を預けることができる

こと、また利用者がニーズに応じて多様な施設や事業

を選択できる等のメリットもございます。 

 一方では、管轄省庁、根拠法、保護者、設備等の違

いから、制度の複雑化、保護者の責任の増大等の問題



－86－ 

も指摘されているところであります。 

 今後とも国の動向を注視するとともに、当地域にお

ける保護者等のニーズの把握に努めながら、市政改革

プログラムに基づく民間移譲や新制度等を視野に入れ、

総合的に対応してまいりたいと考えております。 

 次に、介護職員の処遇改善についてでありますが、

介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、平成

21年10月から平成23年度末までの間、介護職員処遇改

善交付金として国から交付されております。今般の介

護報酬改定によりまして、平成24年度から介護職員処

遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するため、

例外的かつ経過的な取り扱いとして、平成27年３月31

日までの間、介護職員処遇改善加算が創設されると承

知いたしております。 

 これまでも市長会等を通じ、同制度の継続について

要望してきたところでありますが、今後も引き続き介

護職員の処遇改善等を国に対し要望してまいりたいと

考えております。 

 次に、観光行政についてお答えをいたします。 

 まず、東北観光博覧会に向けた当市の観光アピール

策についてでありますが、当該博覧会においては、東

北28ゾーンを紹介する公式ガイドブックの発行と、東

北観光博実行委員会が解説をする観光博ポータルサイ

トによる情報発信がなされることとなっております。 

 東北観光博覧会の本格稼働は３月18日となっており

ますが、観光博ポータルサイトは、それぞれのゾーン

事務局において随時更新することが可能でありますこ

とから、この機能を十分に活用して、きめ細やかで、

かつタイムリーな久慈地域の観光情報発信に努め、当

地域に多くの方々が訪れていただくよう、観光誘客に

努めてまいりたいと考えております。 

 次に、高橋克彦氏著書によります「天を衝く」の大

河ドラマ化についてでありますが、仮にご提言のあっ

た大河ドラマ化が実現された場合には、岩手県北地域

の観光振興や経済活性化に多大な貢献をするものとと

らえております。 

 しかしながら、大河ドラマ化の実現には放送事業者

の考え方や九戸政実に もゆかりの深い二戸市九戸村

の関係者の方々、さらには市民団体等の機運の盛り上

がりなど、クリアすべき課題が相当に多くあるものと

認識しているところであります。 

 次に、義経北行伝説についてお答えをいたします。 

 ご質問のありました義経北行伝説を観光資源として

生かす方策につきましては、現在、久慈市、二戸市及

び八戸市の３市で構成をいたします３圏域連携懇談会

等で検討を進めているところであります。これまでの

取り組みといたしましては、平成20年度に沿岸市町村

と岩手県が合同でドライブマップつきガイド「義経北

行伝説、三陸街道を行く、海の道を行く」を作成いた

しましたほか、ＪＲ東日本の岩手ＤＣガイドブックに

義経北行伝説の特集ページを設け、義経主従がたどっ

たと言われるルートや、ゆかりのある諏訪神社などの

情報を掲載するとともに、特別企画として実施いたし

ます駅からハイキングのコースに「源義経北行伝説の

地、久慈を歩こう」が設定されることとなっておりま

す。 

 今後におきましても、義経北行伝説を観光資源とし

て生かす方策について、関係団体等と協議、連携を進

めてまいりたいと考えております。 

 次に、地下水族科学館もぐらんぴあの再生復興に係

る計画の特徴や力点、安全性の確保についてでありま

すが、当該施設は文部科学省の公立社会教育施設災害

復旧事業を活用し、現在の場所に復旧することとして

事務を進めております。 

 計画の特徴等についてでありますが、管理棟につき

ましては、被災前の鉄骨づくりから鉄筋コンクリート

づくりとし、施設の強度を増強するとともに、万一の

際の避難路を屋上から施設の裏手の山につなぐことも

検討いたしております。水族館のあるトンネルの入り

口には、遠隔操作で開閉できる防潮扉を新たに設置す

るほか、当該トンネル内から別のトンネルに抜けるこ

とのできる連絡坑道の整備計画もあると、日本地下石

油備蓄基地株式会社から伺っており、安全性の確保に

は万全を期してまいりたいと考えております。 

 また、水族館の運営等につきましては、三陸の海の

展示物をふやすとともに、現在、まちなか水族館で行

われている体験と触れ合いを重視し、楽しみながら海

の魅力を知っていただくことのできる施設となるよう、

努めてまいりたいと考えております。 

 次に、風の館の運営状況についてでありますが、平

成20年４月に開業した観光交流センター風の館は、指

定管理者として社団法人久慈市観光物産協会を指定し、

施設の管理運営の委託をしているところであり、施設

管理運営のほか、物産店、各種イベント等の事業実施
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母体として活動いただくなど、おおむね事業計画に沿

った健全な管理運営がなされているものととらえてお

ります。 

 施設内の多目的ホールや会議室等の利用状況につき

ましても年々増加傾向にあり、多くの市民の余暇活動

などの場として活用されているととらえております。 

 後に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、三陸復興道路についてでありますが、ルート

及びアクセスポイントにつきましては、さきの新政会

代表、泉川議員にお答えしたとおりでありますが、お

おむねで10年で全線完成を目指す方針が示されたとこ

ろであり、測量及び地盤調査に伴う説明会や各種調査、

設計協議等が進められているところであります。 

 今後のスケジュールとしては、測量調査等を早期に

終え、来年度夏ごろには用地取得に着手し、できる限

り早期に工事着手したいと、三陸国土事務所から伺っ

ているところであります。 

 次に、小袖、久喜、三崎地区から国道45号へのアク

セス路線の整備についてでありますが、東日本大震災

においては、津波により県道野田長内線が全面通行ど

めになるなど、住民生活に重大な支障を来した教訓か

らも、市といたしまして久喜地区等から国道45号や市

街地へ安全にアクセスできる避難道路の整備は必要不

可欠であるものと認識いたしております。 

 しかしながら、現時点において国が考える東日本大

震災復興交付金事業の採択の動向を見ますと、津波浸

水区域からの集団移転等を含めた総合的なまちづくり

事業が優先されておりますことから、今後関係機関と

整備手法等について継続して協議してまいりたいと考

えております。 

 次に、広美町海岸線の整備についてお答えをいたし

ます。 

 まず、整備の時期でありますが、現在、道路詳細設

計及び用地測量等の業務委託を進めているところであ

ります。平成24年度におきましては、一部の用地買収

や家屋移転補償等を実施する考えであり、起点であり

ます市道下長内旭町との交差部から、終点の国道281

号に接続するまでの区間、420メートルについて、平

成27年度の開通を目標に順次整備してまいりたいと考

えております。 

 次に、避難道路としての機能の確保についてであり

ますが、本路線は全幅員16メートルの２車線の道路で

あり、災害時の通行にも十分対応できる道路と考えて

おります。本路線と市道との交差や取りつけ道路等に

ついては、今後関係機関等と協議を行い、避難しやす

い構造になるよう努めてまいる考えであります。 

 以上で、政和会代表、大沢俊光議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  政和会代表、大沢俊光議員

の教育行政についてのご質問にお答えをいたします。 

 初に、久慈小学校改築についてお答えをいたしま

す。 

 進捗状況についてでありますが、さきの新政会代表、

泉川議員にお答えいたしましたとおり、現在、敷地の

造成工事のほか、道路新設、雨水排水路工事等を進め

ているところでありますが、普通教室棟、管理・特

別・普通教室棟の建設工事につきましては、建築確認

申請中であります。 

 現時点における進捗状況は、予定より１カ月半ほど

おくれているところでありますが、今後関連工事とも

調整しながら、予定どおりに完成できるよう努力して

まいります。 

 次に、新学習指導要領についてお答えをいたします。 

 まず、小学校につきましては、今年度より完全実施

となっており、順調に各教科の学習が進められている

と認識しております。中学校につきましては、今年度

を含め３年間の移行期間を通じて、新学習指導要領の

実施に向けた準備を進めてきておりますが、再度、校

長会議や教務主任研修会等で、新年度開始前に万全の

準備ができるよう指導してまいりたいと考えておりま

す。 

 武道必修化における準備につきましては、さきの新

政会代表、泉川議員にお答えいたしましたとおり、各

校における指導計画、安全面への配慮事項、段階的な

指導方法等について調査し、柔道の授業が充実し、重

大な事故等が発生しないように具体的に指導してまい

りたいと考えております。 

 後に、新野球場建設についてでありますが、昨年

３月発生しました東日本大震災からの復旧・復興は、

市民生活や生業に直結する事業を 優先に取り組まれ

なければならないこと、そして災害に強いまちづくり

が早急に進められなければならないことを念頭に置い
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て、災害時に市民の避難や後方支援等の重要な役割を

持つ機能性の高い野球場の建設を視野に入れ、復興交

付金事業や災害復旧事業の適用等について、国や県と

協議しているところであります。今後も建設実現に向

けて、鋭意努力してまいる考えであります。 

 以上で、政和会代表、大沢俊光議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  丁寧なご答弁をいただいて、

いろいろな面で大方理解した部分がありますが、何点

か再質問させていただきます。 

 通告の順番にならない部分があります。時間との関

係もありますが、まず１点目です。土木行政、10番の

高規格道路の関係の説明会に案内もいただき、私も参

加しましたが、そのときに資料をいただいた。まさに、

この高規格道路のそれぞれのインターの出入り口が示

されました。人口密度の関係やら、先ほどいろいろ経

費節減あるいは距離間の問題も説明いただきましたが、

実は宇部町は三鉄が通ったときに、年数は申し上げま

せんが、当時は軽トラやリヤカーやら人が通ればいい、

馬車が通ればいいというトンネルの発想、あるいは経

費節減でトンネルがあるわけですが、通路があるんで

すが、今ではとてもじゃないですが、それが大変支障

を来した。まことに当時の方々には申しわけないんで

すけれども、先を見通した道路づくりにかかわる三鉄

の通用門等がうまくいってなかったという反省が地元

としてあります。 

 今回も国のものの考え方がわかりますけれども、ぜ

ひ宇部町で申し上げますと、野田村にも久慈にも両方

から出たり入ったり双方向のインターがあると言いま

すけれども、今回津波でどちらも予想されるところが

浸水しているわけです。そういうことから考えますと、

距離間で片方から乗れる、片方からおりるじゃなく、

双方向で検討するように、ぜひ再検討していただきた

い。 

 それは、皆さんきっと国交省の皆さんがそうだと思

うんですが、宇部町は45号線や見たところの家屋や人

口だけを見る傾向にあるんです。ところが、皆さん資

料データを見てもわかるとおり、人口密度は旧久慈町、

長内町に次ぐのが宇部町なんです。しかも今回久喜、

小袖、この沿岸部が県道でストップする状況になった。

その方々プラス長内とのアクセスのことを考えますと、

日吉町宇部線からのつながりで、当然山根町やら小久

慈町地域の方々あるいは日吉町の方々が利用するアク

セス。そしてなおかつ久慈のところが浸水した際に、

この野田と宇部の間のところに双方向がないと、工業

団地からの製品の出し入れが大変なわけです。ぜひ市

としては了解したということで、そのいきさつについ

ては了解しますけれども、100年の計に立った、ぜひ

料金場も設置するようではない考えだようですので、

双方向から上がれる、この人口密度、工業団地あるい

は利用するであろうエリアを再考していただきたい。

再調整していただきたい。これが１点でありますけれ

ども、市長さん、あるいは関係者の考え方を再度お願

いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  ただいまのお話にありまし

た宇部地区に想定されるインターのことでございまし

た。このことにつきましては、市長からもご答弁申し

上げたとおりでありますけれども、それじゃこれから

詳細の設計等にも入っていくわけであります。そうい

った際に、そのインターのあり方、その地域のあり方、

そういったもの等々、さまざまな角度からまた改めて

市のほうからも要望等をしてまいりたいというふうに

思っております。 

 今のところは、まだ地権者に対する説明ということ

で進んでいるわけでありますけれども、今後ルート、

こういったものがはっきり見えてまいりますと、そう

いった取りつけの関係等、これがまた新たな課題とし

て浮上してまいりますので、そういった際にまた改め

て、フルインターの必要性、こういったものを要望し

てまいりたいというふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  ぜひ市長さん、副市長さん、

今の意を介していただいて、交渉、折衝お願いしたい

と思います。 

 それから、７番の農業基盤整備の圃場整備。これは

県が計画の事業主体ですが、１月31日に申請していた

だいたと、こういうことでございますが、ひとつ私が

推進協の責任を持っていますけれども。やはり受益農

家の皆さんは、この事業のスタートは10％負担でス

タートし、その経過後５％まで軽減され、残りその
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５％を負担していかなきゃならないという発想に立っ

ていますが、何とかこの復興事業で申請が認可される

方向にあるのであれば、その経費負担がさらに節減で

きるような事業とし、なおかつこの野田村との整合性

をとっていただければなと、こう思うわけであります

けれども、考え方についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  復興道路整備について、再度

ご質問いただきました。基本的には、ただいま部長か

ら答弁いたしましたとおりであります。ただ、ここで

ぜひご理解をいただきたいのは、私どもこの復興道路

の整備に当たっては、さまざまな観点から市の考え方

をまとめ、あるいは復興期成同盟会等々も意見を交わ

しながら、一定の統一的な行動をしてまいりました。 

 その間の一つが、先ほどもご答弁の中で申し上げた

ところなんですが、例えばパーキングエリア、こうい

った広場的な空間が欲しいということと、それからそ

の自動車専用道路に人的に歩行等で上れるような、そ

ういったアクセスポイントもつくれないかということ。

それから同一市町村内において複数のアクセスポイン

ト、すなわちインターでありますけれども、これを極

力つくっていただきたいということ。さらには、ス

ピード性、通行上のスピード性、これを担保していた

だかなければ困る。せっかくできた道路が時速50キロ

では困るわけでありますので、設計速度80キロ以上の

整備をぜひお願いしたい。さまざまなことを申し上げ

てきた中で、まずは示されたインターチェンジの案が

こういう状況でございました。 

 先ほども申し上げたとおりでありますが、二つの通

常であれば15キロ、20キロの間に一つという整備手法

があるわけでありますけれども、我々が望んでいた結

果、少なくとも久慈市内に３カ所のアクセスポイント、

すなわちインターが設置をされると。まずはこの実績

をつくるために全力を傾注しているところであります。

その後においては、議員からご指摘の観点、視点も踏

まえてさらにフルで整備されるように、引き続き努力

してまいりますので、よろしくご理解をお願いいたし

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  宇部地区圃場整備にかかわ

ってのご質問でありますけれども、市長から答弁申し

上げてるとおり、県とすれば復興交付金事業に申請を

したところであります。いずれ市といたしましても、

県広域振興局あるいは県本庁とも、十分にこれは事業

等についての推進についての打ち合わせ等を綿密に行

っているところでございますので、何とか国の復興交

付金事業に決定されるように、これからも十分に話を

詰めながら、対応していきたいというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  次は、通告２番の新たな視点

のまちづくり再興ですが、私が通告したのは３点、４

点になってますけれども、さきの日報に平野大臣が

「国のほうからメニューを出すんじゃなく、地域の創

意工夫を生かしたオーダーメードの復興を望む」と、

こういうふうな見出しがあるわけですが、まさにそう

だと思います。 

 市長さんから、それぞれこの４項目について意気を

いただきましたんで、それなりに意義を感じています

が、あえて申し添えますと、（２）番の城です。久慈

城、北行伝説と義経等も含めて、何とか日本国全国歩

いて、城があったのに、お殿様がおったのに姿が見え

ない形になってないという市はないんです。どうかひ

とつこの時期をとらえて、市長さんに非常に失礼な言

い方をすれば、市制施行、お父さんが久慈市を発足さ

せたわけです。息子さんである現在の市長さん、ぜひ

再興する総合的なまちづくりの中に、ぜひこういう項

目を入れて、新しい視点で立って総合的な政策をぜひ

実行していただきたい。その中での城、これを生かし

た久慈市のものの考え方、もう一度ご答弁願います。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  久慈城等、史跡文化財等を活

用したまちのつくり方というものは、大変に重要な視

点であると、このように思っております。 

 ただ、個別具体の事業提案になりますと、例えばご

承知のとおり、久慈城についてはなかなかに用地を市

において取得できがたい状況等にもあると、こういっ

た状況であります。 

 したがいまして、私はまずできることをやっていこ

うということでありまして、義経北行伝説についても、

これは伝説ではなく史実であると、こういった思いを

描くことは自由であるわけでありますので、そういっ

た方向に向かってしっかりと検証を重ねていく。その

中で、一つの物語、ストーリーをつくっていくことも、
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また私どもの役割なのだと、このように思っておりま

す。 

 ご提言の趣旨を踏まえて、これからも歴史、さまざ

まな遺跡を活用した地域づくり、これに努めてまいり

たいと考えております。 

    〔「よろしくお願いします」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  大沢議員の質問に関連して、

何点かお尋ねをいたします。放射能の測定についてお

尋ねをいたします。 

 福島原子力発電所１号から３号機の爆発事故が出た

わけでございますが、この事故をどのような認識でと

らえているかお尋ねいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  福島原発ということ

のお尋ねでございますが、国において今、民間の調査

員によって対応策等の検討がなされているというふう

には聞いておりますが、原発自体の詳細については、

私どもちょっととらえ切れておりませんので、ご理解

をいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  私なりに勉強したもので大変

失礼でございますが、申し上げたいと思います。 

 国際的な原子力事故の評価尺度で 悪レベルの７と

評価され、スリーマイル、チェルノブイリ、そして福

島と 悪の事故が３件も発生し、その他幾つもの重大

事故が報告されていながら、今日まで原子力発電所事

故の確率は無視できるぐらい小さいと宣伝されたきた

が、実際に起きたこれらの事故は、このような見方に

は何の根拠もないことが事実をもって証明されたわけ

であります。 

 したがって、私は当市民の安心・安全のために市内

全域の水道水の水源地、魚介類、畑、田んぼ、山林、

採石場、河川等、山林等、定期的に検査をしてデータ

化をする必要があるというふうに思いますが、先ほど

の答弁では94カ所ほど調査をしているんだというご答

弁でございましたが、その中に私が今質問したものが

どれだけ入っているかお尋ねいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  今、議員おっしゃい

ました中で、私どもは94カ所でやっておりますのが、

空気中の空間線量率でございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  なぜこれを申し上げたかと言

いますと、今この福島の原発事故で騒がれているとき

に、国や県に対してこの調査を徹底的にさせる、みず

からもするという形をとらない限り、年数がたてば私

は不可能ではなくても、なかなかできない状況になる

というふうに思うからであります。 

 それはどういうことかと申し上げますと、農用地の

土壌の汚染防止に関する法律、特定化学物質の環境へ

の排出の把握等及び管理促進に関する法律、化学物質

の審査及び製造等の規制に関する法律、循環型社会形

成推進基本法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、

原子力基本法、大気汚染防止法、環境影響評価法、水

質汚濁防止法、土壌汚染対策法、これらが我々の生活

に密接にかかわる法律なわけですが、この法律の中に

は、いずれもこれらの法律には放射性物質を除く、ま

たは放射性物質及びこれによって汚染されたものは除

くと、附帯条件が。じゃ、放射能の廃棄物はどのよう

な法律でもって規制できるんだということになれば、

何にもないんです。ですから、今原発が騒がれている

今こそ、当地方の食にかかわるものは、特にデータが

できるような形でとらえて、国や県に対する強い要望

をしていただくようお願いをして、次に移ります。 

 次は、久慈城のあるまちの再興について。先ほどの

大沢議員の質問に尽きるというふうに思ってございま

すが、久慈城といえば大川目にあったんだというよう

な認識が一般的だろうと思いますが、それ以外に城が

あったというようなことは、あるかないか把握してい

るかお尋ねします。 

○議長（八重櫻友夫君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  久慈城ということになり

ますと、現在の大川目地区以外については、とらえて

おりません。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  時間がないから、これは別な

機会に議論させていただきます。参考までに申し上げ

ますと、こういうことがあるんです。 

 久慈村の町なかより１里半ばかり北を流れる夏井川

と、その流れを利用した水堀が囲んだ丘陵に築城され

た久慈南部光信が城主の平山城郭である。東西約150
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軒、南北は約100軒の城郭の中を一筋の空掘を通し、

南は主格で武具庫、食料庫などの主殿を構え、西は三

の格で家臣らの屋敷となっておるというのがあるわけ

ですけれども、まさに久慈は久慈城にかかわるもので、

歴史と文化を誇り得る資源を私は有していると思いま

すので、こういうものに義経伝説と並んで、やっぱり

歴史と文化に光を当てていく認識を示していただきた

い。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  ただいまご提言があ

りました久慈市内に存在する史跡関係を活用したまち

おこしというか、そういう取り組み、新たな光を当て

るという取り組みにつきましては、私どもも大変共感

するところでございます。それにつきましては、市長

のほうからご答弁申し上げましたが、私の存じ上げて

いるのは、森嘉兵衛先生がお書きになりました「九戸

地方史」なんかに相当、それらの館関係、城跡関係等

につきましては記述があったというふうに記憶してお

ります。 

 それらも含めまして、先ほど来申し上げました義経

北行伝説、これの正史化を含めたポイントというんで

すか、そういう視点のポイントにつきましては、ただ

いま庁内で検討委員会を設けておりまして、約206ポ

イントをあげてルート化した整備を進めていこうとい

うふうな具体的な取り組みもしておりますので、ご理

解賜りたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  次は、大河ドラマ化について

お尋ねをいたします。 

 この震災が、強烈な状況が起きて、きょうの明日が

大変だという状況のところに、歴史とか文化では腹が

膨らまないというのが当然なわけでございますが、し

かしながら中央の議論の中には、ただ単に建設だけで

はだめだと。歴史と文化を踏まえた地域に、地の足の

ついた計画こそが地域復興なんだということが語られ

ておるわけです。 

 したがいまして、それを考えたときに、いずれこの

10年後には八戸仙台間の高規格道路が開通するでしょ

う。そうなったときに、久慈市は何を魅力あるもの、

何をもって久慈市におりていただいて、安らぎなり食

するなり、そういうものを久慈は提供できるであろう

かというような考え方に、観点に立ったとき、私はこ

の久慈城あるいは夏井にあったとされる平山城、こう

いったものに行政が率先した制度の光を当てていけば、

10年後にはいろんな意味に波及効果をつないでいくこ

とができるというふうに思うわけであります。 

 ましてや、高橋克彦著書の「天を衝く」本を見ます

と、久慈、九戸村、二戸、三戸、この３圏域がまさに

中心の舞台になっているわけでございますから、これ

をぜひとも大河ドラマ化をして、全国に１年間見てい

ただくということになれば、これより当地域にとって

優良な資源はない。今までは観光資源というものは、

当地方においては大自然の美しさを見る、あるいは新

鮮な食べ物を、おいしいのを食べるがせいぜい主流だ

ったと私は思うんです。今まではこの歴史を資源化す

る、文化を資源化するという感覚を私は薄かったんじ

ゃないかなというふうに思います。 

 したがいまして、ここに力を入れてやっていくなら

ば、私は歴史を見て触れる、それでプラスアルファ、

自然のおいしさに触れるという状況が生まれてくると。

その中心は、私はこの久慈城再建にもつながっていく

ための環境整備の地ならしの一端として、九戸政実公

の末弟が、久慈備前守には子供がなかったために、養

子として久慈に来たことになってるつながりの深い関

係なわけですから、こういうところに大河ドラマ化を

さしていくための力を注いで私はいくべきだというふ

うに思いますので、もう一回市長さんの決断を聞かせ

てください。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  議員がお話されていること、

私も同感です。歴史、文化そしてこの地域の自然景観、

あるいは食、それから暮らしそのものです。山里の暮

らし、海の暮らし、そういったものがすべて魅力ある

ものだと、このように思っております。ただ、これは

私が市長に就任する前から主張させていただいている

ことなんですけれども、日々の生活の中で我々には既

になじんだ風景であったり、食であったり、景観であ

ったりする。だから、逆にそれが当たり前のものとな

ってしまっておって、よそから見れば価値があるんだ

けれども、案外にその地域に住む人たちは、価値を当

たり前のものだと、このように思ってはしないだろう

か、こんな思いがずっと強くありました。 

 したがって、私はそういったものを一つ一つ掘り起
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こして、いわば眠っている資源、価値があるんだけど

眠っている資源、未利用の資源、これを掘り起こすこ

とが重要であると、今でも訴え続けているわけであり

ます。 

 そういった観点から、実は議員ご指摘の歴史等々に

ついても同様であるというふうに考えております。機

会あるごとに、こういったことについても私なりに主

張させていただいております。 

 一つの例で申し上げますと、通称三角山と言われて

いる一帯には、干支守り本尊、これがずっと形成をさ

れているわけです。私もある守り本尊の一つのお社に

かかわっているわけですけれども、久慈市に帰ってま

いりましてからそのことに気づきました。それまで私

も承知していなかったんです。周りを見渡すと、確か

に干支が揃ったお社がある。本当にまとまった一角に

あるわけです。これを何とか点に存在させるだけでは

なくて、散策路等で結んでいったらば、非常にすばら

しいものになるんだろう。このことをもう既に10年も

前に主張してまいりましたが、今ようやくにして、そ

ういったことの理解が進み始めて、市民の皆さんが自

発的にそういったことの取り組みを行ってきていただ

いております。 

 ですから、ドラマ化という具体のご提言になります

とさまざまな課題はあろうかと思いますけれども、議

員のご趣旨はドラマ化にあるというよりは、歴史とい

ったものをもっともっと光を当てたらどうかと、こう

いうご提言であろうと思いますので、同様の考え方で

もってこれからも取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  もうちょっと時間があるので、

もうちょっとくどくさしていただきたいと思います。 

 市長は常々人輝くまち、これを盛んと証明されてい

る。だから、私はこの歴史にこだわって。何でかと申

しますと、皆様方ご承知のとおり、津軽は久慈の出身

の方が行って津軽をつくって、津軽藩主が５代目の孫

によって達成されたと。この初代の方が、方針が何を

言ってるか聞いた。「馬肥ゆる里、旅人は富、そうい

う地域社会をつくるんだ」。それはそこに住んでいる

旅人がとめる生活を11年間で３倍に人口にふやした。

そういう意味からすれば、私はまさに人輝くことを、

今から500年ぐらい前と同じ理念を市長さんが申され

ることに、これはすごいことだなという意味から、こ

の久慈城にこだわって質問させてまいりましたことに

ご理解をいただきたい。 

 それから、地域社会の皆様方の盛り上がりで、こう

いうものが大きくなって実現にこぎつけていくという

形になれば、これは一番いいわけです。私はそういう

答弁を前にいただいたような気がして、市議会議長会

の議員懇談会の県の交流会の場において、平泉の世界

遺産の件に関して講演された方に質問しました。 

 何が原因で平泉は世界遺産に活動、動き始めるよう

になった、そのきっかけを教えてください、こう申し

上げましたら、議長、町長が先頭に立って今日の状況

に至ったんだというお話を伺いました。 

 それから、ＮＨＫの大河ドラマ化について申し上げ

れば、佐賀県知事とか京都のほうでは、首長さんが先

頭に立ってこのドラマ化の誘致推進協議会なるものを

発足して一生懸命取り組んでおる。そういう全国的な

例から見ても、私はこの九戸政実を主体にした著書、

「天を衝く」というものは全国に紹介できるすばらし

い中身だというふうに思いますので、ぜひともこの北

行伝説を抱き合わせて久慈市をＰＲしていく、避けて

通ることができない歴史の資源だという意味において

は、この３圏域の中でもしっかり議論していただくよ

う切にお願いし、もう一度お答えをお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  あくまでもドラマ化に関する

ご質問ということではありますけれども、例えばあれ

は題名は忘れましたが、「炎立つ」だったでしょうか、

江刺においてロケが行われたことがありました。その

ときにも、確かに首長、議会等々が連携をしながら世

論を喚起していった側面もありますけれども、同時に

市民の皆さんがエキストラとして出演をする、あるい

は仕出し、ケータリングですね、こんなことまでも組

織化して、本当に熱心に動いていったという経緯を私

はよく承知しております。 

 したがって、平泉にしろ何であれ、提唱者はだれで

あれ、やはり市民が中心となって動かなければ、それ

は本物とは言えないというのが私の信念であります。 

 したがって、ぜひご提言の向きにつきましては、機

会あるごとに私も八戸市長あるいは二戸市長等々にお

伝えをしてまいりますが、ぜひ議会においても３圏域

連携の中で、そういった機運を大いに盛り上げていこ
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うと、こういったご議論があって提言いただくんであ

ればありがたいと、このように答えさせていただきま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  この際、暫時休憩いたしま

す。再開は午後３時20分といたします。 

    午後２時32分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後２時50分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 政和会代表大沢俊光君の一般質問を継続します。関

連質問を許します。15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  大沢俊光議員の質問に関連し

何点か質問いたします。 

 まず、野球場の建設についてでありますが、市長、

教育長の施政方針演述では、どうも野球場の「や」も

出てこなかったなということで、非常にこれは後退し

ているのかなという心配をしておりましたが、復興優

先ということ、あるいは復興予算で何とかならないか

というような検討中ということもありまして、建設に

向けて努力していきたいという答弁でありました。 

 私は、日曜日、26日に岩手県野球協会の評議委員に

久慈市野球協会の代表として出席してきましたが、こ

の際にも野球場は大丈夫だろうなという話が皆さんか

ら言われ、いや、今はまあ努力していきたいという話

だけにするしかなかったわけですが、今もそういう状

況の答弁かなというようなことでありますが、この防

災機能を備えたという野球場をどのような規模、どの

ような構想でのこの防災機能を備えたという話になっ

ているのか、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  まず、教育委員会といた

しましては、野球場をまず必要だということで、先ほ

ども教育長から申し上げましたとおり防災機能を備え

た野球場ということで国、県に優位な交付金等がない

か、今協議中ということでございます。で、野球場そ

のものに防災機能を付加するんだということもござい

ます。できれば、周辺にも防災機能を備えた施設もこ

れはあればもっといいわけでございまして、あわせて、

現在また、これも交付金等が国の補助金等の導入があ

ってのことでございますので、今検討、協議中という

ことでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  今の防災機能あるいは都市公

園、防災公園のようなものかということも考えられま

すが、今のこの復興の時期ですから、あるいはこっち

の防災公園のほうが先行し、それに合わせて野球場も

計画していくという考えも一つあってもいいのかなと

いうことを考えておりますが、今具体的な防災機能と

いうのはどういうことかということはなかったんです

が、その辺の市当局のほうでもいいですし、教育委員

会でもいいんですが、その具体的にどういう希望のそ

ういう防災関係の施設等を考えているのかお伺いした

いと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  総合防災公園という

構想のもとで、今災害交付金事業として取り上げても

らえるかどうかということで、国県に強く働きかけて

いるところでございまして、具体的な施設そのものに

ついては多くはというか、熟度の高いものでの持ち合

わせというのはありませんけれども、国のほうは、今

１次の分の交付金事業計画の提出等を求められており

まして、ここのところでは不要不急の事業、これにつ

いては後回しですよと。今現在必要な被災企業等の再

建あるいは自宅の再建等、そういう今緊急性の高い事

業についてぜひとっていきたいというふうな方針が大

臣のほうから示されておりますので、そこのところで

のいろんな協議を進めているというふうな状態でござ

いますので、ぜひご理解をお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  この３次補正の中にも、この

国交省の事業の中に都市公園事業という項目がありま

すが、例えばこの中でこれを活用してその計画を進め

るとかという事業ではないのかどうか、確認したいと

思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  ５省40事業の中には

そういう項目がございますが、これについては被災し

た公園関係、これを整備するという事業が優先される

ということでございますので、私どもといたしまして

は、何とか実現の方途というか、端緒をつかみたいと

いう思いで、総合防災公園の事業の中で対応できない
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かということを、国県のほうに働きかけているという

状況でございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  そういう方向で努力していた

だきたいと思いますが、教育委員会のほうに事務的な

話で、今、６月議会、９月議会とも質問しております

が、９月議会の答弁では、これまで建設予定地の地権

者の意向を伺ってきたと、今後は用地の詳細な測量調

査等を行うことになるが、東日本大震災に係る復興計

画の実施において防災施設等としての活用も含め、重

要度及び優先度を考慮しスケジュール等を検討してい

きたい、12月議会では、防災機能を備えた野球場とし

ての計画策定を進めているということでしたが、この

用地関係、あるいはこの計画策定の関係での進捗状況

をお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  これまで、今お話しいただ

きました、ご質問いただきました６月、それから９月、

12月というふうなことでのご答弁を申し上げたとおり

でございまして、候補地としてさまざまな条件等を含

めながら６カ所候補地として選定しているわけでござ

いますが、それの優先順位を決めてあるというふうな

ことで、その用地についてのその地権者の打診をして

おるわけであります。 

 その段階でもって、次にはいよいよ財源的な裏づけ

がなければ次のステップになかなか進めないというふ

うなこともございます。 

 で、今のその東日本大震災によってこれの復旧・復

興がまず優先であること。そうした中で、防災に強い

まちづくりの中でのこの野球場の建設というものを進

めていくことが、まず実現に一番近い方法なんだろう

というふうな思いを持って進めている、その計画を持

ったというふうなことについては、12月議会でご答弁

申し上げたところでございます。 

 で、それについても、先ほどご答弁申し上げました

ように、あるいは次長のほうから申し上げましたとお

り、現在国のほう、県のほうともそういった防災機能

を十分に果たし得るような施設づくりとしてのその協

議を進めている段階でございますので、その後の地権

者等との打診、それらについては現在のところその状

況のほうは進んではおらないという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  いろいろ復興関係で事情はわ

かっておりますが、県内の野球関係者からは、その国

体開催にかかわっても、ぜひ頑張って建設に向けてほ

しいという話をされておりますので、今後よろしく、

我々野球協会のほうでも頑張りますし、担当者のほう

でも頑張っていただきたいなと、このように思ってお

ります。 

 次に、道路のインターチェンジの関係でお伺いしま

すが、宇部、上長内とも１方向ということでの上り口、

下り口がということなわけですが、私は双方向からの

インターチェンジが必要だというふうに考えておりま

して、まずその前段として、この高速道路、将来建設

になった場合の料金体制はどうなっていくのかお伺い

したいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  今回計画されている道路の

利用料金ということでありますが、その件については、

当方では承知してはございませんが、ただ、これまで

八戸・久慈自動車道、あるいは、そういった高規格道

路、こういったものは現在無料の扱いになってござい

ます。今回のその三陸復興道路、これについては料金

そのものについての国のほうからの姿勢といいますか、

そういったものはまだないものであります。 

 私どもとすれば、無料で通行できる、そういった道

路になるものというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  私を含め何人かで非公式に三

陸国道事務所の職員の方から聞きますと、将来もずっ

と岩手県内は無料だよという話を担当者から聞いてお

ります。 

 ということは、このインターチェンジの整備にもか

かわる話になるということで、ぜひ確認をとって、こ

の双方向の整備に進めてほしい。というのは、我々が

イメージするインターチェンジは、大きく回ってその

方向を変えていくとかというインターチェンジなわけ

ですが、例えば、この料金を取らないのであれば、こ

の八戸・久慈自動車道の入り口、あるいは、こっちの

バイパスの入口の新井田のそのインターチェンジが模

範になるかなと、モデルになるかなと思っております。 
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 それをやるのには大した経費は必要ないのかなと思

っておりますが、この１方向あるいは２方向の２つの

比較をして、それをお伺いしているのかどうか。ある

いは、市として比較したことがあるのかどうかをお伺

いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  インターチェンジの形状と

いうことでありますけれども、東北自動車道、こうい

うふうな基幹となる、根幹となる道路、こういったも

のは大きくトランペット型とか用地を大きくとるよう

なそういった構造になっているわけでありますけれど

も、今回建築する道路、これについては比較的用地が

少ないダイヤモンド型あるいはＹ字型といいますか、

そういったインターチェンジが想定されております。 

 ただ、釜石とか宮古、こういったところでは盛岡の

方面、あるいは釜石から花巻のほうに向かう道路があ

るわけですが、こういったインターチェンジについて

は、ある程度大きいものになるんではないかというふ

うにとらまえております。 

 そういった観点からすれば、久慈地域にかかわって

はダイヤモンド型の比較的用地のかからない、少ない

インターチェンジになるというふうにとらまえており

ます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  市長も構想段階といいますか、

当初の三国さんとの協議では了としたというようなこ

とのわけですが、皆さん、市民もそう思っていると思

いますが、工業団地を控える、あるいは先ほども私が

言っております防災公園等を兼ねるような野球場等を

含めた施設が、あるいはこの上長内が適地だと思って

おりますが、この場所につくるとすれば、やはり今の

うちにお願いして双方向のインターチェンジにすべき

だと思っております。ぜひ進める努力をしていただい

て、それでもちょっと無理だなということであれば、

経費はどれくらいかちょっと算定はしていないわけで

すが、市で金を出してでも双方向にするというふうな

考えを持ってもいいかと思いますが、お考えをお伺い

します。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  先ほどから答弁しております

とおり、将来に向かってしないということではないの

であります。現時点でも、ぜひそういったフルといい

ますか、双方向のインターチェンジにしてほしいとい

うことはもう既に申し上げている。そういうことはぜ

ひご理解いただいて、現時点では、こうだというふう

におとらえをいただければ、ありがたいと。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  先ほどの答弁で、詳細設計が

出たらという話がありましたので、心配しておりまし

たので、その辺はぜひ市当局そして議員一体となって

努力していくべきだなと、このように思っております。 

 次に、風の館の運営状況についてお伺いしますが、

先日の議会開会日に、２月15日付の監査報告書で、今

後の管理運営については、施設の設置目的に沿って効

果的に運営し、サービスの向上と利用促進及び地域の

産業振興にさらに努力されたい。所管室においては、

協定書に基づき適切な指導助言を行うとともに、当該

団体の指定管理に係る業務の円滑な推進の確保が図ら

れるよう配慮されたいとのことでありました。 

 市当局としては、このことをどのようにとらえ、ど

う指導していくのか具体的にお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  風の館についてのご

質問にお答えをいたします。 

 今、小倉議員さんのほうから監査の結果の状況が報

告をされました。具体的にはこういったことが悪いと

か、いいとかというような具体性のあるものでなかっ

たととらえております。おおむね順調に管理されてい

るというふうな監査の結果をいただいたと、私はその

ように思っております。 

 したがいまして、先ほど市長からもご答弁を申し上

げましたけれども、この施設の利用、そういったもの

がおおむね順調に推移している、そういうふうにもと

らえてございますし、あるいは、今指定管理を受けて

いる久慈市観光物産協議会においても、各種イベント

やら、物産展やらいろんなものを工夫しながら開催を

いただいてにぎやかさを増してもらっていると、そう

いうふうに思ってございますので、今度ともそういっ

たものがさらに厚みを増していけれるように、一緒に

なって取り組んでまいりたいとこのように考えてござ

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  そうしますと、この具体指導
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事項はないということでよろしいということですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  そのように思ってご

ざいます。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  やはり久慈城のあるまちの再

興についてお伺いしたいと思いますが、市長も非常に

大事な視点だということで、議会のほうでもいろいろ

盛り上がるようにというような話もありましたが、こ

の東北は過去に中央政府にかなりいじめられたといい

ますか、かなり抑えられてきたということがありまし

て、天災あるいは人災によってもかなり危機を味わっ

てきておりますが、そのたび重なる危機を乗り越えな

がら今があるということなわけであります。 

 その中に、九戸政実が豊臣秀吉に抑えられて殺され、

そして久慈城も破却されたということもあるわけです

が、そういうことを払拭していくにも、この復興のシ

ンボルにこの久慈城のあるまちが非常にいいなという

ふうに感じておりますが、さらにはこの歴史の重みと

文化財を大切にする機会にもなると思っております。

歴史のあるまち久慈をつくるために、このお城のある

まち再興をさらに努力していってほしいと思っており

ますが、さらにこういう市民の力が必要だなというこ

とも当然ありますし、先ほどの大河ドラマにおいても、

市長からも民の力を引き出すというようなこともあり

ました。そういうことも合わせて、こういう民の力を

引き出すためにも行政の力が必要だと思っております

が、その辺を行政としてはどのように考えているかお

伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  この地は代々蝦夷の

地というふうなところから、いろんな意味での、議員

の観点でいけば負というふうな言い方かもしれません

けど、私は負だとは思ってませんが、そういう時代。

それから、義経の時代でも、蝦夷の時代等を踏まえた

義経の時代がありましたし、その後いろんな意味で遠

隔の地というふうなことでとらわれておりましたし、

この九戸政実が生きた16世紀、1590年代の日本のあり

方、ここのところにとっても中央との結びつきの度合

いによって遅れをとった九戸政実、それを先んじた南

部家の棟梁、ここのところの対応の仕方というのは歴

史を変えていったという、そういうふうに形づくって

いったというような経緯もありますし、近くは幕末で

の対応、ここのところで賊軍の汚名を着せられたとい

う歴史的な経過もございます。 

 それらのところでの全部ひっくるめての汚名という

ふうなご発言かなと思いますけれども、決してそうい

うことじゃなくて、そういう時代を乗り越えてきた私

どものエネルギーを結集して攻めに転じようという意

味合いかなというふうにとりましたけれども、ぜひ、

そういう視点も大変必要なこと。今からの時代を見据

えれば、東北の時代だ、岩手の時代だということでは

大変必要な観点だというふうに考えておりますので、

ぜひこういう機会でもありますので、地域を見直す、

光を当てるという意味では、地域の中での宝の存在を

ぜひ発掘してまいりたいと、こういうふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  それでは、大沢俊光議員に関

連しまして何点かお聞かせを願いたいと思います。 

 まず、被災者支援についてお伺いいたします。 

 防災集団移転の関係でありますけれども、高台移転

計画、この防災集団移転のこの申請事務の見通しにつ

いてお聞かせを願いたいと思います。なかなかに、こ

の間も現地説明会があったわけですけれども、 初の

１回目の説明会、市長みずからおいでを願って、まさ

にこの防災集団移転計画、高台移転計画を何とか物に

したいというふうな意気込みがあって、我々も期待を

しながら推移を見守っていたところでありますけれど

も、この防災集団移転計画、国レベルでかなり膨大な

申請が予想されるということで、久慈市は極めて厳し

いという状況下にあるというふうな説明をいただきま

したが、それについて、まず、お聞かせを願いたいと

思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  私どものほうは、被

災地、大きく分けまして４地区の地域にこれまで６回

ほど入らせていただきまして、相談なり、説明会なり

を開催さしていただいております。 

 で、当初私どもは被災された方々の移転につきまし

ては、一番有利な方法は何かということで、防災集団

移転というところでぜひ国のほうと協議をしてまいり

たいというふうなご説明を申し上げたところでござい
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ます。 

 ただ、この時期になりまして、実は災害防災集団移

転ということにつきましては、制度上のつきものであ

りますが、災害危険区域という指定、これをしなけれ

ばならないと。で、その反対ということで、その地は

被災された宅地等については買い上げをしますという

ことで、自己資金の確保に努めてまいりたいというふ

うなことを申し上げておりましたが、そこのところが

かなわなくなったということでございます。 

 なぜかなわなくなったかと申しますと、その災害危

険区域としての指定をしたことによって、隣接する

方々のところが、というのは、久慈市の特徴でござい

ますが、被災された方が点在してるという実情がござ

いますので、エリア、面的な被災地域というふうには

なかなかない場所が多いものですから、そういう点在

ということで、被災されなかった方々への影響という

ことで、なかなか説明がつかないと、公平性を欠くと

いうことで、そういう指定は不可能であろうというこ

とな考え方に至ったところでございます。 

 で、次善の策といたしまして、今漁業集落防災機能

強化事業、これを導入いたしまして集団の移転をまず

模索しようということで、先回というか、先週の説明

会では各被災地を回りまして説明をさしていただいて

いるところでございます。あわせて、防災公営住宅、

これへの活用、この制度の活用ということについても

説明をさしていただいたところでございます。 

 現在のところ、久慈市といたしましては、この漁業

集落防災機能強化事業を前面に立ててぜひ集団的な移

転等を推進してまいりたいと、早期に自宅の再建に努

めてまいりたいというような考え方を持っているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  そこで、この漁業集落防災機

能強化事業というふうなことで今後努力していきたい

というお話でありますけれども、漁業集落というふう

になりますと、４地区癩癩久喜地区、玉の脇地区、元

木沢地区、久慈湊地区というふうなことになりますが、

漁業集落を形成してない地域が恐らく三つになります

か、久喜は漁業集落を形成しているわけですが、玉の

脇、元木沢、久慈湊は漁業集落地域でないと、現状は。

この今後の漁業集落への導入の見通しについてお聞か

せ願いたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  この事業導入に当た

りましては、魚集の形成が可能かどうかということで、

事前に県なり、国のほうなりに照会をかけまして十分

にできるという回答を得ておりますので、それの形成

を認めた上でのこの事業の導入を図ってまいりたいと

いうふうに考えたところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  それで、被災者生活再建支援

金というふうなことで、当初被災をしまして新聞報道

でもこの基礎支援金100万、それで、加算支援金200万

というふうなことで少ないと。これでは、なかなかに

再建できないということでかさ上げの話もあったわけ

ですけれども、このごろ何かそれが途絶えたなという

感じがしますが、このかさ上げの議論というのは、今、

どうなっておるのか。あるいは、国の見通しとしては

どうなのかというのをお聞かせ願いたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  ただいまお尋ねのあ

りました被災者の生活再建支援金です。その基礎支援

金加算の分でございますが、こちらにつきましては、

確かにこのような未曾有の大震災ということで議論は

あったところではございますが、その後におきまして

は、何といいますか、立ち消えたということの表現が

適当であるかどうかというのは、まことに申しわけな

いところでありますが、国等のほう、いわゆるこれは

都道府県会館被災者生活再建支援基金という財団でも

ってやっているものでございますが、全国の都道府県

が出資をしてやっているわけですが、その中では、今

議員がお話のありました部分については方向性は出て

いないというのが実態でございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  復興基金、これを活

用したところで、私どものほうとすれば、現在利子補

給、住宅を新築もしくは購入された方々で融資を受け

た方々に対する利子補給については検討し、制度を立

ち上げ、これについては３月１日号の広報で広報活動

をしたいというふうに考えておりますし、県のほうで

考えました、提案しました住宅再建の100万円の補助
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金がございましたけど、３分の２を県が、複数世帯の

場合は３分の２で、100万円限度でという制度をつく

ったようでございますが、それについては、私どもの

ほうでも一緒になって被災者の支援をしてまいりたい

というふうなことで、市の持ち出しというか、それで

対応してまいりたいというふうな考えを持っておりま

す。 

 いずれにいたしましても、地域に入っての相談会等

に臨む段階では、自己資金の調達というところでは、

被災者の皆様は相当苦慮なさっているという実情にあ

るというように承知しております。何とか早く立ち直

られる、言葉は悪いんですが、住宅を再建できるよう

な支援をしてまいりたいというふうに、これからも鋭

意努力してまいりたいというふうに考えているところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  今、大湊部長さんが言ったと

おり、国のほうでは、この議論がもう何か尻すぼみに

なってしまったと。しかし、一方で県あるいは市がこ

の加算金の100万円を加算するという助成をするとい

う思いがある。 

 で、私は、復興元年と簡単にもう言うんだけれども、

一方では国の議論を聞いてまして、風化元年になりは

しないかと、一方でね。発災して被災したときは、み

んなしてどんどん議論もする、いろんな話も出てくる

んだけども、一つ一つ立ち消えになっていく。まさに

風化元年にもなってくるなという懸念がありまして、

特に、私は補正予算の際にもお話したこの基金の話で

も、これが数値化されるんではないかと。久慈市の被

害の規模が３億7,000万円という数字によって数値化

されて、久慈市が忘れ去られてしまうんではないかと

いう懸念を持ってましてそういった意味でも、復興元

年であって、風化元年にしちゃいかんということを大

いに地方のほうから議論を進めていく。どうなってる

んだと、あの話はどうなってるんだというふうなこと

をお話を申し上げるという機会があってしかるべきだ

と思うんですけれども、いかがですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  風化していっているという

ふうなお話でありますけれども、実は、復興交付金に

ついても、当初はやはり40事業についても一応9,000

億、これは被災地の使い勝手のいい交付金だよという

ふうな国のほうからのお話だったわけでありますけれ

ども、実はふたをあけますと、先ほど来答弁申してい

ますとおり、例えば避難路等だとか、集団移転とかと

いうふうないわゆる事業を絞ってきているというふう

なこともございます。 

 それから、交付金ですけれども、一般の国庫補助事

業のような申請をしなければならないというような非

常に今復旧、復興で頑張っている職員は非常にそうい

う点ではきつい環境になっているのも事実でございま

す。 

 そういうふうなことから、今濱欠議員おっしゃった

ように、我々としてもやっぱり、いわゆる被災地復

旧・復興ということを常に国は念頭に置いて、被災地

の思いをやっぱり受けてもらいたいというふうなこと

等からも、ぜひ、いずれあらゆる機会を通じてそうい

う点では国のほうに要望してまいりたいというふうに

思っておりますので、よろしくご理解をいただきたい

と思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  では、今度の被災者事業のほ

う、事業者のほうなんですけれども、当初事業者が９

分の１の負担あるいは８分の１の負担というふうなこ

とで、非常に率のいい支援事業というふうなことがあ

ったわけですが、しかし、一方でこの書類、申請事務

が非常になかなかに短期間で、しかもなかなか厳しか

ったという話もありました。 

 で、つい 近は、この９分の１、８分の１から、だ

んだん４分の１になってきている傾向があるようであ

りますけれども、その辺どうとらえておりますか。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  水産関係の加工場等の

復旧のことについて主にお答えをいたしたいと思いま

す。 

 今、議員さんの４分の１ぐらいまで補助率が下がっ

ているのではないかということでございました。これ

は私どもつかまえているものは、あくまでも市の補助

金も含めまして、事業者には９分の８の制度設計は変

わりはございませんです。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  被災者の事業所の支
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援ということで、今、水産関係のほうの事業の補助率

についてお話がありました。 

 私どものほうで担当しております部分で言いますと、

被災を受けられた事業所の再生整備事業、そういった

ものについては２分の１の補助ということで取り組ま

せていただきましたし、先ほど市長のほうからもご答

弁申し上げましたけれども、中小企業被災者復旧事業

費補助制度というのが新たにまた出るということで、

これについても２分の１という補助対象となっている

ものでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  再生エネルギーについてお聞

かせ願いたいと思うわけですけれども、市長、就任当

初から未利用資源の有効活用ということを大きな柱に

据えてきた。そういう意味では、今回のこの原子力発

電所の事故によって、この自然エネルギーがまさに見

直されたというふうなことで、市長には風が吹いてい

ると私は思っているわけです。 

 しかし、先ほどの答弁のやりとりを聞いていまして、

久慈市は事業者ではないんだと。いわば支援をしてい

く立場なんだというふうな答弁があった。で、私は、

大沢代表も言っていましたが風力発電の100基ほどメ

ンテナンスをしているその八戸の会社、開発電業とい

う会社ですけども、そこに行っていろいろ勉強しまし

た。 

 その際に、まさに風、波にしても、このエネルギー

はこの地元の財産だと。久慈市なら久慈市の財産だよ

と。で、この久慈市の財産をまさに久慈市民に有効に

活用することが肝要である。しかも、５月ないし６月

には売電価格が国のほうで示されるということになり

ますと、この採算ベースの乗る事業として風力発電は

見直されるというふうに聞いてきました。 

 で、私はそれを聞きながら、なるほどと。まさに、

この未利用資源、風に例えれば、風をほかの地方の事

業者が設置をして事業をするんではなくて、これを１

次産業の振興を兼ねて例えば漁協、森林組合、農協

等々と相談をしながら第三セクターとして立ち上げる

というふうな気概が必要だと思うわけですけれども、

この考え方をお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  風力発電の事業

者の関係のお尋ねというふうにとらえました。 

 本来であれば議員おっしゃったとおり今のその制度

の中では、なかなかその地域に還元できるという制度

にはなってございません。ですから、今、私どもが進

めているというのは、まず民間事業者によって発電し

ていただいて、それを東北電力等に売電をするという

システムがまず第一であります。 

 ただ、これを進めていると、やはり今議員おっしゃ

ったとおり地域に何の還元もないということになりま

すので、ここはやはり将来的にしっかりと制度の見直

しなり、そういったことができるようなものにしてい

かないとやる意味がないというふうに私は考えており

ますので、ぜひこの辺を県なり、国に対しても強く働

きかけて、ぜひそういったシステムができるような形

にしていただきたいというふうに考えてございます。 

 いずれ、私もそのとおり思いますので、できる限り

のその地域に還元できるような形で進めていきたいと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  風力発電も事業をするには１

基じゃないんです。やっぱり10基、20基というふうな

数が必要です。 

 そして、送電コストを昔議論されたことがあるんで

すが、高圧電流が流れているところ、多分今度の風況

調査になる本波あるいは二子地区、小袖地区について

も、恐らく近場に高圧送電線があるんだろうと私は思

っています。 

 で、そこら辺を地方では、きっと事業ベースに乗せ

るために今からまさに調査をしながら、そしてそれが

いわば民間が立ち上げていくための基礎にしてると私

は思うんです。つまり、それだけこの事業は将来有力

な事業というふうに思われますので、そこら辺、この

久慈市の財産を気がついたら東京のほうに持っていか

れたということのないようにチェックをしながら、勉

強しながら、対応していただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  まさに議員おっ

しゃるとおり、この久慈市の中にある自然エネルギー

に適した場所でございますので、それが将来にわたっ

て有効に使われることを私どもも望んでいるわけでご

ざいますので、そのような形にぜひ持っていきたいと



－100－ 

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  筆界未定の関係で、道路の整

備について、なかなか支障があるという話でした。し

かし、坂の下線、バイパスから古墳の湯に上がる坂の

下線ですけれども、あそこも筆界未定であったと私は

記憶しています。しかし、立派な道路になったという

ふうなことで、あの筆界未定の地権者の理解を得られ

れば、道路を改良していくのは可能だというふうに思

っているわけですが、いかがですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  確かに地権者との協議の中

で、そういった事例もあるやに聞いておりますけれど

も、ただ、 終的には、やはり市としてそこを登記し

ていかなければならないと。そういったこと等が残っ

ているわけであります。 

 で、そういったものを前提としながら、あるいは、

その契約といいますか、そういったものをしていくも

のが多分癩癩多分といいますか、そういったものが必

要であろうというふうに思っております。確かに坂の

下線もそういった筆界未定というものがあったやに聞

いておりますけれども、両者との合意といいますか、

そういったものを踏まえて道路工事等をやってまいり

たいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  １点確認です。先ほどの答弁

で、広美町海岸線の起点が下長内旭町線にタッチする

岩脇書店のところだというふうに思うわけですけれど

も、そして、ＮＴＴの前の281というふうなことで答

弁を聞いたんですが、私のイメージというのは、ＪＣ

公園、野田長内線のＪＣ公園からずっと北の広美町海

岸線だったかなというような記憶だったんですが、教

えてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  広美町海岸線の起点そのも

のは、湊橋のほうになります。ただ、今回の工事をす

る起点というのが、岩脇書店のその部分であります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 次に、日本共産党久慈市議団代表君。 

    〔日本共産党久慈市議団代表小野寺勝也君登壇〕 

○16番（小野寺勝也君）  日本共産党久慈市議団を代

表し、市政を巡る諸問題について、市長並びに教育長

に質問をいたします。 

 質問項目の第１は、消費税増税に対する認識の問題

であります。民主党野田政権は、先ごろ社会保障と税

の一体改革の大綱を閣議決定をいたしました。消費税

率を10％に上げて、国民から新たに13兆5,000億円を

徴収しながら、社会保障の充実には税率の１％分、２

兆7,000億円しか回さないというものであります。 

 久慈市にとっても大きな問題であります。現在の

５％の税率でも市民はおよそ18億円も徴収されており

ます。市においても、歳入で地方消費税はあるものの、

歳出では投資的経費や物件費等で消費税を徴収されて

おり、さらに、各特別会計で消費税を納税しており、

増税は市民にとっても、市にとっても大きな負担とな

っています。これが２倍になることは極めて重大であ

ります。 

 加えて、東日本大震災からの復興のさなかにある被

災地、被災住民にとっては耐えがたい苦しみとなりま

す。増税に反対すべきと思いますが、市長の認識をお

尋ねをいたします。 

 質問項目の第２は、大震災の救援、復興についてで

あります。３・11大震災、大津波から１年が経過しよ

うとしていますが、被災者の生活となりわいの再建は

まさにこれからであります。 

 ４点お尋ねをいたします。１点目は、仮設住宅の環

境改善のため、緊急ブザーの設置及びふろの追いだき

装置が必要と思いますが、お聞かせください。 

 ２点目は、住宅確保への支援策についてであります。

市としても住宅の新築等のための借入資金に対する利

子補給を実施するとありますが、支援策を具体的にお

示しください。 

 ３点目は、事業復興型雇用創出事業の活用見込みの

問題であります。雇用の確保は切実な問題であります。

特に安定して働ける雇用創出は欠かせません。復興型

雇用創出事業の実施主体は原則として県のようですが、

将来的に、被災地の雇用創出中核と期待される事業へ

の雇用支援で、１企業当たり１億円を上限に支援する

制度となっています。この制度の活用見込みについて

お聞かせください。 
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 ４点目は、二重ローンの対策の取り組み状況と今後

の対策についてであります。事業再生を目指す希望者

が二重ローンを解消し、せめてゼロからの出発という

のは当初からの願いであります。県は岩手県産業復興

相談センターを設立をし、二重債務の相談等を受け付

け、産業復興機構を立ち上げ旧債務の買い取りを行い、

被災事業者の再建を促進するとしてきたと思います。 

 当市の状況を見ると、相談件数が49件ありましたが、

再建買い取り等の支援決定はゼロと伺っております。

取り組み状況と今後の対策についてお尋ねをいたしま

す。 

 質問項目の第３は、再生可能エネルギーについてで

あります。東京電力福島原発事故は、原発に依存して

きたエネルギー政策を改め、再生可能エネルギーへの

転換を強く求めています。市の復興計画でも新たな視

点による新たなまちづくりを視点に、再生可能エネル

ギー等に取り組むことを掲げています。 

 お尋ねをいたします。施政方針演述で述べた他地域

にも貢献し得る電力供給の拠点都市とは何か、具体的

にお示しください。 

 ２点目は、太陽光発電の復旧を進める上で、初期投

資ゼロ構想を目指す問題であります。新年度事業に太

陽光発電システム設置への補助事業がありますが、こ

の事業を普及・発展させる上でも、長野県飯田市など

の先進事例にならい、市と設置管理事業者体及び金融

機関の３者の共同で初期投資ゼロ構想を検討し、実現

に向けて努力すべきと思いますが、お尋ねをいたしま

す。 

 質問項目の第４は、ごみ対策についてであります。

平成22年３月、岩手県北部広域環境組合が設立されま

した。設立の目的は、ダイオキシン類の排出の少ない

全連続炉で、処理能力日量100トン以上の規模が必要

とされることからとされていました。私どもは、日量

100トン以上と言うが、操業開始２年目からはごみ量

が100トン以下になること、広域処理によって15年間

で58億円の節約と言うが、収集業務など費用増大も見

込まれ、慎重に検討すべきとして、反対をしてきたと

ころであります。 

 そして、新年度には、九戸村江刺家に用地を取得し、

25年度には着工する予定ともなっています。 

 しかし、本当に久慈、二戸地区の広域処理によって

経費が削減されるのでしょうか。設立当初58億円と言

っていたものが、その後、明らかにされた組合議会と

の答弁、提出された比較表によると、中継施設を含む

収集運搬にかかわる経費の増額分は15年間で48億円、

施設集約による減額分は58億円で、差し引き10億円の

経費節減になるという内容であります。わずか１年足

らずの間に節減額が58億円から10億円というのも驚き

ですが、問題はその中身です。58億円の減額のうち、

焼却施設を久慈、二戸の２カ所から、九戸村に統合す

ることにより40人の人員の削減で15年間で人件費42億

円が削減されるというものであります。 

 ちなみに、久慈地区ごみ焼却場は、３年間で１億

7,920万円で業者に委託しています。15年だとすると、

この５倍の８億9,460万円という数字になります。こ

れから推計すると、節減額を30億円以上も水増しをし、

結果として、広域処理のほうが財政的にも多くなるの

ではないでしょうか。そもそもどこから40人も削減す

るのでしょうか。 

 さらに、焼却施設は統合しても日量50トンの焼却炉

を２基建設するというものです。２基を１カ所に設置

すれば47億円、１基ずつ２カ所に設置すれば60億円近

く、共通部分があるにせよ、12億円も違うのでしょう

か。 

 加えて、統合となれば、該当面積は2,177平方キロ、

これは香川県の1,876平方キロよりも広く、環境上も

問題であります。広域処理の是非を再検討するには、

ことししかありません。 

 お尋ねをいたします。構成市町村の平成20年度末ま

でのごみの減量目標は、それぞれどれぐらいなのか。

２点目は、久慈・二戸広域でのごみ処理は、ごみ処理

のあり方を財政面、環境面等から再検討する考えはな

いか、お尋ねをいたします。 

 質問項目の第５は、就農支援制度の創設についてで

あります。就農者の高齢化、休耕地の増大、その一方

で、食料自給率の低下など、この問題の解決は待った

なしの状況であります。地域経済全体を再生させる上

でも重要です。新規就農者、後継者に対する助成制度

を設けるべきだと思いますが、お聞かせください。 

 質問項目の第６は、林業再生についてであります。 

 私は、この問題を再三取り上げ、除間伐の推進、ス

トーブの改良・普及などの施策を求めてきました。今

般、まきストーブ等の利用拡大支援事業がスタートす

ることは歓迎するものです。 
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 ３点お尋ねいたします。１点目は、まきストーブ等

の購入、設置補助内容についてお示しください。 

 ２点目は、除間伐への市の助成措置を講ずる問題で

あります。国庫補助事業等一定の補助制度があろうか

と思いますが、低額でなかなか手がつかない、荒れる

に任せているのが実際です。先進地の数ヘクタール以

上除間伐したら、１ヘクタール当たり10万円を助成す

るなどの措置を講じるべきではないでしょうか。 

 ３点目は、二酸化炭素削減に向けたオフセット・ク

レジット制度を活用するなどの森林保全協定を企業や

都市の自治体と結び、二酸化炭素の削減と森林の整備

促進を図るべきではないでしょうか、お尋ねをいたし

ます。 

 質問項目の第７は、水道行政についてであります。

小久慈町秋葉地区の第20地割内の10数戸の利用者が運

営している水道ポンプ施設は、設置後20年前後が経過

し、早晩更新を迫られる状況にあります。更新には多

額の費用が必要となり、利用者での対応には無理があ

ります。ついては、行政での対応を検討すべきと思い

ますが、お尋ねをいたします。 

 質問の 後は、武道必修化問題です。４月からの武

道必修化を目前にして、柔道の安全性に不安の声が上

がっています。柔道に縁がなかった先生が、一、二回

の講習会等で事故が起きないように教えられるか。実

際の授業でもふざけて技をかけて事故を起こせば、子

供が被害者だけでなく、加害者になる危険性も指摘さ

れております。 

 お尋ねをいたします。柔道、剣道、相撲を選択する

学校は、それぞれ何校なのか。柔道事故を防ぐ安全対

策についてお尋ねをいたします。 

 以上、８項目16点について質問し、登壇しての質問

といたします。よろしくご答弁のほどお願いいたしま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  日本共産党久慈市議団代表小

野寺勝也議員のご質問にお答えをいたします。 

 初に、消費税増税に対する認識についてお答えを

いたします。 

 消費税は、本市の歳入予算に計上しております地方

消費税交付金や地方交付税の原資となっており、市民

福祉の向上を図る上で貴重な財源となっているところ

であります。 

 また、一方では市民の日常生活に深くかかわってい

る税でもあり、税制全般にわたる世論等を踏まえまし

て、国会の場において十分な審議が行われることを期

待しているところであります。 

 次に、大震災の救援、復興についてお答えをいたし

ます。 

 初に、仮設住宅への緊急ブザー、ふろ追いだき装

置の設置についてでありますが、緊急ブザーの設置に

つきましては、緊急時になどにおいて入居者に対し異

常事態や危険を早期に知らせ、避難などの対応が迅速

に行われるなど、防犯、防火対策などの向上を図る上

で有効な手段であると考えております。 

 また、緊急ブザーは、ひとり世帯や高齢者などの見

守り対策にも活用できますことから、入居者が安全で

安心して生活できる環境改善を図るため、今後、設置

について検討をしてまいりたいと考えております。 

 また、ふろの追いだき装置につきましては、入居者

からの要望を受けまして、これまで県に対し要望して

きたところでありますが、対応できない旨の回答をい

ただいているところであります。設置されている県内

の仮設住宅のふろは同じ仕様であり、多くの入居者が

不便を強いられておりますことから、今後も引き続き

強く要望し、仮説住宅の環境改善に努めてまいりたい

と考えております。 

 次に、住宅確保への支援策についてでありますが、

県の生活再建住宅支援事業の活用と、さらに、市独自

の支援策により住宅再建に要する新たな住宅債務への

利子補給と既往債務への利子補給や、被災住宅の補修

等工事及び個人が所有する宅地の復旧工事に要する工

事費に対し補助を行い、被災者の早期住宅再建が図ら

れるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、今後におきましても関係機関と連携を図りな

がら、さらなる支援策について協議・検討してまいり

たいとも考えているところであります。 

 次に、事業復興型雇用創出事業の活用見込みについ

てでありますが、本事業は国の雇用対策基金事業の活

用により県が実施する事業であり、被災求職者等を雇

用した事業所に対して、１人当たり３年間で225万円

を上限に支給するものであり、国または自治体の補助

金、融資を受けている事業所が対象となるものであり

ます。 
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 平成23年度においては、中小企業組合等復旧・復興

支援事業費補助金、いわゆるグループ補助金の支給を

受けている事業所が対象となっており、平成24年度に

おいては、対象となる助成事業等の種類を拡大すべく

現在検討中であると県より伺っているところでありま

す。 

 次に、二重ローン対策の取り組み状況についてであ

りますが、昨年10月に、二重債務問題の解決に向けた

岩手県と経済産業省との基本合意等に基づき岩手県産

業復興相談センターが設置され、被災事業所からの相

談を受け付ける体制が構築されたところであり、久慈

商工会議所内に久慈事務所が設置されたところであり

ます。 

 また、11月には、被災事業所の被災前からの債務に

係る債権を金融機関から買い取る岩手産業復興機構、

これが設立となったところであります。 

 ご質問にもありましたとおり、岩手県産業復興相談

センター久慈事務所における１月末現在の相談件数は

49件となっておりますが、債権買い取りの決定に至っ

た案件はまだないものと伺っているところであります。 

 債権の買い取りには、被災事業所が策定する事業計

画により、関係金融機関からの新規融資が行われ、再

生の可能性があると判断されることが必要となってお

ります。今後、活用が促進されるよう要件緩和等につ

きまして、関係機関に対し要望を行ってまいりたいと

考えております。 

 次に、再生可能エネルギーについてお答えをいたし

ます。 

 まず、他地域にも貢献し得る電力供給の拠点都市に

ついてでありますが、東日本大震災では、電力が市民

生活に欠かすことのできない社会基盤であるとともに、

原子力や化石燃料に依存し過ぎない社会構造への転換

が必要であることを突きつけられたところであります。 

 こうした状況の中、当地域に賦存する風力やバイオ

マス資源など多くの地域資源をエネルギー源として活

用していくことが極めて重要であるとの考えから、復

興計画にプロジェクトの一つとして位置づけたもので

あります。 

 また、当市では、陸域に加えまして、海域における

相当量の発電が期待されますことから、当市のみなら

ず他地域の受給分も賄うことが可能となり、このよう

な電力供給の拠点都市を目指すことにより、他地域へ

の貢献にもつながるものと考えております。 

 次に、太陽光発電の普及についてでありますが、大

震災を契機に自立分散型電源として大きな期待が寄せ

られており、来年度予算案には、住宅用太陽光発電シ

ステムの普及を促進するための補助金を盛り込んだと

ころであります。 

 具体的には、１キロワット当たりの補助額を県内で

は 高額となりましょうが、５万円として、普及を促

進してまいりたいと考えております。 

 なお、ご提案をいただきました初期投資をゼロにす

るというその構想につきましては、金融機関と再生可

能エネルギー推進企業等による同様の制度が既にござ

いますので、当市の補助制度とあわせて活用をいただ

きたいと考えております。 

 次に、ごみ対策についてお答えをいたします。 

 岩手北部広域環境組合構成市町村の平成24年度末ま

での減量目標についてでありますが、久慈・二戸地区

ごみ処理広域化準備協議会において、将来の予測とし

て平成21年度に推計したものによれば、平成24年度の

各構成市町村のごみ排出量の推計は、久慈市１万

2,675トン、二戸市9,517トン、普代村717トン、軽米

町2,054トン、野田村1,537トン、九戸村1,383トン、

洋野町3,748トン、一戸町3,485トンで、計３万5,116

トンとなっております。 

 次に、久慈・二戸広域でのごみ処理のあり方を、財

政面、環境面等から再検討する考え方についてであり

ますが、ごみ処理の広域化に当たりましては、スケー

ルメリットを生かした処理経費の削減や未利用エネル

ギーの活用等において有効性を持っており、久慈・二

戸地区での広域的なごみ処理については継続して推進

されるべきものと認識をしているところであります。 

 次に、就農支援制度の創設についてお答えをいたし

ます。 

 新規就農者への支援は、これまで市単独事業の新規

就農者育成確保対策事業や、県単独事業のいわて未来

農業確立総合支援事業及び新いわて農業協同組合、社

団法人岩手県農業公社の事業等の活用によりまして、

生産資材屋施設整備及び融資返済金等への支援を行っ

ており、今後も継続してまいる考えであります。 

 さらに、来年度からは国の新規就農総合支援事業を

活用した支援を行いますため、経営再開マスタープラ

ンの作成に着手し、総合的な支援に取り組んでまいり
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たいと考えております。 

 次に、林業の再生についてお答えをいたします。 

 まず、市独自の新規事業でありますまきストーブ等

の設置への補助事業についてでありますが、本事業は、

まきストーブまたはペレットストーブ本体、附属品及

び取りつけに要する経費に対しまして10万円を上限と

いたしまして３分の１以内の額を助成し、未利用材の

有効活用と木材の地産地消を図ろうとするものであり

ます。 

 次に、除間伐への助成についてでありますが、市と

いたしましては、緊急間伐対策事業により、国庫補助

事業であります森林整備事業を導入し間伐を行った者

に対して、その事業費の10％の助成を実施していると

ころであります。 

 次に、二酸化炭素削減に向けた森林保全協定につい

てでありますが、市といたしましては、企業が社会貢

献活動の一環として実施する企業の森による白樺林の

保護など、森林保全協定の締結に期待をいたしており

まして、ＰＲパンフレットを作成し、誘致活動に取り

組んでいるところであります。 

 今後におきましても、引き続き関係機関、団体と連

携を図りながら、本市林業の振興に向けて取り組んで

まいりたいと考えております。 

 後に、水道行政についてお答えをいたします。 

 小久慈町秋葉地区の第20地割地内の利用者が運営す

る水道ポンプ施設について、行政で対応するよう検討

すべきとのことでありますが、当該地区は民間事業者

によって宅地分譲された住宅団地であります。 

 平成元年７月に、住宅団地の住民で構成する自治会

代表者から、給水施設の設置及び管理等に関して、自

治会の責任のもとに管理する確約書が提出され、また、

平成16年８月には、給水料金等の徴収方法の変更に係

る確認書が取り交わされて現在に至っているところで

ありますので、ご了承願います。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表小野寺勝也議員

に対する私からの答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  日本共産党久慈市議団代表

小野寺勝也議員のご質問にお答えをいたします。 

 初に、柔道、剣道、相撲の選択の状況についてで

ありますが、市内すべての中学校で、男女との柔道を

選択することにしております。 

 次に、柔道の授業で事故を防ぐための安全対策につ

いてでありますが、さきの新政会代表泉川議員にお答

えいたしましたとおり、各校における指導計画、安全

面への配慮事項、段階的な指導方法等について調査し、

柔道の授業が充実し、重大な事故等が発生しないよう

に具体的に指導するとともに、体育施設や用具等の授

業環境における安全面にも十分に配慮するよう指導に

努めてまいりたいと考えております。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表小野寺勝也議員

に対する私からの答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  再質問いたします。 

 まず、市長、消費税の増税の問題です。貴重な財源

と言われました。それでは、具体的にお聞きしましょ

う。歳入で地方消費税で入るのは３億5,000万前後で

す。で、歳出で見ると、例えば新年度予算で見ると、

投資的経費51億、物件費等32億、合わせて82億ですよ

ね。これの５％だと４億1,500万。加えて各特別会計

からの消費税の納税です。これは年度によって違いま

すけども、いわゆる数千万、4,000万から六、七千万。

結局、その交付税の問題は、ちょっと私はどの程度か

わかりませんけど、単純計算してみても、久慈市にと

ってもプラスよりもマイナスのほうが大きいんではな

いですか。それでもなおかつ貴重な財源と言えますか、

お答えください。 

 大震災の問題で、このふろの追いだきの問題です。

これは県に要望してもだめだったということでしたね。

そこで、確かにふろはあれは変えるんですか、15万前

後かかるというものもありますよね。ところが、この

風呂ヒーターというんですか、二、三万程度で買える

というのもあるようです。 

 もしそうであれば、お調べいただいて、14戸ですか、

二、三万ということであれば、これはやっぱりそうい

う装置が、追いだき装置が二、三万で買えるというの

であれば検討されてしかるべきだと思うんですが、再

度お聞かせをいただきたいと思います。 

 それから、この住宅支援の問題です。岩手県でも利

子補給とか、先ほど来出ている100万円とか、バリア

フリーとか、県産材でやれば130万、合わせて230万使

える問題とかあるようですが、その利子補給を市がや
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るとすれば、その内容。例えば、県だというと、新築

の場合は２％、５年。補修等は１％で５年という内容

ですが、市はその利子補給の内容をお聞かせいただき

たい。 

 それから、この二重債務の解消の問題です。49件相

談があったけども、なかなかゼロで終わってると。こ

れはある意味やむを得ないと思うんですよ。やむを得

ないというのは、この数字ですよ。 

 実は、中小零細企業がこれを使えるのは、３年間黒

字でなきゃだめだと。今、中小零細業者の７割前後が

赤字だと言われてるんでしょう。これで当てはめたら、

救済業者出てきませんよ。やっぱり、これは金融機関

の発想なんです。やっぱり、この相談センターを立ち

上げ、機構を立ち上げて、行政が指導的役割を発揮し

ないと、震災の中小零細業者は浮かばれませんよ。こ

の点をやっぱり県にも被災自治体、まさに声を一つに

して改めさせるということをすべきだと思うんですが、

お聞かせをいただきたい。 

 それから、再生可能エネルギーの問題で、市長言わ

れました。確かにキロワット当たり５万円というのは、

限度額20万、評価します。 

 同時に、それを言われた、私は知りませんでしたけ

ども、いわゆる初期投資ゼロの導入制度があると言わ

れましたね。私は知りませんでしたので、それを教え

ていただければ幸いです。 

 それから、ごみ対策。ごみ対策は後にします。ごみ

対策で、一つだけとりあえず聞いておきましょう。一

昨年の10月の組合議会で当時の管理者は、先ほどは私

が登壇して言ったように、58億円の減額で、48億円の

増額で、結果として10億円の節約になるという答弁を

して、その際の内訳として、減額になる58億円の一番

大きい内容として、人件費40人分、15年間で42億円節

減になるという答弁をして、その資料も提示されてお

ります。この42億円、15年間で40人分。これはどこか

ら40人を削減するんですか。まず、その点をお聞かせ

ください。 

 それから、水道行政の問題で答弁をいただきました。

確かに分譲の状況を見れば、答弁されたとおりです。

以来20年以上経過しています。その間いろいろやりと

りがあったわけですが、これは、例えば道路と同じよ

うにもいえるんです。業者が位置指定道路としてやっ

て分譲して、そして住民の皆さんはもう何とかしてく

れと。側溝をつけてくれ、整備してくれということで、

確かにやっぱり業者が 初はきちっと対応すべきだと

いうのは、私も言った経緯があります。 

 しかし、ここの場合は、その業者はもうどこの業者

だか所在がわからないですよ。既に。しかも20年以上

も経過していますよ。ですから、何とか明日、明後日

になって困るわけですが、やっぱり検討すべきではな

いでしょうか。隣の10メーターか、20メーター下まで

は何ら問題なく給水が利用できると。しかし、若干高

台にあるがために自己負担を将来永劫求められるとい

うことではいかがなもんでしょう。お聞かせをいただ

きたいと思います。 

 後に、教育長、私は全然内容ってわからないんで

すが、この頭を打たなくても、脳が激しく揺さぶられ

る加速損傷というのがあるそうですね。この加速損傷

については、柔道を実際にやってる方でも、そういう

知識、認識を十分みんなが持っているとは限らないと

いうふうな指摘もあるようです。 

 そういう点では、やはりそういった点も含めて、や

っぱり安全の上にも安全を期すという点で、いろんな

角度から英知を結集して安全を期すということを重ね

てお願いしたいと思うんですが。ましてや、今はない

と思うんですが、この根性をつくってやるというたぐ

いで指導の名において無理なことをやるようなことが

断じてあってはならないという点を、くどいくらいや

っぱり徹底をする必要があるというふうに思うんです

が、お聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私からは、消費税関連に

ついてご答弁申し上げたいと思います。 

 議員は消費税につきましては、市の行政に遂行の上

で貴重な財源となっている。何が貴重なのかというふ

うなご質問でございますけれども、いずれご答弁申し

上げているとおり、全くご指摘のとおり、いわゆる地

方消費税交付金、これについてはご指摘のとおり予算

計上額も３億5,000万ほど。それから、投資的経費、

それから物件費とか、そういうものの歳出における影

響額、もし、これがいわゆる今一体改革における想定

税率のもとにやった場合には、４億程度というふうな

仮の試算もそのとおりかなと思っては伺っておりまし

た。 

 しかしながら、貴重な財源と申し上げましたのは、
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議員もご指摘のとおり、私ども久慈市行政にとっての

一番の大きな財源は地方交付税でございます。ご存じ

のとおり、地方交付税法によりまして、地方交付税の

財源は国税５税、いわゆる消費税は国税の29.5％が交

付税のほうに繰り入れになるわけですけれども、もち

ろん国税５税においても、その課税客体によってその

何％といっても、それが金額にしていわゆる何兆円と

か、それが交付税の何％、何％というのはにわかに計

算できませんし、いずれそれが久慈にとって、では消

費税がどの程度になるのかというのはにわかに計算で

きませんけれども、いずれ久慈市にとって地方交付税

は非常に大きな貴重な財源であると言わざるを得ませ

ん。そういうふうな意味では、貴重だというふうにお

話し申し上げているところでございます。 

 また、それは久慈市行政の財源としてお話したこと

であって、答弁申し上げたことであって、それとまた

市民生活、これについては別だというふうな考え方で

市長からご答弁申し上げております。 

 いずれ、一体改革におきましては、この原点は議員

さんのほうが十分ご承知と思いますが、いわゆる社会

保障の安定的財源をどこに求めるかというふうな中で

の消費税を含めた税制改革、これが今議論されている

と承知しております。 

 いずれにしろ、今少子高齢社会において、これらは、

私らはどういうふうにして財源を求めていくかという

のは日本国全体の問題であって、これについては、や

はり国民一人ひとりが国会の場でいろんな議論が展開

するのを注視して見ていくことが肝要かと、そういう

ふうに認識しているところだとご答弁申し上げたとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  被災住宅への支援内

容、市の分でございますが、現在、県のほうでは災害

復興住宅融資利子補給補助事業というので、１年目か

ら５年目までの利息補給をしますという制度をつくっ

ております。これについて、私どものほうはかさ上げ

をいたしまして、６年目から10年目までの５年間につ

いて、同じ中で利子補給をしていくという、つないで

都合10年間の利子補給になるというふうな考えを持っ

ております。これは新築の場合でございます。 

 それから、補修につきましても同じ中で同じように

対応してまいりたいというふうに考えております。 

 それから、まだ制度化はしておりませんけれども、

先ほどお話し申し上げました県の被災者住宅再建支援

事業100万円の件でございます。これについても、市

のほうではぜひ制度をつくって一緒になって対応をし

てまいりたいというふうに考えておるところでござい

ます。この分につきましては、３分の１相当が市の持

ち出し分ということで考えております。 

 いずれにいたしましても、利子補給等だけではどう

なのかというのは、被災者のところの相談入っての、

私らのほうの肌で感じたところでございますので、何

とか早く被災住宅が再建できるように方途を講じてま

いりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  ごみ対策について質

問をいただきました。 

 一昨年の12月の組合議会でもって、10億円を削減す

るということで、それが人件費40人分と。15年間で42

億円というような節減ということでお話がございまし

た。 

 で、どこからこれを削減する、その人員を削減する

のかというご質問だと思いますけれども、これについ

ては組合から確認しておりませんでしたので、確認を

してご答弁を申し上げたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  私のほうからは、

太陽光発電システムの設置に係る初期投資ゼロの関係

でございます。 

 昨年度でございますが、盛岡信用金庫等が出資をし

まして新しい新会社を立ち上げたということで、名前

が環境エネルギー普及株式会社、ここで、議員がおっ

しゃった長野県の飯田市のスキームとほぼ同じような

形で、初期投資ゼロで太陽光発電システムを設置でき

る事業を展開してございます。 

 ただ、盛岡信用金庫の支店がある地域に限られると

いうことで、久慈市は支店がございますので、この地

域は利用が可能だということを伺ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、私のほう

からは二重ローン対策の関係についてお答えを申し上
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げたいと思います。 

 先ほど市長からもご答弁申し上げました。議員から

もお話がありましたように、久慈市においては49件の

相談があって、いわゆる買い取り処理がなされたもの

は、なしという状況であるというふうにお話がござい

ましたとおりで、ただその中身も実は見てみますと、

私のところの手元にある資料によりますと、昨年の11

月からことしの１月、24年１月末までの状況を見ます

と、相談件数もさることながら、中身が二重ローンに

際しての支援、そういった相談件数というのは数件に

なっているんです。 

 で、それ以外の相談なんかも持ち込まれているとい

う状況もあるようですので、すべてがその二重債務

ローンについての相談とは限られないのかなという部

分もとらえてございます。 

 もう一方、先ほど来お話がありました、やはり債権

の買い取りには事業者のいわゆる事業計画、この先々

の事業計画であったり、先ほど来お話に出ています直

近のあるいは３年間の業績等々が判断をされて、そし

て新たな支援を金融機関がよしとして認めた場合に買

い取りがなされるというような状況だということで、

非常に私自身も厳しいものであるなと。そういった部

分で、先ほど市長からも答弁も申し上げましたけれど

も、こういったものの要件緩和がもう少しされてもい

いのではないかなと思っておりますので、その辺につ

きましては、相談センターを通じながら、あるいは、

県等にも今後要請なり要望してまいりたいと、このよ

うに考えてございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山水道事業所長。 

○水道事業所長（晴山聰君）  それでは、私のほうか

らは、仮設の市営住宅のおふろの追いだき、それから

水道関係についてご答弁を申し上げたいと思います。 

 確かに仮設住宅に追いだきの機械と申しますか、

ヒーターでありますけれども、大体１万円台から５万

円前後のものまであるようでございますのは承知して

おります。ただ、仮設住宅そのものが県で建てて、そ

して、そこにあるその備品等、設備品、これもすべて

県で設置しているということであります。 

 で、私どもとすれば一義的には県が整備するもので

あるということで、これまで県のほうにもその設置を

お願いしてきたわけでありますが、県内のそういった

仮設住宅何万とあるわけでありますが、そこに全部つ

けるとなると非常に大きな予算的なものが必要になっ

てくるわけで、そういった点からなかなか整備が難し

いというふうに私どもには回答が来ているわけであり

ます。 

 で、議員がおっしゃったように、比較的安いという

ことであれば、15棟前後でありますのでそういう大き

な額ではないんでありますが、ただ、そういった他の

地域とのバランス、こういったものもいろいろ考えて

いかなければいけないだろうというふうにとらえてお

ります。 

 そういった点では、県のほうにも、実際市で整備し

た場合に、それが当然市の予算でやるものであります

から、市の備品という形になっていくわけです。そう

いったところのとらえ方をどうしていくか、こういっ

たいろいろな課題があろうと思いますので、この件に

ついては、もう少し内部でも検討してまいりたいとい

うふうに思います。 

 それから、水道行政にかかわって秋葉地区の水道の

あり方についてお話をいただきました。確かに20数年

経過しているということでございます。当時は、そう

いったミニ開発で整備された地域であります。で、そ

の宅地を購入されて、そういった条件の中でそこにお

住まいになっているわけでありますけれども、本当に

このメンテナンスが必要な時期であるということも

重々わかっているものでございます。 

 ただ、そういうふうに民間の手で開発された地域に

引き込まれた給水管、こういったものがそこの１カ所

だけではない、市内にもまだまだあるわけであります。

そういったところの整備をどうしていくか。これは、

確かに水道業とすれば市の行政側でもってそういった

更新の時期にはかえていくという、そういった姿勢も

必要であるかもしれませんけれども、いかんせん、数

が結構あるということと、それから、その工事そのも

のも、たしかポンプそのものだけでも2,000万ぐらい

かかるというふうなことも承知してございます。そう

いった部分、まだいろいろな問題があるわけでありま

すので、いずれ技術的なご相談といいますか、ポンプ

のその修繕とかそういったもの等々、いずれ地元に入

ってそういったご相談等々してまいりたいと思います。 

 で、今すぐ市のほうでその水道を直していくとか、

工事をしていくとか、そういった部分にもまだ時間が

かかるとは思いますけれども、いずれ地元の状況等、
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まだ市のほうでそういった状況をつかめていないとこ

ろがありますので、そういった部分を今後地域との

方々ともご相談をしてまいりたいというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  武道の必修化についてのご

質問にお答え申し上げますが、この当地の場合には、

現時点で選択制であるんですが、先ほどの答弁の繰り

返しになって大変恐縮でございますけども、一つの中

学校が女子はダンスをやっているんで、そこはやって

ないんですが、それ以外の中学校すべてで既に柔道の

授業を進めておるわけでございます。 

 で、特にことしに入ってから、全国でこの先生が、

柔道の専門家ではない教師が初心者の子供たちに柔道

を教えるといったところへの不安というものが非常に

大きくなっているといったようなことで取り上げられ

ているわけでございますけども、いずれ 初にこの受

け身の重要性であるとか、あるいは、後頭部を打つ可

能性のあるわざ、これは初心者では教えないといった

こと、あるいは、授業で教えない締めわざなんかも興

味半分というか、興味本位というか、あるいは、生徒

同士でふざけ合ってかけたりといったようなことを完

全に防止するような形での指導というのが一番 初に

必要なことだというふうに認識をしてございます。 

 で、先ほど答弁申し上げましたように、いずれそう

いったところをしっかりと初期の段階、 初の段階で

子供たちにしっかりした指導をすると。これはやはり

一番大事なことだというふうに思ってございますから、

そういったところを繰り返し指導してまいり、そして、

安全な授業にしていくように努めてまいりたいと考え

てございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  先ほど答弁を保留し

ておりました答弁をしたいと思います。 

 ごみ対策の関係でございますが、先ほどの42億削減

ということでございますけれども、21年の準備協での

試算の中で施設の集約化と中継施設の必要性の検討と

いう中で、可燃ごみの処理施設、集約化した場合とし

ない場合のコスト比較ということで、集約した場合４

億2,000万の人件費で、分散設置した場合に２施設あ

って、その差が42億というような算定をしてご説明を

申し上げたようでございます。ということでございま

す。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  ごみ問題で今答弁をいただ

きました。あのね、その組合議会でも管理者が先ほど

言ったように答弁しています。10億円の節減になるん

だと。そして、その内容としては、今、部長が言われ

たように、その人件費の42億円。40人はいいですよ、

それじゃ。40人を久慈と二戸の焼却場は２カ所が１カ

所になるから、ある程度減るというのはわかりますよ。

40人をどこから、どの作業現場から40人削減になるん

ですか。現在でも人数だけでいえば久慈でも13人でし

ょう。二戸地区でも同じ規模ですよ。両方合わせてで

も20数人しかいないんですよ。40人をどこから削減す

るのか。 

 加えて、人件費の計算は一人当たり年間700万にな

ってるんですよ。700万ったら、けさもテレビでもや

ってましたけども、民間の平均が４百数十万ですか。

700万の計算ですよ。本当にそういうところを払って

いるところがあるんですか、久慈か二戸で。これは見

通しを聞いているのではない。過去の実績に基づいて

これくらい減るというのを聞いているんです。その点、

いかがですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  この際、本日の議事日程終

了まで会議時間を延長いたします。 

 勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  確かに人件費は40人

掛ける700万、15年間で試算ということで注意書きに

ございます。ただ、どこの部門からこの40人を削減す

るのかというのは、この資料では私どもちょっと確認

できないところでございますので、ご理解をお願いし

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  くどくするつもりはありま

せん。わからなければ、わらないでいいです。予算委

員会もありますから、これはぜひお願いしたい。今言

ったように40人の分を、これは過去の実績でこれくら

い節減になるという資料なんですから、どこから40人

削減して、人件費一人当たり作業員700万払っている

のがあるんですか。この事実関係を予算委員会までで
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いいです、きちっとお調べいただいてお知らせいただ

きたい。 

 本当は、これはわからないと言われればしょうがな

いけども、一昨年に組合をあなた方が設立をして、負

担金も払って、諸会議にも出ておって、この資料も承

知して、管理者も議会でそういう答弁をしてるんです

よ。それを知らないというのはいかがなものかと思う

んですが、これはどっちですか、一言あってしかるべ

きじゃないですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  議員おっしゃるような疑問

をお持ちになるというのはもっともではございますが、

当時、おととしのその記述内容については、今資料を

確認することができました。 

 その内容については、そういった内容のことを聞く

という通告がなかったんで、私たち実際そのときの業

務の内容について詳しくあらかじめ資料を整えてなか

ったということをご理解いただきたいと思います。 

 で、その結論については、正しいものだということ

で理解をしているものでございます。予算委員会でわ

かる分については資料等を調査、あるいは組合のほう

に聞いて予算委員会のほうでお答えをしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  副市長、わからないけども、

結論については正しいものだと思っている。何でそう

いうことを言うんですか。そんな無責任なことはない

でしょう。わからないけども、評価は正しい。わから

なければ、わからなくてもいいですよ。 

    〔「そんな答弁ないですよ」と呼ぶ者あり〕 

○16番（小野寺勝也君）  わからないでいいというの

もいかがなものかと思うけども、わからないけども正

しいと言われたら、立つ瀬がないですよ、私は。少な

くとも、撤回しますか。 

○議長（八重櫻友夫君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  その組合議会で、その説明

で可決をされたという前提であれば、それは皆さん議

会で理解をされたものだという前提でお話を申し上げ

たところでございます。 

 その内容に疑問があるというのであれば、それはま

た改めて説明を求めて、その予算委員会でお示しをし

ようと。組合議会でどのような議論がなされて、いろ

んなそういった問題がどのようになったか等につきま

して、あるいは積算根拠、できるだけ北部組合のほう

から確認をしてお答えしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  この内容は、確かに久慈市

議会、議会はそれぞれ別ですよね。ですから、それは

あり得るけども、あなた方も実際に加味して、共同処

理している立場ですから、議会でそういう答弁された

からどうこうじゃなくて、もっと主体的に対応してく

ださい。答弁は結構です。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  今の点、ごみ問題ですけど、

市長答弁は推進するという答弁の結論が出てますよね。

これは当時の議事録の先ほどの８ページなんですけど、

この人件費問題をこう言っているんです。次に、人件

費に係る職員についてでありますが、試算に使用して

おります数値につきまして、40人という数字でござい

ますが、全国にある同様の施設を職員数を参考数値と

いたしまして試算に使用しているものでありますとい

う答弁をしてるんです。これ議事録です。 

 まさに、この40人という数字が本当に実際の確かな

ものかどうか、疑わしい答弁してるんです、これ。ま

あ副市長がちゃんと調べると言いましたから、このよ

うな数字の使い方で見積もりして、過大になるわけで

す。これは、私は極めて問題だと思うんで、私は連合

の議会でも、連合長には再考すべきだと言いましたが、

そういうことでありましたけど、今の答弁同様でした

けども、いずれこの問題は本当に広域化していいのか

ということについて、もう一回やっぱりきちんと再考

してみるべきじゃないかというふうに思って、こうい

った問題が出てきてますから、ぜひともしっかりとチ

ェックをしていただきたいんですが、いかがでしょう

か、お願いしたいと思います。 

 教育長、安全を期すということで答弁ありましたけ

ども、去年の３月ですか、３月の16日に長野地裁松本

支部で安全配慮義務違反があって、柔道指導者が２億

4,000万の支払いを命じた判決が出ております。これ

は小学校６年生の子が柔道教室で乱取りの練習中に男

性指導員に投げられて、急性硬膜下血腫で意識不明の

重体になって、今もまだ重度の障害を受けている方で

ございます。こういった事故が起きていることについ
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て認識していらっしゃったのかどうか、お聞かせくだ

さい。それが第１点。 

 それから、1983年度から2010年度までの28年間に柔

道事故で114人の方が亡くなっておりますし、それか

ら後遺症を抱える事件が275件発生しているデータが

ございますが、こういうデータについてご承知なのか

どうか、お聞かせください。 

 それから、この２月７日に全国柔道事故被害者の会

という会がありまして、会長は小林泰彦さんという方

ですが、文科省平野大臣に要望書を提出しております。

で、ここでは、国民が納得いく安全確保の仕組みの提

示とか、二つ目は、中立的な第三者による事故調査委

員会設置の義務付けはというふうになっていますが、

この要望書の中で、こういうふうになっています。子

供の安全を担保できるレベルの指導者の確保というこ

とで、医学的な知識、特に脳しんとう、それから柔道

指導経験、教育的な知識、指導者の経験に頼らない安

全指導の方法の確立ということで、柔道事故事例の知

見から学ぶということが一つは求められています。要

望です、これね。 

 もう一つは、授業だけでなく、部活動でのカリキュ

ラムや練習時間の見直し。で、授業では、大外刈りな

ど頭部打撲リスクのある技の禁止、それから頭部外傷

の40.9％は大外刈りだというふうに、ここでは書いて

あります。それから、授業では自由練習、いわゆる乱

取りの試合形式の禁止と。で、この乱どりで結局その

能力の違う者同士がやって、大外刈りのそういう危険

な技を打って、その結果事故が発生するということで、

その乱取りは禁止せよと。それから、いわゆる重篤な

事故の大半は乱取り中に発生していると。それから絞

め技の禁止。これは部活動を含めて高３までというふ

うに書いてますけども、締め落とすことで必ず脳はダ

メージを受けるということだそうであります。 

 こういった点について要望をしてるわけですが、ま

さにこの今申し上げました点についてどのような認識、

あるいは今言った要望等について必要なことだと思う

んですが、教育長はどう認識しますか。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  柔道の授業に取り上げる件

での質問でございますけども、今、城内議員がお話に

なられました件、すべてについて、すべてこの情報と

して得ているわけではございませんが、ただ、新聞等

の報道でされている何点かについては承知をしている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  すべては知らないと、すべて

知っているわけじゃないということでしたが、いずれ

そういったデータはきちっととってほしい。で、これ

はホームページでありますから。知らないと言わない

でください。今の時代、すべて皆さんパソコンを持っ

ていますし、ホームページでとれないはずはないし、

特にこの全国柔道事故被害者の会の活動というのは、

あえて私は、今申し上げました事故の実態から申し上

げているわけですから、ぜひこれは知らないで済ませ

ないので、きちっと調査をして、私は対応すべきでは

ないかというふうに思いますので、お聞かせ願いたい

と思います。 

 それから、もう一点、私は重要だと思ったのは、そ

の欧米の取り組みが極めて重要なことをしております。

特にフランスですが、柔道人口は日本の３倍の60万人

いるんだそうですよ。そして、2005年以降一人も死亡

事故が起きていない。そうですよ。それから、イギリ

スでも、イギリスの柔道連盟が厳格なガイドラインを

持っていると。で、柔道の身体的虐待として、一つは、

相互の同意や技術的な正当性を欠く激しい乱どり、二

つには、成長期のある選手の身体能力の未熟さを軽視

した過度の訓練や不適切な訓練、その過度の競争を３

つに上げています。 

 で、このことがやっぱり本家の日本の柔道がこうい

った事故が起きたことについても、国際児童連盟の理

事会でも議題になったんだそうです。なぜ日本でこん

な事故が起きるのかと。こういった点では、やっぱり

現に欧米ではそういった形でやってると。 

 で、カナダでも1990年後半に起きた死亡事故の教訓

から、同国の柔道連盟が脳しんとうの手引書を作成を

して、それ以降は事故は再発を防いでいるということ

も報告になっております。 

 で、どうかこういった点もありますので、教育委員

会にそういった点でのやっぱり専門委員会等をつくり

ながら、指導体制を詰めながらやっぱりやっていかな

いと、国がどうだとか、県がどうとかということじゃ

なくて、久慈市教育委員会として、私はこうあるべき

だというのをきちんと出すべきだと。そして、それに



－111－ 

基づいてやっぱり事故がないように私はやっていく必

要があるんじゃないかというふうに思うんですが、そ

の点、どうでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  また、この柔道授業につい

てのご質問にお答え申し上げますが、私は、先ほど知

らないと言っているわけじゃなくて、城内議員さんの

おっしゃられた内容について、報道されている部分に

ついては知っとるというふうに申し上げたところでご

ざいます。 

 で、例えば、その柔道人口が日本の３倍の60万人い

るフランスの話だとか、あるいは、そういった柔道で

けがをし賠償を求められた件だとか、そういったこと

については情報としては知っているわけでございます。 

 で、今、城内議員さんがおっしゃられた内容につい

ては、これは、いわゆるクラブ活動と、それから授業

での取り組み方というのは、私は違うんだろうという

ふうに思っております。しかも、全国的なこの全国の

レベルでの話ということもあるかと思います。 

 で、当市の場合には、これまでにも申し上げました

ように、既に１校が女子の場合に柔道は行っておりま

せんが、それ以外の中学校９校、男女とも全部授業で

柔道を取り入れております。しかも、けがというのは、

ことしになってからでございますが、受け身の練習を

してけがをしたという子供一人だけでございまして、

それ以外は全くけが等はございません。 

 そういったことからしますと、当市のその柔道の指

導については、これはやはり柔道のまちづくりを標榜

するというふうな土地柄でもございますから、これに

ついては、やはりきちっとした指導がなされてきてい

る、段階的な指導がこれまでなされてきたという私は

あかしだろうというふうに思っているわけでございま

す。 

 で、そういった特に安全に配慮した授業については、

私は、これまでの授業をしていく上でなかったもので

すから、これからもやはりそういった適切な指導がな

されていくというふうな前提に私は立っているわけで

ございますが、ただ、そうばかりも言ってられないと

ころがありますから、それは今後も県教委あるいは県

北教育事務所が主催していく研修等々にその担当する

教員を出席させながら、あるいは、市でも指導計画

等々を各校ごとにどういった指導方法をとっていくの

かということをしっかりと調査しながら、不足につい

ては指導をしてまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  教育長の決意が伺えたわけで

すけども、そこで、いわゆる柔道のまちづくりを標榜

してきましたよね。そういった意味では、こういうま

ちから当然そういう事故が起こってはならんというふ

うな人もいます。 

 当時、先ほど言いましたように、加速損傷の問題で

いうと、直接と、それから、対側というんですか、加

速と、３つのことから脳損傷が起きるんだということ

が出ておりまして、先ほどの長野県の事故は、この加

速損傷のことで起きているんだと。で、判決を受けた

先生は、当時の裁判では、加速損傷の説明は講習会で

出なかったと、知らなかったというふうに言っている

んです。この人は被告の立場でね。 

 そういった点でありますから、そういった意味では、

本当にこれまで事故がなかったからということに安住

することなく、やっぱり柔道のまち久慈として進めて

いく上で、ぜひともその安全に万全を期すというやり

方、ガイドライン等もつくって示していただきたいと

思うし、年１回とかそんな感じじゃなくて、やっぱし

定期的な授業を、教えをきちんとしていくということ

が大事だと非常に思うんですが、ぜひともそれは確立

をしていただきたいというふうに思います。 

 もう一つ、就農者支援制度について、国の制度が始

まるということであります。ただ国の制度の中でちょ

っと気になるのは、その規模拡大の要件が過大だとい

うその点があるんですが、久慈市が具体化していく場

合、その点を、それをクリアしなきゃだめだというこ

とでなくて、本当に後継者を育成していく上で、その

辺の国の基準でないところの方向に持っていくのか、

その辺の考え方はどのような形で今回具体化しようと

しているのか、お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  就農支援制度のあり方

でございます。まだ国の新規就農総合支援事業の具体

的な要綱、要領は示されておりませんが、大きな柱と

して、45歳未満の方が新規就農する場合、年額150万

円が 大７年間交付される仕組みでございます。 
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 それで、これについては、面積要件とかそういうも

のは一切ないと、そのような情報を得ておりますので、

大規模農家の就農を目指すとか、そういう要件は私は

ないものとそのようにとらまえているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  柔道の授業についてのご質

問にまたお答え申し上げますが、城内議員も相当心配

されておることについては、重々よくわかるわけでご

ざいまして、そういったところをいずれ保護者の方、

あるいは実際にその授業を受ける子供たちが不安にな

らないような授業をしっかりと組み立てていかなけれ

ばいけないというふうに思っております。 

 特に、男子よりも筋力の弱い女子への対策というの

は、しっかりと万全を期してまいりたいというふうに

考えてございますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○議長（八重櫻友夫君）  以上で本日の日程は終了い

たしました。 

 本日はこれで散会いたします。ご苦労さまでした。 

    午後４時52分   散会   
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